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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抗原または抗体が結合した担体を収容可能な反応室を有する反応室ユニットに、回転を
繰り返して検体及び複数の試薬を送液し、免疫学的分析を行うための分析チップであって
、
（１）遠心力の作用により、検体としての懸濁液中の不溶性成分を分離液から分離して沈
降可能であり、また重力の作用により前記分離液を分取し、次いで遠心力の作用により反
応室ユニットに移送可能である、不溶性成分分離部と、
（２）２以上の槽および槽間を連結する流路を備え、遠心力および重力の作用により、試
薬を前記流路を介して順次および／または同時に隣接する槽間を送液し、前記反応室ユニ
ットまで送液可能である、多段送液部と
を有する分析チップであって、
　前記多段送液部は、
　前記分析チップの回転停止時に試薬を導入可能な第１の貯液槽と、
　前記第１の貯液槽の回転の外周側に位置する第１の保持槽と、
　前記第１の保持槽の重力方向に位置する第２の保持槽と、
　前記第１の貯液槽と前記第１の保持槽との間を連通する流路Ａと、
　該第１の保持槽から重力方向に延伸し、前記第１の保持槽と前記第２の保持槽とを連通
する流路Ｂとを含み、
　前記第１の保持槽、前記流路Ｂ、および前記第２の保持槽を１つの送液ユニットとして
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、２以上の送液ユニットが連結して配置されており、
　隣接する送液ユニット間の連結が、上段の前記送液ユニットの前記第２の保持槽から回
転の外周側に延伸し、下段の前記送液ユニットの前記第１の保持槽に連通する流路Ｃによ
るものであり、
　最下段の前記送液ユニットの前記第２の保持槽と前記反応室ユニットとの間を連通し、
前記最下段の送液ユニットの第２の保持槽から、回転軸を基準として外周方向に延伸して
反応室ユニットに接続する流路Ｄをさらに備え、
　前記（１）における不溶性成分の分離及び分取後の分離液の移送のための遠心力の作用
方向と、前記（２）における送液のための遠心力の作用方向が同一であり、
　前記（１）における分取のための重力の作用方向と前記（２）における送液のための重
力の作用方向が同一である、
分析チップ。
【請求項２】
　前記回転の繰り返しは、第１回転速度による回転と、前記第１回転速度による回転速度
よりも遅い回転速度または回転停止である第２回転速度による回転の繰り返しである、請
求項１に記載の分析チップ。
【請求項３】
　前記第１の保持槽は前記分析チップの第１の回転速度における回転時に、試薬を前記第
１の保持槽内に保持可能な槽であり、
　前記流路Ｂは、前記分析チップの前記第１の回転速度よりも低速の第２の回転速度にお
ける回転時または回転停止時において、遠心力および重力の作用を利用して前記第１の保
持槽内の試薬を通液し前記第２の保持槽に移動させることが可能な流路であり、
　前記第２の保持槽は、前記分析チップの前記第２の回転速度における回転時または回転
停止時において、試薬を前記第２の保持槽内に保持可能である請求項１または２に記載の
分析チップ。
【請求項４】
　前記流路Ｂは、流路途中で回転の外周側に屈曲している請求項１～３のいずれか一項に
記載の分析チップ。
【請求項５】
　前記不溶性成分分離部は、
　懸濁液保持槽、分離液保持槽、不溶性成分保持槽、および分離液送液路を有し、
　前記懸濁液保持槽、前記分離液保持槽、前記不溶性成分保持槽は回転時の内周側からこ
の順に配置され、
　前記懸濁液保持槽と前記不溶性成分保持槽とが接続され、
　前記不溶性成分保持槽と前記分離液保持槽とが狭隘部により接続され、
　前記不溶性成分保持槽において、前記懸濁液保持槽との接続部が、前記狭隘部より外周
側に位置し、
　前記分離液送液路は前記分離液保持槽から重力方向に延伸し前記反応室ユニットに連通
する、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の分析チップ。
【請求項６】
　前記不溶性成分保持槽における前記懸濁液保持槽との接続部が、前記不溶性成分保持槽
の外周側壁面に位置する請求項５に記載の分析チップ。
【請求項７】
　前記分離液送液路が、重力方向かつ外周側に延伸する請求項５または６に記載の分析チ
ップ。
【請求項８】
　前記懸濁液保持槽と前記不溶性成分保持槽とが、懸濁液導入路により連結されている、
請求項５～７のいずれか一項に記載の分析チップ。
【請求項９】
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　前記懸濁液保持槽、前記懸濁液導入路もしくは前記不溶性成分保持槽に接続した、オー
バーフロー流路をさらに有し、前記オーバーフロー流路が、前記懸濁液導入路もしくは前
記不溶性成分保持槽との接続部から一度内周側に延伸した後、外周側に折り返した構造で
ある請求項８に記載の分析チップ。
【請求項１０】
　前記不溶性成分分離部は、前記分析チップの回転中に試薬を保持し、回転停止時に重力
の作用により前記分離液保持槽に試薬を排出する試薬保持槽を有する請求項５～９のいず
れか一項に記載の分析チップ。
【請求項１１】
　試薬保持槽に接続されており、前記分析チップの回転時に送液する試薬を貯液するため
の試薬貯液槽を有する請求項１０に記載の分析チップ。
【請求項１２】
　前記分離液送液路にプレフィルター部が設けられている、請求項５～１１のいずれか一
項に記載の分析チップ。
【請求項１３】
　複数の前記送液ユニットのうちの少なくとも１つの前記送液ユニットは、
　前記第２の保持槽の内周側に位置する第２の貯液槽と、
　前記第２の保持槽、前記第１の貯液槽または前記第１の保持槽と、前記第２の貯液槽と
を連通する流路Ｅとをさらに有する請求項１～１２のいずれか一項に記載の分析チップ。
【請求項１４】
　前記分析チップに含まれる前記第２の貯液槽の少なくとも２つに、異なる試薬が予め貯
液されている請求項１３に記載の分析チップ。
【請求項１５】
　前記不溶性成分分離部の前記試薬貯液槽、および前記多段送液部の前記第２の貯液槽の
うちから選ばれる１または２以上の槽は、チップ本体から着脱可能な試薬リザーバユニッ
トに設けられる請求項１３または１４に記載の分析チップ。
【請求項１６】
　前記試薬リザーバユニットは、前記チップ本体の回転内周側に着脱可能に設けられる請
求項１５に記載の分析チップ。
【請求項１７】
　前記試薬リザーバユニットに設けられた前記槽に貯液された試薬が、前記分析チップの
回転時に前記チップ本体の各槽に移動することを特徴とする請求項１５または１６に記載
の分析チップ。
【請求項１８】
　前記不溶性成分分離部および前記多段送液部の少なくとも一部が、互いに対向する２つ
の主面寄りに互いに離間して設けられていることを特徴とする請求項１～１７のいずれか
一項に記載の分析チップ。
【請求項１９】
　前記反応室ユニットの少なくとも一部が、前記２つの主面以外の面寄りに設けられてい
ることを特徴とする請求項１８に記載の分析チップ。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか一項に記載の分析チップを、前記分析チップ外の回転軸に対
して回転を繰り返すことにより、検体および試薬を前記分析チップの前記反応室に送液し
て、前記反応室内の被検物質量を測定することを特徴とする分析方法。
【請求項２１】
（１）請求項１～１９のいずれか一項に記載の分析チップに、検体である懸濁液を導入し
、前記分析チップを回転させる際に生じる遠心力を用いて不溶性成分を沈降させた後、回
転停止して重力を用いて分離液を分取し、
（２）前記分析チップを回転させる際に生じる遠心力および重力を用いて、試薬を前記多
段送液ユニットに送液し、
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（３）前記分離液および試薬を、回転により生じる遠心力を用いて抗原または抗体が結合
した担体に接触させる
ことを特徴とする、請求項２０に記載の分析方法。
【請求項２２】
　前記検体が血液であり、前記不溶性成分が血球成分であり、前記分離液が血清または血
漿である、請求項２１に記載の分析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、免疫分析用の分析チップに関し、詳しくは、分析チップを回転させることに
より、検体や試薬の送液および／または反応を一つの分析チップで行うことのできる免疫
分析用の分析チップおよびこれを用いた分析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、臨床診断、食品衛生、環境分析に関わる微量分子の分析の殆どは、高価な装置を
必要とするほか操作に熟練を有するので、臨床検査会社や分析会社で行われてきた。近年
、世の中の流れとしてベッドサイドでの簡便かつ迅速な診断や、食品の加工、輸入の各現
場において分析および／または測定を行い、事故を未然に防ぐことや、河川や廃棄物中の
有害物質の分析を河川や廃棄物処理場等の現場で行うことの重要性が注目されており、簡
便に、迅速に、安価に、安全に、高精度かつ高感度に測定が可能な検出法や分析装置の開
発が重要視されている。
【０００３】
　検体中の微量の被検物質を分析するための免疫分析において、Ｌａｂ－ｏｎ－ｃｈｉｐ
（μＴＡＳ）と呼ばれる小型のチップの利用が提案されている。近年、このような回転に
よる遠心力を利用して送液させるチップに関する技術が開発されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、２つまたはそれ以上のマイクロチャンネル構造体の第１の集
合を有し、マイクロチャンネル構造体それぞれが有する特定の構造ユニットが、マイクロ
導路で接続されているマイクロ流体デバイスを、回転させることによって遠心力を利用し
て液体を流して、化学的、生物学的領域内の合成、分解準備などを行う技術が記載されて
いる。さらに、特許文献２には、微細チャンネルを埋設した微量システムプラットホーム
を回転させて、これにより生じる向心力を利用してプラットホーム上の流体運動を誘導す
る技術が記載されている。
【０００５】
　また、このようなチップを回転させて遠心力を付与することにより特定の成分を分離す
る技術が知られており、例えば特許文献３には、略水平面に配置された微細な流路を有す
るチップを回転させることにより血液から血球を分離し、回転停止後、外部吸引ポンプを
用いて血漿成分を分取する手法が開示されている。また、特許文献４には、略水平面に配
置された微細な流路を有するチップを回転及び停止を繰り返すことで、遠心力、毛細管現
象、サイフォン効果を利用することにより血清の分取が可能な化学分析装置が記載されて
いる。
【０００６】
　一方、上記の微細加工されたチップを利用して、通常は検体中の目的物質（測定物質）
の存在を知らしめるための蛍光物質、放射線物質、発光物質などの標識試薬や、酵素反応
により蛍光、発光、吸光を生じる基質や、検体中の目的物質に結合する抗体を酵素や蛍光
物質、放射線物質などで標識した標識抗体や、各種洗浄液などを自動で順次送液するため
に様々な手法が開発されてきた。特許文献５には、複数の容器及び略水平面に配置された
流路を有する基板を含む検査カートリッジを、穿孔機を用いての穿孔と回転とを繰り返す
ことで、溶液を回転軸線に対して内周側の容器から回転軸線に対して外周側の容器へ移動
させる技術が記載されている。特許文献６には、検体を自動で測定するために、チップの
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外部から、マイクロポンプなどの微量送液装置を用いたり、逆流防止弁や能動弁等の各種
バルブ構造を用いて送液を制御し、複数の試薬を順次反応室に送液して分析する技術が記
載されている。また、特許文献７には複数の試薬を予め充填した試薬カートリッジを穿孔
機に装着し、穿孔と回転とを繰り返し、複数の試薬を回転により生じる遠心力を用いて順
次送液する分析装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２００５－５０７７６２号公報
【特許文献２】特表２０００－５１４９２８号公報
【特許文献３】特許第３８０３０７８号公報
【特許文献４】特開２００６－２００９２３号公報
【特許文献５】特開２００６－１８９３７４号公報
【特許文献６】特開２００６－１２１９３５号公報
【特許文献７】特開２００４－３０９１４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、上記の従来のチップには、検体中の不溶性成分を除去し、測定に必要な複数の
試薬を順次送液し、それらを反応させるという一連の分析工程を、一つのチップを回転さ
せるだけで達成できるものはなかった。そのため、装置にポンプや穿孔機、分注機などが
必要であった。また、各工程間を測定者の作業により連結する場合には、血液などの微生
物やウィルスによる感染のリスクがある検体の測定では、測定者への感染リスクが高まる
危険性があった。また、個々のチップを取ってみても次のような問題があった。
【０００９】
　上述の特許文献１および２に記載の従来技術では、特別の送液装置を必要とし、そして
一連の分析操作を迅速に進めることが困難であるという問題点があった。また、いずれも
構造が複雑であることから、反応条件が制限され、ユーザーによるカスタマイズが困難で
あるという問題があった。
【００１０】
　上記特許文献３に開示されているチップでは、血球分離後に、外部接続の吸引ポンプを
接続して血漿成分を回収している。よって特許文献３が開示するチップは、外部接続の吸
引ポンプを準備し、かつ接続する手間が必要であるなど、簡便、迅速かつ安価な分析手段
とはいえない。また、ポンプにより回収した血漿成分を用いて測定するには、測定者によ
る手作業が必要であり、感染のリスクなどが高まるおそれがある。
【００１１】
　また、特許文献３が開示しているチップは、血漿を保持する機能を有する流路よりも外
周側に血球分画収容部を有する構造であり、吸引ポンプによる血漿の分取、回収時には血
球成分が血球分画収容部に付着している必要がある。しかし個人差や病態などにより粘度
や組成、溶血状態などの血球の性質などが異なる多様な性状を持つ臨床血液検体などにお
いては、血球成分の血球分画収容部での付着が不十分なため、ポンプによる吸引回収時に
血球分画収容部に印加される引き込み力により、血漿に血球成分が混入するおそれがある
。そこで特許文献３には、ポンプによる吸引回収時に血球分画に印加される引き込み力を
小さくし、血球成分が血漿に混入する危険性を防止するため、血球分画収容部と血漿を保
持する機能を有する流路の接続部を狭隘な構造とする手法が開示されている。
【００１２】
　しかし、血球分画収容部は、血漿を保持する機能を有する流路との接続部が狭隘な構造
であるため、接続部が血球成分により閉塞し起こりやすいという問題があった。さらに、
血球分画収容部は、血漿を保持する機能を有する流路との接続部以外は密閉された空間で
あるため、内部の気体の逃げ場が無く、そのため個人差や病態などにより粘度や組成など
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が異なる多様な性状を持つ臨床血液検体などにおいては、血球分画収容部に気体の層がで
きて血液が入らなかったり、気泡が血球分画収容部に残存してしまったりするおそれがあ
る。
【００１３】
　特許文献４が開示しているチップは、血清分離動作後にチップを停止させ、血清を毛細
管流動によって下流の混合部まで導いており外部接続のポンプは必要としない。しかし、
特許文献４が開示しているチップにおいては、懸濁液は回転による遠心力によって分離液
保持槽を通過した後、狭隘部を通過して不溶性成分保持槽に流入するよう流路と各槽が配
置されている。
【００１４】
　すなわち、不溶性成分保持槽は、懸濁液の流入口以外は密閉された空間であるため、内
部の気体の逃げ場がなく、そのため個人差や病態などにより粘度や組成などが異なる多様
な性状を持つ臨床血液検体などにおいては、不溶性成分保持槽に気体の層ができて懸濁液
が入らないといった現象や、気泡が不溶性成分保持槽に残存し、分離液保持槽に不溶性成
分が残存してしまうおそれがある。さらに不溶性成分保持槽に気泡が残存すると、分離液
の定量性が損なわれるなどの問題があった。こうした場合には、例えば不溶性成分保持槽
に通気穴を設けることで改善するものの、気泡の残存を完全に防止することはできない。
【００１５】
　また、特許文献４に開示されているチップは、回転により分離した分離液を、回転停止
後表面張力により分離液送液路としての毛細管に毛細管流動させ、その後再度回転させて
サイフォン効果により血清を回収、分取している。このように、遠心力が働かない状態で
微細流路に表面張力だけで毛細管流動させる必要があるが、前述のように個人差や病態な
どにより粘度や組成などが異なる多様な性状を持つ血清などの臨床血液検体などにおいて
は、常に安定な毛細管流動を起こすことは困難である。安定な毛細管流動を起こすために
は、管の径をなるべく小さくする必要があるが、管の径を小さくすることは、毛細管への
血餅などの固形物の混入や毛細管内部での気泡の発生、混入などにより、サイフォン効果
が容易に働かなくなる危険性を高めてしまう。
【００１６】
　このように、血清などの分離液を正確な量で、安定して回収、分取できなかった場合に
は、得られる分析、検査結果に誤差や間違いが生じ、特に医療分野において使用上重大な
問題となる。
【００１７】
　さらに定量性をより高めるために、オーバーフロー流路に折り返し部を設けた場合には
、回転中に折り返し部を越えた懸濁液が、オーバーフロー液保持槽に向けて流れる際に、
不溶性成分保持槽に流入すべき懸濁液がサイフォン現象により折り返し部に向かって逆流
する、すなわち回転中にオーバーフロー流路内を満たした懸濁液によりサイフォン現象が
起こることで分離前の懸濁液が流出してしまい、定量性が損なわれるおそれがあった。
【００１８】
　特許文献５および特許文献７の技術では、複数の試薬を順次送液するために、穿孔装置
により微小なカートリッジを順番に穿孔する必要があることから、精密な穿孔装置が必要
となり、装置の小型化や分析の迅速化が困難であるといった問題があった。また、特許文
献６に記載の技術では、いずれも複雑で精密な機構を搭載したチップや装置が必要であり
、操作が複雑で、迅速、簡便かつ安価な分析に課題があると同時に、バルブ部位やポンプ
との接続部位の液溜まりなどにより、試薬間で液が汚染、混入してしまうという課題もあ
った。
【００１９】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、装置に分注機や穿孔機、外部接続ポンプな
どを必要とせず、一つのチップだけで、短時間で操作を完了することができ、効率がよく
、測定者にとって安全性が高い分析が可能な免疫分析用の分析チップの提供を目的とする
。
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【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明は、以下の〔１〕～〔２７〕を提供するものである。
〔１〕抗原または抗体が結合した担体を収容可能な反応室を有する反応室ユニットに、回
転を繰り返して検体及び複数の試薬を送液し、免疫学的分析を行うためのチップであって
、（１）遠心力の作用により、検体としての懸濁液中の不溶性成分を分離液から分離して
沈降可能であり、また重力の作用により前記分離液を分取し、次いで遠心力の作用により
反応室ユニットに移送可能である、不溶性成分分離部と、（２）２以上の槽および槽間を
連結する流路を備え、遠心力および重力の作用により、試薬を前記流路を介して順次およ
び／または同時に隣接する槽間を送液し、前記反応室ユニットまで送液可能である、多段
送液部とを有する分析チップ。
〔２〕前記回転の繰り返しは、第１回転速度による回転と、前記第１回転速度による回転
速度よりも遅い回転速度または回転停止である第２回転速度による回転の繰り返しである
、〔１〕に記載の分析チップ。
〔３〕前記反応室に通じた廃液槽を更に備える、〔１〕または〔２〕に記載の分析チップ
。
〔４〕前記反応室ユニットは着脱可能であることを特徴とする〔１〕～〔３〕のいずれか
一項に記載の分析チップ。
〔５〕前記不溶性成分分離部は、懸濁液保持槽、分離液保持槽、不溶性成分保持槽、およ
び分離液送液路を有し、前記懸濁液保持槽、前記分離液保持槽、前記不溶性成分保持槽は
回転時の内周側からこの順に配置され、前記懸濁液保持槽と前記不溶性成分保持槽とが接
続され、前記不溶性成分保持槽と前記分離液保持槽とが狭隘部により接続され、前記不溶
性成分保持槽において、前記懸濁液保持槽との接続部が、前記狭隘部より外周側に位置し
、前記分離液送液路は前記分離液保持槽から重力方向に延伸し前記反応室ユニットに連通
する、〔１〕～〔４〕のいずれか一項に記載の分析チップ。
〔６〕前記不溶性成分保持槽における前記懸濁液保持槽との接続部が、前記不溶性成分保
持槽の外周側壁面に位置する〔５〕に記載の分析チップ。
〔７〕前記分離液送液路が、重力方向かつ外周側に延伸する〔５〕または〔６〕に記載の
分析チップ。
〔８〕前記懸濁液保持槽と前記不溶性成分保持槽とが、懸濁液導入路により連結されてい
る、〔５〕～〔７〕のいずれか一項に記載の分析チップ。
〔９〕前記懸濁液保持槽、前記懸濁液導入路もしくは前記不溶性成分保持槽に接続した、
オーバーフロー流路をさらに有し、前記オーバーフロー流路が、前記懸濁液導入路もしく
は前記不溶性成分保持槽との接続部から一度内周側に延伸した後、外周側に折り返した構
造である〔８〕に記載の分析チップ。
〔１０〕前記不溶性成分分離部は、前記分析チップの回転中に試薬を保持し、回転停止時
に重力の作用により前記分離液保持槽に試薬を排出する試薬保持槽を有する〔５〕～〔９
〕のいずれか一項に記載の分析チップ。
〔１１〕試薬保持槽に接続されており、前記分析チップの回転時に送液する試薬を貯液す
るための試薬貯液槽を有する〔１０〕に記載の分析チップ。
〔１２〕前記分離液送液路にプレフィルター部が設けられている、〔５〕～〔１１〕のい
ずれか一項に記載の分析チップ。
〔１３〕前記多段送液部は、前記分析チップの回転停止時に試薬を導入可能な第１の貯液
槽と、前記第１の貯液槽の回転の外周側に位置する第１の保持槽と、前記第１の保持槽の
重力方向に位置する第２の保持槽と、前記第１の貯液槽と前記第１の保持槽との間を連通
する流路Ａと、該第１の保持槽から重力方向に延伸し、前記第１の保持槽と前記第２の保
持槽とを連通する流路Ｂとを含み、前記第１の保持槽、前記流路Ｂ、および前記第２の保
持槽を１つの送液ユニットとして、２以上の送液ユニットが連結して配置されており、隣
接する送液ユニット間の連結が、上段の前記送液ユニットの前記第２の保持槽から回転の
外周側に延伸し、下段の前記送液ユニットの前記第１の保持槽に連通する流路Ｃによるも
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のであり、最下段の前記送液ユニットの前記第２の保持槽と前記反応室ユニットとの間を
連通し、前記最下段の送液ユニットの第２の保持槽から、回転軸を基準として外周方向に
延伸して反応室ユニットに接続する流路Ｄをさらに備える、〔１〕～〔１２〕のいずれか
一項に記載の分析チップ。
〔１４〕前記第１の保持槽は前記分析チップの第１の回転速度における回転時に、試薬を
前記第１の保持槽内に保持可能な槽であり、前記流路Ｂは、前記分析チップの前記第１の
回転速度よりも低速の第２の回転速度における回転時または回転停止時において、遠心力
および重力の作用を利用して前記第１の保持槽内の試薬を通液し前記第２の保持槽に移動
させることが可能な流路であり、前記第２の保持槽は、前記分析チップの前記第２の回転
速度における回転時または回転停止時において、試薬を前記第２の保持槽内に保持可能で
ある〔１３〕に記載の分析チップ。
〔１５〕前記流路Ｂは、流路途中で回転の外周側に屈曲している〔１３〕または〔１４〕
に記載の分析チップ。
〔１６〕複数の前記送液ユニットのうちの少なくとも１つの前記送液ユニットは、前記第
２の保持槽の内周側に位置する第２の貯液槽と、前記第２の保持槽、前記第１の貯液槽ま
たは前記第１の保持槽と、前記第２の貯液槽とを連通する流路Ｅとをさらに有する〔１３
〕～〔１５〕のいずれか一項に記載の分析チップ。
〔１７〕前記分析チップに含まれる前記第２の貯液槽の少なくとも２つに、異なる試薬が
予め貯液されている〔１３〕～〔１６〕のいずれか一項に記載の分析チップ。
〔１８〕前記不溶性成分分離部の前記試薬貯液槽、および前記多段送液部の前記第２の貯
液槽のうちから選ばれる１または２以上の槽は、チップ本体から着脱可能な試薬リザーバ
ユニットに設けられる〔１〕～〔１７〕のいずれか一項に記載の分析チップ。
〔１９〕前記試薬リザーバユニットは、前記チップ本体の回転内周側に着脱可能に設けら
れる〔１８〕に記載の分析チップ。
〔２０〕前記試薬リザーバユニットに設けられた前記槽に貯液された試薬が、前記分析チ
ップの回転時に前記チップ本体の各槽に移動することを特徴とする〔１８〕または〔１９
〕に記載の分析チップ。
〔２１〕前記試薬リザーバユニットと前記反応室ユニットとが、異なる樹脂により形成さ
れていることを特徴とする〔１８〕～〔２０〕のいずれか一項に記載の分析チップ。
〔２２〕前記試薬保持槽および前記第１の保持槽のうちいずれか一方または双方の内壁面
の少なくとも一部が疎水的な表面を有することを特徴とする〔１０〕～〔２１〕のいずれ
か一項に記載の分析チップ。
〔２３〕前記不溶性成分分離部および前記多段送液部の少なくとも一部が、互いに対向す
る２つの主面寄りに互いに離間して設けられていることを特徴とする〔１〕～〔２２〕の
いずれか一項に記載の分析チップ。
〔２４〕前記反応室ユニットの少なくとも一部が、前記２つの主面と異なる面寄りに設け
られていることを特徴とする〔２３〕に記載の分析チップ。
〔２５〕〔１〕～〔２４〕のいずれか一項に記載の分析チップを、前記分析チップ外の回
転軸に対して回転を繰り返すことにより、検体および試薬を前記分析チップの前記反応室
に送液して、前記反応室内の被検物質量を測定することを特徴とする分析方法。
〔２６〕（１）〔１〕～〔２４〕のいずれか一項に記載の分析チップに、検体である懸濁
液を導入し、前記分析チップを回転させる際に生じる遠心力を用いて不溶性成分を沈降さ
せた後、回転停止して重力を用いて分離液を分取し、（２）前記分析チップを回転させる
際に生じる遠心力および重力を用いて、試薬を前記多段送液ユニットに送液し、（３）前
記分離液および試薬を、回転により生じる遠心力を用いて抗原または抗体が結合した担体
に接触させることを特徴とする、〔２５〕に記載の分析方法。
〔２７〕前記検体が血液であり、前記不溶性成分が血球成分であり、前記分離液が血清ま
たは血漿である、〔２６〕に記載の分析方法。
【発明の効果】
【００２１】
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　本発明のチップは、一つのチップで回転速度を調節することにより、回転時には遠心力
を送液駆動源し、回転停止時には重力を送液の駆動源として利用でき、装置に外部接続ポ
ンプや穿孔装置を必要としない分析チップを提供することができる。本発明のチップは遠
心力と重力を用いることで、検体中の不溶性成分を除去し、試薬の順次送液、免疫分析ま
で行うことができ、しかも簡単な操作で、分析時間を短時間に完了することができ、効率
よい免疫分析を実現することができる。また、そのために外部にポンプや穿孔装置などを
必要とせず、設置面積や装置コスト、メンテナンスの容易性、測定の安定性、測定者の安
全性に優れる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、反応室ユニットの一実施例を模式的に示す斜視図である。
【図２】図２は、反応室ユニットの一実施例を模式的に示す縦断面図である。
【図３】図３は、反応室ユニットの一実施例を模式的に示す縦断面図である。
【図４】図４は、反応室ユニットの一実施例を模式的に示す縦断面図である。
【図５】図５は、反応室ユニットの一実施例を模式的に示す縦断面図である。
【図６】図６は、反応室ユニットの一実施例を模式的に示す投影図である。
【図７】図７は、反応室ユニットの操作方法の手順の一例を示す説明図である。
【図８－１】図８－１は、従来の不溶性成分分離部の一例を模式的に示す斜視図である。
【図８－２】図８－２は、図８－１に示された従来の不溶性成分分離部を模式的に示す厚
み方向から見た図である。
【図９】図９は、従来の不溶性成分分離部の別の一例を模式的に示す平面図である。
【図１０】図１０は、本発明の分析チップの一部である不溶性成分分離部の別の一例を模
式的に示す正面図である。
【図１１】図１１は、本発明の分析チップの一部である不溶性成分分離部の別の一例を模
式的に示す正面図である。
【図１２】図１２は多段送液部の一例を示す平面図である。
【図１３】図１３は、多段送液部の別の一例を示す平面図である。
【図１４】図１４は、多段送液部の別の一例を示す平面図である。
【図１５】図１５は、多段送液部の別の一例を示す平面図である。
【図１６】図１６は、分析チップの回転時の多段送液部の様子を示す斜視図である。
【図１７】図１７は、分析チップの回転時の多段送液部の様子を示す斜視図である。
【図１８】図１８は、分析チップの回転時の多段送液部の様子を示す斜視図である。
【図１９】図１９は、多段送液部を構成する貯液槽、保持槽および流路、ならびに送液ユ
ニットの構成を示す模式図である。
【図２０】図２０は、多段送液部における流路Ａの、分析チップにかかる遠心力及び重力
との関連で好ましい位置を示す説明図である。
【図２１】図２１は、多段送液部における流路Ａの、第１の貯液槽内の液面に対する好ま
しい位置を示す説明図である。
【図２２】図２２は、多段送液部における流路Ｂの、第１の保持槽内の液面に対する好ま
しい位置を示す説明図である。
【図２３】図２３は、多段送液部における流路Ｂの、第１の保持槽内の液面に対する好ま
しい位置を示す説明図である。
【図２４】図２４は、多段送液部における流路Ｂの、第１の保持槽内の液面に対する好ま
しい位置を示す説明図である。
【図２５】図２５は、多段送液部における流路Ｃの、第２の保持槽内の液面に対する好ま
しい位置を示す説明図である。
【図２６】図２６は、多段送液部における流路Ｃの、第２の保持槽内の液面に対する好ま
しい位置を示す説明図である。
【図２７】図２７は、多段送液部における流路Ｂおよび流路Ｃの回転軸に対する好ましい
角度を示す説明図である。
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【図２８】図２８は、多段送液部における流路Ｃの、チップにかかる遠心力及び重力との
関連で好ましい位置を示す説明図である。
【図２９】図２９は、多段送液部における流路Ｃの、第２の保持槽内の液面に対する好ま
しい位置を示す説明図である。
【図３０】図３０は、多段送液部における流路Ｄの、第２の保持槽内の液面に対する好ま
しい位置を示す説明図である。
【図３１】図３１は、多段送液部における流路Ｅおよび第２の貯液槽の好ましい位置を示
す説明図である。
【図３２】図３２は、多段送液部における流路Ａの回転軸に対する好ましい角度を示す説
明図である。
【図３３】図３３は、多段送液部における流路Ｂの回転軸に対する好ましい角度を示す説
明図である。
【図３４】図３４は、多段送液部において保持槽に複数の貯液槽／保持槽が接続する場合
の一例を示す説明図である。
【図３５】図３５は、多段送液部において保持槽に複数の貯液槽／保持槽が接続する場合
の別の一例を示す説明図である。
【図３６－１】図３６－１は、多段送液部を使用して送液する際の液体の位置の一例を示
す説明図である。
【図３６－２】図３６－２は、多段送液部を使用して送液する際の液体の位置の一例を示
す説明図である。
【図３６－３】図３６－３は、多段送液部を使用して送液する際の液体の位置の一例を示
す説明図である。
【図３６－４】図３６－４は、多段送液部を使用して送液する際の液体の位置の一例を示
す説明図である。
【図３６－５】図３６－５は、多段送液部を使用して送液する際の液体の位置の一例を示
す説明図である。
【図３６－６】図３６－６は、多段送液部を使用して送液する際の液体の位置の一例を示
す説明図である。
【図３６－７】図３６－７は、多段送液部を使用して送液する際の液体の位置の一例を示
す説明図である。
【図３６－８】図３６－８は、多段送液部を使用して送液する際の液体の位置の一例を示
す説明図である。
【図３７】図３７は、本発明の分析チップの一例を示す模式図である。
【図３８－１】図３８－１は、試薬リザーバユニットの一例を示す模式図である。
【図３８－２】図３８－２は、チップ本体（試薬リザーバユニットと反応室ユニットを外
した状態）の一例を示す模式図である。
【図３８－３】図３８－３は、反応室ユニットの一例を示す模式図である。
【図３９】図３９は、本発明の分析チップの一例を示す模式図である。
【図４０－１】図４０－１は、試薬リザーバユニットの別の一例を示す模式図である。
【図４０－２】図４０－２は、チップ本体（試薬リザーバユニットと反応室ユニットを外
した状態）の一例を示す模式図である。
【図４０－３】図４０－３は、反応室ユニットの一例を示す模式図である。
【図４１】図４１は、本発明の分析チップの一例を示す模式図である。
【図４２－１】図４２－１は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図４２－２】図４２－２は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図４２－３】図４２－３は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図４２－４】図４２－４は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液



(11) JP 5504690 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

体の位置の一例を示す説明図である。
【図４２－５】図４２－５は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図４２－６】図４２－６は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図４２－７】図４２－７は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図４２－８】図４２－８は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図４３－１】図４３－１は、本発明の分析チップの一部である不溶性成分分離部の別の
一例を透過的に示す平面図である。
【図４３－２】図４３－２は、図６－１に示す不溶性成分分離部を模式的に示す平面図で
ある。
【図４３－３】図４３－３は、図６－１に示す不溶性成分分離部を模式的に示す平面図で
ある。
【図４４－１】図４４－１は、本発明の分析チップの一部である不溶性成分分離部を用い
て送液する際の液体の位置の一例を示す説明図である。
【図４４－２】図４４－２は、本発明の分析チップの一部である不溶性成分分離部を用い
て送液する際の液体の位置の一例を示す説明図である。
【図４４－３】図４４－３は、本発明の分析チップの一部である不溶性成分分離部を用い
て送液する際の液体の位置の一例を示す模式図である。
【図４４－４】図４４－４は、本発明の分析チップの一部である不溶性成分分離部を用い
て送液する際の液体の位置の一例を示す模式図である。
【図４５】図４５は、本発明の分析チップの一部である不溶性成分分離部の別の一例を模
式的に示す正面図である。
【図４６－１】図４６－１は、本発明の分析チップの一部である不溶性成分分離部を用い
て送液する際の液体の位置の一例を示す説明図である。
【図４６－２】図４６－２は、本発明の分析チップの一部である不溶性成分分離部を用い
て送液する際の液体の位置の一例を示す説明図である。
【図４６－３】図４６－３は、本発明の分析チップの一部である不溶性成分分離部を用い
て送液する際の液体の位置の一例を示す説明図である。
【図４６－４】図４６－４は、本発明の分析チップの一部である不溶性成分分離部を用い
て送液する際の液体の位置の一例を示す説明図である。
【図４７】図４７は、本発明の分析チップの一部である多段送液部の別の一例を模式的に
示す正面図である。
【図４８】図４８は、本発明の分析チップの一部である多段送液部の別の一例を模式的に
示す正面図である。
【図４９】図４９は、本発明の分析チップの一部である多段送液部および試薬リザーバユ
ニットの別の一例を模式的に示す正面図である。
【図５０－１】図５０－１は、本発明の分析チップのチップ本体および反応室ユニットの
別の一例を模式的に示す平面図である。
【図５０－２】図５０－２は、本発明の分析チップのチップ本体および反応室ユニットの
別の一例を模式的に示す平面図である。
【図５０－３】図５０－３は、本発明の分析チップのチップ本体および反応室ユニットの
別の一を模式的に示す平面図である。
【図５０－４】図５０－４は、本発明の分析チップの別の一例を模式的に示す平面図であ
る。
【図５１－１】図５１－１は、本発明の分析チップの別の一例を模式的に示す平面図であ
る。
【図５１－２】図５１－２は、本発明の分析チップの別の一例を模式的に示す平面図であ



(12) JP 5504690 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

る。
【図５２－１】図５２－１は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図５２－２】図５２－２は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図５２－３】図５２－３は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図５２－４】図５２－４は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図５２－５】図５２－５は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図５２－６】図５２－６は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図５２－７】図５２－７は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図５２－８】図５２－８は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図５２－９】図５２－９は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合の液
体の位置の一例を示す説明図である。
【図５２－１０】図５２－１０は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合
の液体の位置の一例を示す説明図である。
【図５２－１１】図５２－１１は、本発明の分析チップを用いて免疫分析反応を行う場合
の液体の位置の一例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００２３】
１０１１　反応室
１０１１Ａ、１０１１Ａ´　開口部
１０１２　試薬・検体受け
１０１２Ａ　開口部
１０１３　抗原および／または抗体が結合した担体
１０１６　廃液槽
１０００Ａ、１０００Ｂ、１０００Ｃ、１０００Ｄ、１０００Ｅ、１０００Ｉ　反応室ユ
ニット
２００１　懸濁液保持槽
２００２　分離液保持槽
２００３　不溶性成分保持槽
２００４　分離液送液路
２００５　試薬保持槽
２００６　懸濁液導入路
２００７、２０１８　オーバーフロー流路
２００８、２０１７、２０２２、２０２３　通気穴
２００９　試薬貯液槽
２０１０　分離液保持槽と不溶性成分保持槽との間の狭隘部
２０１１、２０１２　懸濁液導入路と不溶性成分保持槽との間の接続部
２０１３　オーバーフロー流路の前半部分
２０１４　オーバーフロー流路の折り返し部
２０１５　オーバーフロー流路の後半部分
２０１６　試薬導入路
２０１９、２０２４　オーバーフローした液の保持槽
２００４Ａ　分離液送液路の折り返し地点
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２０２１　分離液混合槽
２０２５　気体が移動するための流路（気体流路）
２０３０　不溶性成分排出路
２０３１　不溶性成分排出路の前半部分
２０３２　不溶性成分排出路の折り返し部
２０３３　不溶性成分排出路の後半部分
２０４０　廃液槽
２０５０、２００６ａ、２０３１ａ、２０３３ａ　ストップバルブ
２０６０　分離液送液路における外周側への屈曲部
２０８０　懸濁液
２０８０Ａ　不溶性成分
２０８０Ｂ　分離液
３００１－１、３００１－２　第１の貯液槽
３００１－２－１、３００１－２－２　第１の貯液槽に接続する第２の貯液槽
３０１０－１　第１段目の送液ユニットの第１の保持槽
３０１０－２　第１段目の送液ユニットの第２の保持槽
３０２０－１　第２段目の送液ユニットの第１の保持槽
３０２０－２　第２段目の送液ユニットの第２の保持槽
３０３０－１　第３段目の送液ユニットの第１の保持槽
３０３０－２　第３段目の送液ユニットの第２の保持槽
３０４０－１　第４段目の送液ユニットの第１の保持槽
３０４０－２　第４段目の送液ユニットの第２の保持槽
Ｕ－１　第１段目の送液ユニット
Ｕ－２　第２段目の送液ユニット（下段の送液ユニット）
Ｕ－３　第３段目の送液ユニット（下段の送液ユニット）
Ｕ－４　第４段目の送液ユニット（下段の送液ユニット）
３０１０－３　第１段目の送液ユニットの第２の貯液槽（試薬貯液槽）
３０２０－３　第２段目の送液ユニットの第２の貯液槽（試薬貯液槽）
３０３０－３　第３段目の送液ユニットの第２の貯液槽（試薬貯液槽）
３０４０－３　第４段目の送液ユニットの第２の貯液槽（試薬貯液槽）
３０１１　空気流路
３０１１－１　第１の貯液槽の通気穴
３０１１－２　第１段目の送液ユニットの第２の保持槽に通じる空気流路
３０１１－３　第２段目の送液ユニットの第２の保持槽に通じる空気流路
３０１１－４　第３段目の送液ユニットの第２の保持槽に通じる空気流路
３０１１－５　第１段目の送液ユニットの第１の保持槽に通じる通気穴
３０１１－６　第２段目の送液ユニットの第１の保持槽に通じる通気穴
３０１１－７　第３段目の送液ユニットの第１の保持槽に通じる通気穴
３０１１－８　第４段目の送液ユニットの第１の保持槽に通じる通気穴
３０００Ａ－１　第１の貯液槽と第１段目の送液ユニットの第１の保持槽を連通する流路
Ａ
３０００Ｂ－１　第１段目の送液ユニットの流路Ｂ
３０００Ｂ－２　下段の送液ユニット（第２段目の送液ユニットの）の流路Ｂ
３０００Ｂ－３　第３段目の送液ユニットの流路Ｂ
３０００Ｂ－４　第４段目の送液ユニットの流路Ｂ
３０００Ｃ－１　第１段目および第２段目の送液ユニットを繋ぐ流路Ｃ
３０００Ｃ－２　第２段目および第３段目の送液ユニットを繋ぐ流路Ｃ
３０００Ｃ－３　第３段目および第４段目の送液ユニットを繋ぐ流路Ｃ
３０００Ｄ　流路Ｄ
３０００Ｄ－１　流路Ｄの前半部分
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３０００Ｄ－２　流路Ｄの貫通部分（貫通孔）
３０００Ｄ－３　流路Ｄの後半部分
３０００Ｅ－０　第１段目の送液ユニットの流路Ｅ
３０００Ｅ－１　第１段目の送液ユニットの流路Ｅ
３０００Ｅ－２　第２段目の送液ユニットの流路Ｅ
３０００Ｅ－３　第３段目の送液ユニットの流路Ｅ
３０００Ｅ－４　第４段目の送液ユニットの流路Ｅ
３０００Ｌ１　液体
３０００Ｐ１　第１の回転速度でチップを回転させているときの第１の貯液槽内の液体の
液面を含む平面
３０００Ｐ２　第１の回転速度でチップを回転させているときの第１の保持槽内の液体の
液面を含む平面
３０００Ｐ３　第２の回転速度でチップを回転させているときあるいは回転を停止させて
いるときの第１の保持槽内の液体の液面を含む平面
３０００Ｐ４　第２の回転速度でチップを回転させているときまたは回転停止時の、第２
の保持槽内の液体の液面を含む平面
３０００Ｐ５　第１の回転速度でチップを回転させているときの第２の保持槽内の液体の
液面を含む平面
３０００Ｐ６　回転停止時の第２の保持槽内の液体の液面を含む平面
３０００Ｐ７、３０００Ｐ８、３０００Ｐ９　第１の回転速度でチップを回転させている
ときの第２の貯液槽内の液体の液面を含む平面
３０００Ｑ１　流路Ａの第１の貯液槽との接続部
３０００Ｑ２　流路Ｂの第１の貯液槽との接続部
３０００Ｑ３　流路Ｃの第１の保持槽との接続部
３０００Ｑ４、３０００Ｑ５、３０００Ｑ６　流路Ｅの第２の貯液槽との接続部
３０００Ｑ７、３０００Ｑ８、３０００Ｑ９　流路Ｅの第２の保持槽との接続部
３０００Ｓ１　流路Ｂの延長線
３０００Ｓ２　流路Ｃの延長線
３０００Ｓ３　流路Ａの延長線
３０００ｓ１　流路Ｂの延長線と回転軸とがなす角度
３０００ｓ２　流路Ｃの延長線と回転軸とがなす角度
３０００ｓ３　流路Ａの延長線と回転軸とがなす角度
４００２、４００５、４００８、４０１１、４０１４、４０１７　試薬リザーバユニット
の開口部
４００３　チップ本体の試薬導入路の開口部
４００６、４００９、４０１２、４０１５　チップ本体の流路Ｅの開口部
４０２０　廃液槽
４０２１　排出路
４０２２　プレフィルター部
４０２３Ａ、４０２３Ｂ　突出部
４０２４Ａ、４０２４Ｂ　空間
４０２５Ａ、４０２５Ｂ　凹部
４０３０、４０４０、４０５０、４０６０、４０７０　チップ
４０３０Ａ、４０４０Ａ、４０５０Ａ、３０００Ｆ、４０７０Ｆ　試薬リザーバユニット
４０３０Ｂ、４０４０Ｂ、４０５０Ｂ、４０７０Ｂ、４０８０Ｂ　チップ本体
４０３０Ｃ、４０４０Ｃ、４０５０Ｃ、４０７０Ｃ、４０８０Ｃ　反応室ユニット
４０８０Ｄ　不溶性成分分離部
４０８０Ｅ、３０００Ｇ　多段送液部
４０８０Ｈ　肉抜き
２１００、３１００、４１００　主面
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２１００ａ、３１００ａ、４１００ａ　第１主面
２１００ｂ、３１００ｂ、４１００ｂ　第２主面
５００１　第１の混合液保持槽
５００２　第２の混合液保持槽
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の分析チップについて、用途、分析チップの材料、製法などを説明した後
、分析チップの構成要素である反応室ユニット、不溶性成分分離部、多段送液部、および
必要に応じて設けられる試薬リザーバユニットならびに廃液槽をそれぞれ説明し、その上
で、分析チップの全体構造、および分析チップを使用した免疫分析方法について説明する
。
【００２５】
　なお、各図は、発明が理解できる程度に、構成要素の形状、大きさおよび配置が概略的
に示されているに過ぎない。本発明は以下の記述によって限定されるものではなく、各構
成要素は本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。また、図中、パタ
ーンを付した箇所は、液体（懸濁液、分離液、洗浄液等の試薬など）、不溶性成分等自体
を、またはこれらが存在していることを意味している。以下の説明に用いる各図において
、同様の構成要素については同一の符号を付して示し、重複する説明を省略する場合があ
る。
【００２６】
　以下の説明において、上方、下方（重力方向）、外周側、内周側などと称される配置関
係の説明は、分析チップ使用時、すなわち分析チップが回転装置に設置された状態を基準
として定義される。後述するように、回転時に分析チップを傾ける場合には、傾けた状態
を基準とする。また、分析チップの主面を水平として回転させる場合には、この状態を基
準として説明する場合がある。
【００２７】
　以下の説明において、「外周側」とは回転軸を基準として、遠心力の働く方向、すなわ
ち回転軸から遠ざかる方向を意味する。「内周側」とは外周側とは反対方向、すなわち回
転軸に向かう方向を意味する。
【００２８】
　また、「重力方向」とは、分析チップの回転時に重力が働く方向として定義され、下方
とも表現される。ここで重力方向とは、必ずしも鉛直方向に限られず、鉛直方向の成分を
含むベクトルが示す方向（略鉛直方向）も含まれる。また、重力方向は、重力の作用によ
り分析チップ内の液体が流れる方向を意味するとも表現できる。なお、本発明において上
方とは、重力方向とは反対の方向として定義される。以下の説明において上方、下方と表
現する場合には、何らかの基準に対する相対的位置をいう場合がある。
【００２９】
　さらに、以下の説明において、「送液」とは、液体（懸濁液、分離液および洗浄液）を
分析チップ内部の複数の槽間で、例えば流路により流動的に移動させることを意味する。
【００３０】
　以下の説明において、「主面」とは、分析チップを透過的に見た時に、分析チップのソ
リッドな厚み内に空間として設けられている槽および流路を観察できる側の面を意味する
。例えば形状が多面体の、好ましくは立方体又は直方体の薄板状の、分析チップの場合、
互いに対向する２つの面が主面となりうる。なお、以下の説明において分析チップが互い
に対向する２つの主面を有する場合、便宜上、それぞれを第１主面、第２主面と称するも
のとする。
【００３１】
　第１主面および第２主面から透過的に観察され得る流路および槽は、通常は表裏の関係
であり対称をなすが、後述のように、前記不溶性成分分離部および前記多段送液部の少な
くとも一部が、互いに対向する２つの主面寄りに互いに離間して設けられている場合には
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、まったく異なる流路および槽が観察される場合がある。例えば、図３７の分析チップに
おいて、第１主面４１００ａから見た流路は、第１主面４１００ａと対向する（第１主面
４１００ａを表側の面とした場合に裏側の面に該当する）第２主面４１００ｂとを、主面
として有しており、この場合は第１主面４１００ａから観察される流路および槽が、第２
主面４１００ｂから観察するといわば裏側から観察することになる。一方、図５１－１お
よび図５１－２の分析チップにおいて、第１主面４１００ａ側から観察される槽や流路の
配置と、第２主面４１００ｂから観察される槽や流路の配置はまったく異なる。
【００３２】
　なお、各図において、分析チップの厚み内の槽および流路は、原則として輪郭が実線で
示されている。また、各図において、分析チップの一部を示す場合には、輪郭が一点鎖線
で示されている。さらに、各図において、分析チップの第１主面寄りの槽または流路を第
２主面側から見て（観察して）表す場合、或いは第２主面寄りの槽または流路を第１主面
側から見て表す場合には、観察された主面とは対向する主面寄り（厚みの奥側）に配置さ
れる槽または流路の輪郭が破線で示される。
【００３３】
１．チップについて
〔免疫分析〕
　本発明の分析チップは、免疫分析に用いる分析チップである。本発明において免疫分析
とは、検体中の被検物質を、抗原抗体反応を利用して分析する手法を意味し、その代表的
なものとしてＥＬＩＳＡ（Ｅｎｚｙｍｅ－Ｌｉｎｋｅｄ　Ｉｍｍｕｎｏｓｏｒｂｅｎｔ　
Ａｓｓａｙ　固相酵素免疫検定法）、ＲＩＡ（Ｒａｄｉｏｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ　放射
線免疫検定法）、ＦＩＡ（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ　蛍光免疫
検定法）、ＦＬＩＳＡ（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ－Ｌｉｎｋｅｄ　Ｉｍｍｕｎｏｓｏｒ
ｂｅｎｔ　Ａｓｓａｙ　固相蛍光免疫検定法）を挙げることができる。
【００３４】
　分析の方法としては
１）標識した抗体により目的とする物質を直接認識し検出する直接法、
２）目的とする物質を抗体により認識し、目的物質と結合した抗体を、標識した抗体によ
り認識し検出する間接法、
３）競合法、
４）目的とする物質を固相化した抗体（１次抗体）により捕捉し、さらに別の標識した抗
体（２次抗体）により検出する二抗体サンドイッチ法、
５）目的とする物質を固相化した抗体により捕捉し、さらに別の抗体により目的とする物
質を認識し、目的とする物質を、認識した抗体を標識した抗体により検出する三抗体サン
ドイッチ法、
等が挙げられる。
　また、ＡＢＣ法などの、アビジン、ストレプトアビジン等を用いて、被検物質を検出す
る手法を利用してもよい。
【００３５】
　免疫分析における被検物質は、タンパク質、糖、脂質、核酸、糖タンパク質、糖脂質、
細胞など、抗原や抗体と特異的に結合する物質であればいずれであってもよい。例えばサ
イトカイン、ケモカイン、インターロイキン、アレルゲン、ＤＮＡ、ＲＮＡ、抗体、脂質
、酵素、その他化学物質等を挙げることができる。特に、ＩＬ－６、ＩＬ－８、ＴＮＦが
好ましい。被検物質の由来生物は問わない。被検物質は１種類であってもよく、また２種
類以上であってもよい。
【００３６】
　また、免疫分析の目的は特に限定されず、検体中の被検物質の有無の検出、被検物質の
定量など特に限定されない。本発明における免疫分析は、臨床検査、食品検査、環境検査
などにおける分析に用いることができる。
【００３７】
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〔チップの回転〕
　本発明の分析チップでは、分析チップを回転させ、回転の繰り返しにより検体及び複数
の試薬が順次反応室ユニットに送液され上記免疫分析が行われる。すなわち、分析チップ
を、分析チップの主面が回転軸を含む平面に沿う向きとなるように、回転装置に装着し、
回転速度を変化させることにより、検体及び複数の試薬が順次反応室ユニットに送液され
上記免疫分析が行われる。本発明の分析チップによれば、回転による遠心力と、回転停止
による自由落下を繰り返すのみで、検体および複数の試薬を順次反応室ユニットに送液す
ることができる。すなわち、本発明の分析チップは、回転軸を含む平面に沿って回転装置
に装着し、回転速度を変化させることにより、各槽間における不溶性成分の分離、検体や
試薬の送液、免疫反応を実現するものである。更に言い換えれば、第１の回転速度による
回転、および第１の回転速度より低速の第２の回転速度による回転または回転停止を順次
行うことにより、上記分離、送液、反応を一つの分析チップで実現するものである。前述
したように本発明の分析チップによる送液等は、遠心力および重力を利用して行うもので
あるので、分析チップの回転速度の変化に代えて、回転軌道半径を変化させて免疫分析を
行ってもよい。
【００３８】
　本発明において回転とは、ある中心軸（回転軸）を基準にその周囲を回ることを意味し
、自転に対する公転と呼ばれることがある。回転の軌道は略円形であればよく、軌道半径
について特に限定はない。回転時の分析チップの方向は特に問わないが、通常は、分析チ
ップ主面を回転周方向に向けた回転であることが好ましい。すなわち、分析チップの主面
（透過的に見たときに、各槽および流路を観察できる側の面）を回転軸を含む平面に沿っ
て回転装置に装着し、回転軌道の周方向に向けて回転させることが好ましい。
【００３９】
　本発明における回転軸は、鉛直方向に延在する軸であることが好ましい。回転軸が鉛直
方向に対して角度を有する場合、すなわち回転軸が鉛直方向に対して傾いている場合、幾
つかの問題が生じうる。まず、１０００ｒｐｍを超える高い回転速度での回転時には、回
転軸やモーターへの負荷が大きくなることから、分析チップを回転させるための回転装置
（例えば、遠心機などのローター）においてそれに耐えうるモーターを用いる必要があり
、装置価格が高くなる。また、複数の分析チップをローターに同時に装着して測定する場
合、回転停止時に、分析チップの向きに対する重力の方向が、複数の分析チップ間で異な
るため、ローターに装着された複数の分析チップ間で重力により送液される方向が異なっ
てしまう。そのため、複数の分析チップを同時にローターに装着し、測定することができ
ない。この理由により、多検体の同時測定や、多項目の同時測定を行うことは不可能であ
る。一方、回転軸が鉛直方向に延在する場合、複数の分析チップを回転軸の周りに、同一
水平面上に位置するように設置することができることから、回転時に働く遠心力や、回転
停止時に働く重力を、複数の分析チップ間で均一に働かせることができる。そのため、多
検体の同時測定や、多項目の同時測定を行うことが可能である。
【００４０】
　更に、一つの分析チップで測定を行う場合でも、遠心力が小さい条件、すなわち回転停
止直前もしくは回転開始直後には、遠心力と重力の合力が内部の流体に働くため、望まぬ
流体の移動を引き起こす可能性がある。一方、回転軸が鉛直方向に延在する場合、回転停
止直前もしくは回転開始直後の重力の影響がほとんど無いため、安定な送液、測定が可能
である。
【００４１】
　分析チップの主面を回転軌道の周方向に向けて回転させる場合には、例えば図４２－１
に示される分析チップのように回転軸に対し主面を平行に立てて回転させることができる
。すなわち、分析チップの回転側かつ上側の角隅部を、回転軸側かつ下側の角隅部を支点
として回転軸側に傾けて回転させることもできる。分析チップの傾きは、主面の回転軸側
の辺縁が、回転軸に対し１０°から８０°、好ましくは２０°から５０°をなすような位
置とすることができる。
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【００４２】
　一方、図５０－１、図５０－２、図５０－３および図５０－４に示される分析チップ、
並びに図５１－１及び図５１－２に示される分析チップの場合、複数の槽及び流路が略水
平方向に並列的に配置されている。これらの分析チップは、回転装置装着時に傾ける必要
はなく、主面の回転軸側の辺縁は、回転軸に対して平行とされ得る。
【００４３】
　本発明における回転停止とは、完全に回転が停止し、分析チップに加わる遠心力が０Ｇ
となる状態を意味する。しかしながら、ごく低速での回転であっても、重力が送液の動力
源となる程度に低速であれば、回転停止（状態）と定義される。具体的には、分析チップ
に加わる遠心力が３Ｇ以下程度であれば、重力方向に延伸する流路や接続部を介して、重
力の作用により重力方向の送液を行うことが可能である。したがって、この場合は回転停
止（状態）である。
【００４４】
　本発明における上方、下方（重力方向）、外周側、内周側などの位置の特定は、分析チ
ップ使用時に主面を正面から見た場合の位置として定義される。上述したように分析チッ
プの回転時に分析チップを傾斜させる場合には、傾斜させた状態で分析チップ主面を正面
から見た場合の位置である。
【００４５】
　本発明における重力方向とは、分析チップの回転時に重力が働く方向として定義され、
下方とも表現される。ここで重力方向とは、必ずしも完全な鉛直方向である必要はなく、
鉛直方向のベクトルを持つ方向（略鉛直方向）でありさえすればよい。重力方向は、重力
の作用により液体が流れる方向を意味するとも表現できる。一方、本発明において上方と
は、重力方向と反対の方向として定義される。なお、本発明において上方、下方と表現す
る場合には、何らかの基準に対する相対的位置をいう場合がある。
【００４６】
〔チップの形状〕
　本発明の分析チップの形状は、通常は、立方体または直方体の薄板状である。本発明の
分析チップのサイズは、回転装置（遠心機など）に装着可能な大きさであればよい。測定
者への感染リスクを低減するために、本発明の分析チップは使い捨てとすることが好まし
い。
【００４７】
　本発明の分析チップは、ローターに装着されて用いられることが好ましい。更に好まし
くは、アングルローターが用いられる。このとき、アングルローターに装着された状態の
分析チップの傾きを考慮して、流路の延伸方向（延伸角度）、槽の形状を制御することが
容易となる。ローターとしては、重力を利用した送液が可能な程度の厚みを持つ分析チッ
プを回転できるものであればよく、例えば数センチメートル程度の厚みを持つ円柱状のロ
ーターを用いることもできる。ローターは、一度に複数の検体もしくは測定項目について
測定できることから、複数の分析チップが装着可能であるローターが好ましい。
【００４８】
〔懸濁液、検体、試薬〕
　本発明における懸濁液とは、１種または２種類以上の固体、液体が混合された液体を意
味する。中でも、生体成分の混合液（生体試料）が好ましい。例えば、血液、尿、髄液、
唾液、痰、細胞懸濁液などをはじめとする生体から採取される液体といった生体試料や細
胞培養液、細胞懸濁液、細胞破砕液、核酸溶液、ウィルス懸濁液、食品抽出液、土壌抽出
液もしくは水等の環境抽出液等を挙げることができる。本発明の分析チップに適用される
懸濁液としては、これらのうち、血液、尿が好ましい。
【００４９】
　本発明における不溶性成分（不溶成分）とは、懸濁液に遠心力および重力をかけること
により溶質（液状成分：分離液）から分離される成分を意味する。不溶性成分は通常比重
が分離液よりも大きい。
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【００５０】
　不溶性成分としては例えば、血球などの細胞、血餅、微生物、変性したタンパク質など
の澱状の固形物や凝集物、尿酸などの結晶などが挙げられる。
【００５１】
　懸濁液が例えば血液であるとき、分離または除去される不溶性成分の具体例としては、
血球などの細胞成分や血餅が挙げられ、分取される分離液として、血清や血漿が挙げられ
る。
【００５２】
　懸濁液が例えば尿であるとき、分離または除去される不溶性成分の具体例として、細胞
成分や尿酸が挙げられ、分取される分離液として、尿上清が挙げられる。
【００５３】
　試薬とは、検体を検出するための試薬を意味し、具体的には、ブロッキング溶液、希釈
液、変性剤、標識抗体、標識抗原、未標識抗体、未標識抗原、標識物質、発光基質、蛍光
基質、発色基質、過酸化水素水、洗浄液、タンパク質変性剤、細胞溶解液、酵素溶液、標
識核酸、未標識核酸、プライマー、プローブ、アビジン、ストレプトアビジン、緩衝液、
ｐＨ調整溶液、ハイブリダイゼーション溶液、酵素反応停止液等を挙げることができる。
【００５４】
〔チップの材料〕
　本発明の分析チップの材料は特に限定されず、例えば、樹脂、ガラスなどが挙げられる
。特に反応室ユニットについては、反応室を外部から観察することが容易になる観点から
、少なくとも反応室の一部が透明であることが好ましい。反応室の少なくとも一部が透明
とすることにより、濃縮あるいは捕捉された被検物質を光学的に容易に検出することがで
きると共に、送液状況を外部から容易に確認することができる。したがって、反応室の一
部に透明材料を用いることが好ましく、特に全体を透明材料から形成することが好ましい
。また、反応室の透明材料からなる部分の表面は、平面であってもよいし、レンズ状（凹
面）であってもよい。
【００５５】
　さらに、液体の種類にかかわらず安定に送液するための材料として、耐薬品性、耐水性
に優れ、化学的に安定な材料が好ましい。
【００５６】
　本発明における親水的な表面とは、接触角が９０度以下の表面を意味する。接触角の測
定は、２０℃、５０％ＲＨの条件下で、水に対する接触角を接触角計を用いて測定するこ
とで調べることができる。
【００５７】
　本発明における疎水的な表面とは、接触角が９０度より大きい表面を意味し、撥水性と
も表現される。疎水的な表面の形成には、フルオロカーボン系樹脂、シリコーン系樹脂な
どの撥水剤を表面に塗布すればよい。
【００５８】
　反応室ユニットは、少なくともその一部が、光透過率（光線透過率）８０％以上、好ま
しくは９０％以上、更に好ましくは９３％以上の特性を持つ樹脂から形成されていてもよ
い。これにより、反応室内で生じる蛍光、発光を減衰させることなく検出可能であること
から、被検物質を感度良く検出できるので好ましい。光透過率の測定は、光透過率計、分
光光度計により行うことができる。また、ＪＩＳ規格ＪＩＳ　Ｋ７１０５に従って測定す
ることもできる。
【００５９】
　本発明の分析チップにおいて、反応室ユニットと、必要に応じて設けてもよい試薬リザ
ーバユニットとは、チップ本体から着脱可能にすることによりチップ本体を構成する樹脂
とは異なる樹脂により形成することができる。これにより、光学特性や吸水率など分析チ
ップの機能に合った性質の樹脂を選択することができるので好ましい。反応室ユニットは
、前述のように光透過性が高い樹脂により形成されることが望ましい。一方、試薬リザー
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バユニットは、液体試薬の長期安定保存を達成するため、吸水率が低い樹脂により形成さ
れることが望ましい。さらに、光による劣化を避けるため、光透過率が低い樹脂を材料と
することが望ましい。また、一般に光透過率が高い樹脂は高価であるため、容積の小さい
反応室ユニットの材料には高価で光透過性に優れる樹脂を用い、それ以外の部位、ユニッ
トの材料には安価な樹脂を用いるのがよい。
【００６０】
　このように、一つの分析チップの各部位、各ユニットに求められる機能に適した樹脂を
材料としてそれぞれ選択すれば、分析チップ全体としてのコストを低く抑えることができ
るので好ましい。
【００６１】
　また、試薬リザーバユニットは、少なくともその一部が、吸水率０．１％以下、中でも
０．０３％以下の特性を持つ樹脂から形成されていてもよい。これにより、試薬の濃度が
変化することなく、試薬を長期間保存できるので好ましい。なお、吸水率の上限は通常０
．２％である。吸水率の測定は、重量測定により行うことができる。ＪＩＳ規格ＪＩＳ　
Ｋ７２０９に従って測定することもできる。
【００６２】
　さらに、試薬リザーバユニットは、少なくともその一部が、光透過率（光線透過率）１
０％以下、好ましくは１％以下の特性を持つ樹脂から形成されていてもよい。これにより
、光分解性を持つ試薬を保存できるので好ましい。光透過率の測定は、分光光度計により
行うことができる。光透過率は、例えばＪＩＳ規格ＪＩＳ　Ｋ７１０５に従って測定する
こともできる。光透過率を低下させる目的で、色素やカーボンなどを含有する樹脂が用い
られることもある。
【００６３】
　分析チップに用いられる材料（素材）としては、各種有機材料、無機材料を挙げること
ができ、例えば、ポリメチルメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）などのアクリル樹脂、ポリ
カーボネート、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリメチルペンテン、ポリスチレン、ポ
リテトラフルオロエチレン、ＡＢＳ樹脂、ポリジメチルシロキサン、シリコン等の樹脂、
それらの高分子化合物を含む共重合体あるいは複合体；石英ガラス、パイレックス（登録
商標）ガラス、ソーダガラス、ホウ酸ガラス、ケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス等のガラ
ス類およびその複合体；表面を絶縁材料で被覆した金属及びその複合体、セラミックス及
びその複合体等が好ましく用いられる。樹脂はガラスなどと比較し、量産性に優れ、コス
ト、加工性においても優れることから、このうち、ポリメチルメタクリル酸メチル（ＰＭ
ＭＡ）、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリプロピレ
ンが特に好ましく用いられる。
【００６４】
　また、耐薬品性、耐水性に優れ化学的に安定な材料としては、各種有機材料、無機材料
を挙げることができ、例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリメチルペンテン、ポ
リスチレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリジメチルシロキサン、シリコン等の樹脂
、それらの高分子化合物を含む共重合体あるいは複合体；石英ガラス、パイレックス（登
録商標）ガラス、ソーダガラス、ホウ酸ガラス、ケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス等のガ
ラス類およびその複合体；セラミックス及びその複合体等が好ましく用いられる。このう
ち、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリメチルペンテン、ポリスチレンが特に好ましく
用いられる。
【００６５】
　試薬リザーバユニットの材料としては、上記具体例のうち、ポリプロピレンまたはポリ
エチレンが好ましい。また、前記反応室ユニットの材料としては、アクリル樹脂が好まし
い。
【００６６】
〔チップの製造方法〕
　本発明の分析チップの製造方法は、特に限定されない。例えば、各槽および各流路の凹
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部を形成した板状の基板を別の基板またはフィルムと接合して作製することができる。あ
るいは、流路を形成するスリットを有する基板を両側から２枚の基板で挟み込むことによ
って作成する事が出来る。各槽や各流路の凹部の形成は、材料が樹脂の場合には金型を用
いた一般的な成形方法、例えば、射出成形、プレス成形、ブロー成形、真空成形、ホット
エンボッシングなどによることができる。
【００６７】
２．反応室ユニットについて
　本発明において反応室ユニットは、検体の免疫分析を行うためのユニットである。反応
室ユニットは、チップ本体からの脱着が可能であってもよい。反応室ユニットの分析チッ
プ上の位置については特に制限はないが、分析チップの回転時に不溶性成分分離部および
多段送液部よりも軌道から外側に位置することが好ましい。
【００６８】
〔反応室〕
　反応室ユニットは反応室を有し、この反応室で検体の免疫分析が行われる。
　反応室の形状およびサイズは、抗原および／または抗体が結合した担体を収容すること
ができればよい。反応室の形状は管状であることが好ましく、管の横断面は円、多角形等
特に限定されない。反応室のサイズは小さいほど、抗原および／または抗体が結合した担
体の量を少なくしてコストダウンを図り、かつ反応室ユニットにおける試薬・検体受けと
の容積比を大きくすることを容易にする。反応室の容積は、通常は１ｎＬから１００μＬ
、好ましくは１０ｎＬから１０μＬである。
【００６９】
　反応室について、図１、図２、図３、図４、図５、図６に示す実施例に基づいて説明す
る。図１に示される反応室ユニット１０００Ａは、反応室１０１１が後述の反応室ユニッ
トにおける試薬・検体受け１０１２に連結して設けられており、反応室ユニットにおける
試薬・検体受け１０１２の開口部１０１２Ａと反対側に開口部１０１１Ａを有する。反応
室１０１１には、抗原および／または抗体を結合する担体１０１３が収納されている。ま
た、図２、図３、図４、図５、図６にそれぞれ示される反応室ユニット１０００Ｂ、１０
００Ｃ、１０００Ｄ、１０００Ｅの反応室１０１１は、反応室ユニットの管壁に隣接して
設けられており、反応室ユニットにおける試薬・検体受け１０１２の開口部１０１２Ａと
反対側に開口部１０１１Ａを有する。さらに、開口部１０１１は、チップ本体の廃液槽４
０２０に連通する（図３７、図３９、図４１参照）。これにより、抗原抗体反応および検
出に用いる検体、試薬を外部に漏らすことなく廃液槽に保持することが出来る。また、図
２、図３、図４および図６に示される反応室ユニット１０００Ｂ、１０００Ｃ、１０００
Ｄにおける試薬・検体受けのように、開口部１０１２Ａは、各反応室ユニットが後述の図
３９に示す分析チップのチップ本体に装着可能な構造の場合には、反応室ユニットにおけ
る試薬・検体受け１０１２の上部側面にあってもよい。これにより、図３７、図３８－１
、図３８－２、図３８－３、図３９、図４０－１、図４０－２、図４０－３、図４１に示
す本発明の分析チップのチップ本体に反応室ユニットを装着した場合、後述の不溶性成分
分離部に連通する流路および多段送液部に連通する流路との接続部を設ける位置を、反応
室ユニットにおける試薬・検体受け１０１２の上部方向または側面方向に設けることが出
来、設計の自由度を増すことができる。開口部１０１２Ａは、さらに好ましくは試薬・検
体受け１０１２の内周側側面に設けられる。これにより、回転時に確実に検体および試薬
を、漏らすことなく試薬・検体受けに送液することができる。
【００７０】
　反応室は、開口部（第２の開口部）を備えることができる。開口部の位置は、後述の反
応室ユニットにおける試薬・検体受けを設ける場合には該受けと反対側であることが望ま
しい。この開口部には、更に担体の堰き止め手段を設けることができ、これにより反応室
ユニットから担体が漏れないよう保持することができる。堰き止め手段としては、例えば
担体の粒径より開口径の小さい金網やフィルタまたは狭隘構造を用いることができる。金
網の場合、適当なサイズの金網（例えば開口部分が２０μｍ×２０μｍのもの）を開口部
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にプレスして堰き止め手段とすることができる。また、フィルタの場合はセルロース・ア
セテート製フィルタ等を開口部に圧入して得ることができる。なお、堰き止め手段は金網
、フィルタには限定されず、キャップ等を用いることができる。また、狭隘構造の場合に
は反応室の下流部に担体の粒径より小さい間隙を有する狭隘部を設けた構造を用いること
が出来る。
【００７１】
　反応室の開口部を堰き止め手段としてのフィルタで塞いだ場合の構成につき、図２に示
す実施例を例にとって説明する。図２は、反応室ユニット１０００Ｂの縦断面を模式的に
示す図である。反応室１０１１の開口部１０１１Ａ´は、反応室１０１１よりも幅が広く
取られており、この部分１０１１Ａ´にフィルタが圧入される。なお、堰き止め手段を設
けるにあたり開口部の幅が広く取られている必要はなく、図１に示す反応室ユニット１０
００Ａ、図３に示す反応室ユニット１０００Ｃなどの開口部１０１１Ａにおいて金網を開
口部にプレスして堰き止め手段（図示せず）を設けることができる。
【００７２】
　また、反応室の開口部を狭隘構造とした場合を図４および図５に示す実施例を例にとり
説明する。図４に示す反応室ユニット１０００Ｄ、図５の反応室ユニットの１０００Ｅに
おいて、反応室１０１１の開口部１０１１Ａ”の流路径は担体の径よりも狭いため、担体
の流出を防ぐことができる。
【００７３】
〔担体〕
　反応室には、抗原および／または抗体が結合した担体が収容される。担体の収容数は１
つ以上であればよく、免疫分析の効率を上げる観点から、複数の担体を収容することが好
ましい。また、複数の担体を反応室に収容することにより、液体に対して圧力損失が生じ
るため、反応室ユニットにおける試薬・検体受けに液体を注入しても重力による作用だけ
では液体は反応室を通じて流出しないという効果もある。
【００７４】
　担体の形状は、球状、楕円球状などのマイクロビーズのほか、円柱、多角柱などのいわ
ゆるマイクロロッド、板状のマイクロプレートであってもよい。
　担体のサイズは、反応室のサイズによるが、担体の形状にかかわらず、短径が１μｍか
ら１０００μｍ、好ましくは１０μｍから２００μｍの範囲であることが好ましい。
【００７５】
　担体の材料は特に限定されず、ガラス、セラミック（例えばイットリウム部分安定化ジ
ルコニア）、金属（例えば金、白金、ステンレス）、樹脂（例えばナイロンやポリスチレ
ン、ポリビニルアルコール、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリルアミド）、アガロ
ース等を用いることができるが、この中でも樹脂、特にポリスチレン、ポリメチルメタク
リレートが好ましい。
　反応室に複数の担体が収納される場合、各担体の形状、サイズ、材料は均一であっても
よいし、多様であってもよい。また、反応室に格納する担体のすべてに抗原および／また
は抗体が結合されている必要はなく、何も結合しない担体が一部含まれていてもよい。
【００７６】
　担体に結合させる抗原および／または抗体は、種々の抗体、ＦａｂフラグメントやＦ（
ａｂ'）２フラグメントのような抗体の抗原結合性断片、並びに種々の抗原などの中から
、免疫分析における検体中の被検物質に特異的に結合する抗原や抗体を適宜選択すること
ができ、１種類であっても、また複数種類であってもよい。抗原や抗体の担体への結合密
度、結合数、結合様式などに特に制限はない。
【００７７】
　担体に抗原および／または抗体を結合させる方法は、例えば、担体と抗原や抗体とを緩
衝液等の溶液中で混合し接触し結合させる方法によることができる。接触による結合は、
通常１時間から２４時間（１日）、低温、一般には４℃から３７℃の条件で、必要に応じ
て攪拌しながら実施することができる。得られた担体は、使用前に緩衝液、洗浄液等で洗
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浄してもよい。なお、結合方法はこれに限定されず、例えば抗原や抗体と担体とを親水性
ポリマー（ポリエチレンイミン、ポリエチレングリコール、ポリビニルアルコール、ポリ
スルホン酸ナトリウム等）を含む架橋剤を使って化学的に結合させる方法などを利用する
こともできる。
【００７８】
　反応室には、免疫分析のための検体や試薬が送り込まれる。検体についてはすでに説明
したとおりである。試薬とは、免疫分析の際に用いられる検体以外の化学物質や薬剤を意
味する。例えば、被検物質の検出等のための薬剤、物質、洗浄液などであり、更に具体的
には、蛍光や酵素で標識された標識抗体（二次抗体）、抗原、洗浄液、蛍光もしくは発光
基質等を挙げることができる。
【００７９】
〔反応室ユニットにおける試薬・検体受け〕
　反応室ユニットは、試薬・検体受けを備えることができる。これにより、直接反応室に
試薬や検体を送り込む場合に比べて操作が容易である。すなわち、反応室をより狭い管状
として、担体の収納密度を向上させて免疫分析の効率を高めることができる。
【００８０】
　図１に示される反応室ユニット１０００Ａは、反応室１０１１に連結して反応室ユニッ
トにおける試薬・検体受け１０１２が設けられており、反応室ユニットにおける試薬・検
体受け１０１２は外部に開口部１０１２Ａを有する。また、図２、図３、図４、図５、図
６に示される反応室ユニット１０００Ｂ、１０００Ｃ、１０００Ｄ、１０００Ｅでも、同
様に、反応室ユニットにおける試薬・検体受け１０１２が反応室１０１１に連結して設け
られている。一部先に述べたが、図１に示される反応室ユニット１０００Ａ、図５に示さ
れる反応室ユニット１０００Ｅにおいて開口部１０１２Ａは上方に開口（すなわち、反応
室の開口部１０１１の反対側）するのに対し、図２の反応室ユニット１０００Ｂ，図３お
よび図６に示される各反応室ユニット１０００Ｃ、図４に示される反応室ユニット１００
０Ｄの開口部１０１２Ａは、ユニット側面に開口する。
【００８１】
　前記反応室ユニットにおける試薬・検体受けの容積（サイズ）は、前記反応室のそれよ
りも大きいことが好ましい。反応室が反応室ユニットにおける試薬・検体受けに比べて十
分小さいことにより、被検物質の濃縮効果があるからであり、さらに反応室ユニットにお
ける試薬・検体受けに試薬や検体を保持させることが容易となるからである。具体的には
例えば、反応室ユニットにおける試薬・検体受けの反応室に対する容積比が通常は１００
以上で、中でも１００から５×１０8の範囲で、特に１００から３０００の範囲で、適宜
定められることが好ましい。ディスク上に分析機構を集積化させた従来技術では約１５倍
程度が限界であることから、上述の範囲とすることにより、被検物質の濃縮効果が、従来
技術と比較して非常に大きいものとなる。
【００８２】
　なお、反応室ユニットにおける試薬・検体受けの容積は、一般には３０μＬから５００
ｍＬであり、好ましくは３０μＬから１０００μＬ（１ｍＬ）である。
【００８３】
　一方、前記反応室ユニットにおける試薬・検体受けの送液方向の投影断面積（送液方向
と垂直な面に投影したときの面積）と、前記反応室の送液方向の投影断面積の比は、通常
は５０以上であり、好ましくは１００以上である。また、上限は、一般には１００００以
下とする。ディスク上に分析機構を集積化させた従来技術の場合、装置全体が２次元構造
であるために該試薬・検体受けと反応室の送液方向の投影断面積比がせいぜい１０数倍程
度までしか差を着けられないが、本発明で用いる反応室ユニットは立体構造であるので、
同面積比を拡大し、被検物質の濃縮効率を著しく向上させることができる。
【００８４】
　さらに、前記反応室ユニットにおける試薬・検体受けの送液方向に対して平行方向の最
大断面積と、前記反応室の送液方向に対して平行方向の最大断面積の比は、被検物質の濃
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縮効果を得る観点から、２から４００であることが好ましい。なお、反応室ユニットにお
ける試薬・検体受けの送液方向に対して平行方向の最大断面積は、１０ｍｍ2から２００
ｍｍ2とすることが好ましい。また、反応室の送液方向に対して平行方向の最大断面積は
、０．５ｍｍ2から５ｍｍ2とすることが好ましい。
【００８５】
　反応室ユニットにおける試薬・検体受けの形状は特に限定されず、円筒形、多角形など
の各種形状から適宜選択することができるが、遠心力で試薬や検体を反応室へ円滑に送り
込む観点から、横断面の面積が、反応室への接続側に向かって徐々に狭くなる形状である
ことが好ましい。例えば、図１に示す反応室ユニット１０００Ａにおける反応室ユニット
における試薬・検体受け１０１２の形状は、基本的には直方体であり、反応室１０１１側
の４つの隅の角が丸みを帯びた形状となっている。一方、図２、図３、図４および図５の
それぞれに示す反応室ユニット１０００Ｂ，１０００Ｃ，１０００Ｄ、１０００Ｅにおけ
る反応室ユニットにおける試薬・検体受け１０１２の形状も、基本的には直方体であり、
４つの側面が反応室側で反応室に向けて絞られている。
【００８６】
　反応室ユニットにおける試薬・検体受けは反応室に直接接続しており、反応室と反対側
に開口部（第１の開口部）を有する。外部への開口部の形状は特に問わないが、注入した
試薬や検体が外に漏出しない程度の大きさで適宜定めることができる。例えば、短径が１
ｍｍから１００ｍｍ、好ましくは１から２０ｍｍの範囲となるよう適宜定めることができ
る。
【００８７】
　反応室ユニットは、チップ本体から着脱可能であることが好ましい。これにより、反応
室ユニットを、チップ本体とは異なる材料を用いて形成することが容易となり、チップ本
体が求められる性質とは切り離して、反応室ユニットとして求められる特性に応じた性質
の材料を用いることができるので好ましい。また、反応室ユニットを取り外して測定する
ことが出来るため、廃液槽からのノイズ源の影響を抑えることもできる。また、担体を予
め反応室ユニットに充填することも容易となる。
【００８８】
〔反応室ユニットのサイズ・形状〕
　反応室ユニットのサイズおよび形状は、チップ本体の大きさにより定めることができる
。例えば、短径は通常１ｍｍから２０ｍｍ、好ましくは２ｍｍから１０ｍｍ、高さは通常
２ｍｍから１００ｍｍ、好ましくは５ｍｍから２０ｍｍの範囲で定めることが出来る。
【００８９】
　また、反応室ユニットの本体の形状も、成形の容易さも考慮して定めることができ、立
方体、多角柱形、円柱形、角錐形、円錐形などから適宜選択することができる。
【００９０】
３．不溶性成分分離部
　本発明の分析チップは、遠心力の作用により、検体としての懸濁液中の不溶性成分を分
離液から分離して沈降可能であり、また重力の作用により前記分離液を分取し、次いで遠
心力の作用により反応室ユニットに移送可能である、不溶性成分分離部を有する。
【００９１】
　不溶性成分分離部は、回転により懸濁液から不溶性成分を分離するための部分である。
不溶性成分分離部の分析チップ上の位置については特に制限はないが、好ましくは分析チ
ップの回転時に、反応室よりも内周側となる位置に設けられることが好ましい。さらに、
分析チップの回転時に多段送液部よりも重力方向の上部に位置させることが好ましい。
【００９２】
　不溶性成分分離部は、懸濁液保持槽、分離液保持槽、不溶性成分保持槽を備える。これ
らの槽は、本発明の分析チップの回転時、すなわち回転装置に設置された状態において内
周側（回転軸寄りの側）から、懸濁液保持槽、分離液保持槽、不溶性成分保持槽の順に配
置される。
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【００９３】
〔懸濁液保持槽〕
　懸濁液保持槽は、懸濁液を保持可能な槽である。懸濁液は、通常回転開始前（回転停止
時）に、流路、開口部または通気穴により、懸濁液保持槽に予め貯液される。
【００９４】
〔分離液保持槽〕
　分離液保持槽は、分析チップの回転時に懸濁液保持槽より送液された懸濁液のうち、分
離された液状成分である分離液を分析チップの回転時に保持可能な槽である。分離液保持
槽の形状は、分析チップの回転時に一時的に分離液を保持可能であればよいので必ずしも
槽構造である必要はなく、流路の壁面の一部分（例えば流路の湾曲部の窪み部分など）で
あってもよい。
【００９５】
〔不溶性成分保持槽〕
　不溶性成分保持槽は、分析チップの回転時に懸濁液保持槽より送液された懸濁液から分
離された不溶性成分を保持可能な槽である。
【００９６】
　懸濁液保持槽、分離液保持槽、不溶性成分保持槽のサイズは、それぞれ懸濁液、分離液
、不溶性成分を保持するのに十分な容積があればよい。各槽の容積は、例えば、懸濁液保
持槽は１０マイクロリットル（μＬ）から６０００マイクロリットル、分離液保持槽は３
マイクロリットルから４０００マイクロリットル、不溶性成分保持槽は３マイクロリット
ルから４０００マイクロリットルの容量であることが好ましい。
【００９７】
　懸濁液が血液である場合を例にとると、懸濁液保持槽は１０マイクロリットルから６０
００マイクロリットルの血液が貯液できるサイズであることが好ましい。また、分離液保
持槽は３マイクロリットルから２０００マイクロリットルの血漿など血球以外の成分を回
転時に貯液できるサイズであることが好ましい。さらに、不溶性成分保持槽は７マイクロ
リットルから４０００マイクロリットルの血球を含む成分を回転時に保持できるサイズで
あることが好ましい。
【００９８】
　血液の場合には、不溶性成分である血液中の血球成分の割合が、通常４０％から６０％
であるため、分離液保持槽と不溶性成分保持槽の容積比は、血球成分が分離液保持槽に混
入しないように４：６より不溶性成分保持槽の方が大きいことが好ましく、特に３：７よ
り大きくすることが好ましい。
【００９９】
　懸濁液が例えば尿である場合には、懸濁液保持槽は１０マイクロリットルから６０００
マイクロリットルの尿が貯液できるサイズであることが好ましい。分離液保持槽は７マイ
クロリットルから４０００マイクロリットルの尿上清を回転時に貯液できるサイズである
ことが好ましい。不溶性成分保持槽は３マイクロリットルから２０００マイクロリットル
の尿酸などの結晶や細胞などを含む成分を回転時に保持できるサイズであることが好まし
い。
【０１００】
〔懸濁液保持槽、分離液保持槽および不溶性成分保持槽の位置〕
　不溶性成分分離部において、懸濁液保持槽、分離液保持槽および不溶性成分保持槽の位
置は、回転軸の内周側からこの順に配置されている。不溶性成分保持槽と分離液保持槽と
は後述のように狭隘部で接続しているため、相互に隣接させることが望ましい。また、不
溶性成分保持槽の方が分離液保持槽よりも外周側に位置させることが好ましい。さらに、
懸濁液保持槽は、分離液保持槽よりも内周側に位置させることが好ましい。図１０および
図１１に示す不溶性成分分離部を例にとって説明すると、懸濁液保持槽２００１、分離液
保持槽２００２および不溶性成分保持槽２００３は回転軸側（内周側）から回転軸から遠
ざかる方向（外周側）に向かって、この順に並列的に配置されている。分離液保持槽２０
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０２と不溶性成分保持槽２００３とは隣接し、これらの槽よりもくびれた（より細径の）
狭隘部２０１０で接続（連通）されている。懸濁液保持槽２００１は不溶性成分保持槽２
００３よりも上方かつ内周側に位置している。
【０１０１】
　不溶性成分分離部においては懸濁液保持槽と不溶性成分保持槽が接続されている。すな
わちこれらの２つの槽は、分離液保持槽を介さずに連結されている。これにより、懸濁液
保持槽が分離液保持槽を介して不溶性成分保持槽と連通している従来の不溶性成分分離部
と比較して、分離液保持槽と不溶性成分保持槽間の狭隘部に、遠心力により懸濁液が流入
することがなく、閉塞や不溶性成分保持槽内への気泡の混入といった問題を起こすことが
ない。
【０１０２】
　図８－１、図８－２、図９、図１０及び図１１を参照して、従来の不溶性成分分離部の
問題点および本発明における不溶性成分分離部の特色につき説明する。図８－１は、従来
の不溶性成分分離部の一例を模式的に示す斜視図である。図８－２は、図８－１に示され
た従来の不溶性成分分離部を模式的に示す厚み方向から見た図である。図９は、従来の不
溶性成分分離部の別の一例を模式的に示す平面図である。図１０は、本発明の分析チップ
の不溶性成分分離部の一例を模式的に示す正面図である。図１１は、本発明の分析チップ
の不溶性成分分離部の別の一例を模式的に示す正面図である。
【０１０３】
　図８－１、図８－２および図９に示す従来の不溶性成分分離部においては、懸濁液保持
槽２００１、分離液保持槽２００２および不溶性成分保持槽２００３が、回転軸側からこ
の順番に並列的に接続されて配置されている。不溶性成分分離部を有するチップを回転さ
せて懸濁液保持槽２００１から分離液保持槽２００２に送液された懸濁液のうち、不溶性
成分は、不溶性成分保持槽２００３にトラップされることになるが、その際、分離液保持
槽２００２と不溶性成分保持槽２００３との間の狭隘部２０１０を通る必要があり、懸濁
液がこの狭隘部２０１０の内周側（回転軸に向かう側）から外周側（回転軸から遠ざかる
側）に向けて遠心力により通過する際、不溶性成分が狭隘部２０１０を閉塞してしまうと
いう問題があった。また、狭隘部２０１０を通じて遠心力により懸濁液中の不溶性成分が
流入するため、不溶性成分保持槽２００３内の気体の逃げ場が無く、結果として不溶性成
分保持槽２００３中に気泡が入りやすいという問題があった。
【０１０４】
　一方、図１０および図１１に一例として示す本発明の分析チップの不溶性成分分離部に
おいては、懸濁液保持槽２００１、不溶性成分保持槽２００３および分離液保持槽２００
２の順に送液できるように接続されており、かつ狭隘部２０１０の外周側の不溶性成分保
持槽２００３から内周側の分離液保持槽２００２に分離液または懸濁液が送液される機構
であるため、遠心力により分離された不溶性成分は直接的に不溶性成分保持槽２００３に
トラップ（保持）され狭隘部２０１０での不溶性成分による閉塞は起こらない。また、不
溶性成分保持槽２００３は、狭隘部２０１０と、懸濁液保持槽との不溶性成分保持槽２０
０３側の接続部２０１１の少なくとも２カ所の接続部を有しているため、接続部２０１１
から不溶性成分保持槽２００３に流入した懸濁液量だけ、不溶性成分保持槽２００３の内
部の気体は狭隘部２０１０を通じて分離液保持槽２００２側に安定して流出することとな
り、不溶性成分保持槽２００３内への気泡の残存は起こらない。よって、不溶性成分保持
槽と分離液との分離を安定して行うことができる。
【０１０５】
　本発明の分析チップの不溶性成分分離部において、不溶性成分保持槽２００３における
懸濁液保持槽２００１との接続部２０１１は、分離液保持槽２００２と不溶性成分保持槽
２００３との間の狭隘部２０１０より外周側に位置する。「狭隘部２０１０より外周側」
とは、狭隘部２０１０の不溶性成分保持槽２００３側の開口部よりも外周側に位置するこ
とを意味する。
【０１０６】
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　さらに、不溶性成分保持槽２００３と懸濁液保持槽２００１との接続部２０１１、すな
わち懸濁液導入路２００６の不溶性成分保持槽２００３側の開口部は、不溶性成分保持槽
２００３の外周側壁面に位置させることが好ましい。これにより、懸濁液の分離液保持槽
２００２への混入をさらに効率的に防止することができるとともに、不溶性成分保持槽２
００３内部への気泡の残存をより効果的に抑制することができる。「不溶性成分保持槽２
００３の外周側壁面」とは、本発明の分析チップを回転させた際の不溶性成分保持槽の側
壁２００３のうち、より外周側に位置する側壁の壁面である。
【０１０７】
〔懸濁液導入路〕
　懸濁液保持槽２００１と不溶性成分保持槽２００３との間の接続は、開口部により相互
に直接連結されていてもよいし、例えばトンネル状の流路である懸濁液導入路２００６に
より連結されていてもよい。このうち懸濁液導入路２００６により連結することが好まし
い。懸濁液導入路２００６を設けることにより、不溶性成分保持槽２００３において懸濁
液保持槽２００１との接続部２０１１を不溶性成分保持槽２００３の外周側壁面に設ける
場合にも、懸濁液保持槽２００１の位置や形状の自由度が高まるので好ましい。
【０１０８】
　懸濁液導入路２００６は、懸濁液保持槽２００１から外周方向に延伸し不溶性成分保持
槽２００３に接続されて開口する。懸濁液導入路２００６の不溶性成分保持槽２００３と
の接続部２０１１は、不溶性成分保持槽２００３と懸濁液保持槽２００１との接続部につ
いてすでに説明した構成と同様であり、不溶性成分保持槽２００３と分離液保持槽２００
２との間の狭隘部よりも外周側に位置することが好ましく、特に、不溶性成分保持槽２０
０３の外周側壁面に位置することが好ましい。かかる接続部２０１１が狭隘部２０１０よ
りも外周側に位置することにより、閉塞や不溶性成分保持槽２００３内での気泡の混入を
引き起こすことなく、不溶性成分の分離を円滑に進めることができる。
【０１０９】
　図１０および図１１に示す本発明の分析チップにおける不溶性成分分離部の構成例では
、いずれも懸濁液導入路２００６が懸濁液保持槽２００１と不溶性成分保持槽２００３と
の間に設けられている。図１０に示される不溶性成分分離部では、懸濁液導入路２００６
と不溶性成分保持槽２００３との接続部２０１１、すなわち懸濁液導入路２００６の不溶
性成分保持槽２００３側の開口部は、狭隘部２０１０よりも外周側に位置しており、かつ
、不溶性成分保持槽２００３の外周側上端の側面に位置している。図１１に示される不溶
性成分分離部では、懸濁液導入路２００６は後述するオーバーフロー流路２００７と合流
した後に、不溶性成分保持槽２００３に接続部２０１２として開口して接続している。か
かる接続部２０１２は、狭隘部２０１０よりも外周側に位置しており、かつ、不溶性成分
保持槽２００３の外周側側面に位置している。
【０１１０】
　懸濁液導入路２００６のサイズ（径、流路長など）には特に制限はなく、懸濁液が通液
可能であればよい。短径は例えば通常１０マイクロメートルから１０００マイクロメート
ルであり、５０マイクロメートルから５００マイクロメートルであることが好ましい。長
さは例えば通常１マイクロメートルから１００ミリメートルであり、１０マイクロメート
ルから５０ミリメートルであることが好ましい。
【０１１１】
　本発明の分析チップにおける不溶性成分分離部には、懸濁液や分離液などの液体が通過
せず、単に気体が懸濁液保持槽２００１と分離液保持槽２００２との間を通過するだけの
通気用の流路が設けられていてもよい。
【０１１２】
〔狭隘部〕
　本発明の分析チップにおける不溶性成分分離部において、分離液保持槽２００２と不溶
性成分保持槽２００３とは、上述のように狭隘部２０１０により接続されている。すなわ
ちこれらの槽の接続部は狭隘なくびれ状の構造であればよく、狭隘な開口部で連結されて
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いてもよいし、微細な流路で連結されていてもよい。図１０および図１１に示す不溶性成
分分離部の構成例では、狭隘部２０１０は分離液保持槽２００２と不溶性成分保持槽２０
０３とを連通する開口部である。狭隘部のサイズは、横断面の短径が通常５マイクロメー
トルから５０００マイクロメートルであり、中でも１０マイクロメートルから１０００マ
イクロメートルであることが好ましい。懸濁液中の不溶性成分が通りにくいサイズである
ことが好ましいので短径が１０マイクロメートルから１００マイクロメートルの範囲であ
ることが好ましい。また、狭隘部が流路である場合、流路の長さは比較的短いことが好ま
しく、通常は１０マイクロメートルから１００００マイクロメートル、好ましくは１００
マイクロメートルから１０００マイクロメートルである。
【０１１３】
　不溶性成分保持槽２００３において、狭隘部２０１０への開口部はより上方に位置する
ことが好ましい。これにより、回転停止時に不溶性成分保持槽２００３内や懸濁液導入路
２００６内および後述するオーバーフロー流路内の不溶性成分が、分離液保持槽２００２
に混入することを効果的に防止することができる。「上方に位置する」とは、回転停止時
に不溶性成分保持槽２００３の上半分部分にあることを示す。特に、不溶性成分保持槽２
００３の上側のかつ内周側の壁面に位置すると、回転停止時に比重の大きな不溶性成分が
流出し難くなるので好ましい。図１０および図１１に示される構成例で説明すると、くび
れ状の狭隘部２０１０は、不溶性成分保持槽２００３の壁面のうち、回転軸からみて上側
のかつ内周側の壁面に位置している。
【０１１４】
〔分離液送液路〕
　本発明の分析チップにおける不溶性成分分離部においては、分離液保持槽２００２に分
離液送液路２００４を設けることができる。本発明における分離液送液路２００４は、回
転中に分離され、分離液保持槽２００２に蓄積された分離液（液状成分）を、回転停止時
に重力の作用により重力方向に落下させることで分離液保持槽から排出し、次いで次の回
転時に遠心力の作用により反応室ユニットへ送液する機能を有する。分離液送液路２００
４は、分離液保持槽２００２から重力方向に延伸することが好ましく、さらに、重力方向
且つ外周側に延伸することがより好ましい。すなわち、本発明における分離液送液路２０
０４は、重力方向に伸びる流路の途中で、回転軸を基準として外周方向に屈曲している屈
曲部を有することが好ましい。これにより、再度の回転時に、分離液を、遠心力を利用し
て送液することができることから、分離液の逆流や液残りを防ぎ、効率よく分離液を回収
し分取することができるとともに、分取された分離液全量を確実に反応室に送液すること
ができる。
【０１１５】
　本発明における分離液送液路は、重力での送液を素早く確実に行うため、少なくともそ
の一部において重力方向に延伸することが好ましい。さらに、分離液送液路の少なくとも
一部が、鉛直方向に対して４５度以下の角度をなすことが好ましい。
【０１１６】
　また分離液送液路は、分離液送液路の少なくとも一部と回転軸とがなす角度が、４５度
以下であることが好ましい。さらに、分離液送液路の少なくとも一部は回転軸に対し略平
行に配置することが好ましい。回転軸が鉛直方向である場合、分離液送液路も少なくとも
その一部において略鉛直方向に延伸することが好ましい。
【０１１７】
　図１０に示される構成例では、分離液保持槽２００２に分離液送液路２００４が接続さ
れ、分離液送液路２００４は、全体が重力方向に延伸した後、外周側に向かって延伸する
。また、図１１に示される構成例では、分離液送液路２００４が試薬保持槽２００５、分
離液保持槽２００２と共通の重力方向に延伸する流路を構成する。分離液送液路２００４
は、分離液保持槽２００２側から順に、第１部分領域２００４Ａ、第２部分領域２００４
Ｂ及び第３部分領域２００４Ｃを構成している。第１部分領域２００４Ａは、試薬保持槽
２００５、分離液保持槽２００２と共通の流路を構成し、第１部分領域２００４Ａと第２
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部分領域２００４Ｂとの接続部において分離液混合槽２０２１に接続している。分離液送
液路２００４は、第１部分領域２００４Ａと第２部分領域２００４Ｂとの間において重力
方向かつ外周側に向かって折り返されて（方向転換して）いる。第１部分領域２００４Ａ
と鉛直方向、すなわち回転軸のなす角度は約４５度である。図１０および図１１には分離
液送液路２００４は分析チップの外周側へ延伸したところまでしか示さないが、分離液送
液路２００４は図３７、図３９、図４１に示すように反応室ユニットに連通する。
【０１１８】
　本発明における分離液送液路２００４は、分離液保持槽２００２との接続部における流
路断面積より小さな流路断面積となる部位を流路途中に有することが好ましい。より好ま
しくは、流路断面積が徐々に小さくなる部位を流路途中に有する。断面積が小さくなるこ
とにより、重力に加えて毛細管力を併せて利用できるため、重力による排出をより短時間
で効率よく行うことができる。
【０１１９】
　本発明における分離液送液路２００４は、少なくともその内壁面の一部において親水的
な表面を有することが好ましい。これにより、毛細管力を有効に利用できることから、重
力による排出をさらに短時間で、確実に行うことができる。分離液送液路２００４が角柱
もしくは角錐状の形状の場合、好ましくは、分離液送液路を形成する２以上の内壁面、最
も好ましくは流路を形成する全ての内壁面が親水的であることが好ましい。
【０１２０】
〔プレフィルター部〕
　分離液送液路にはプレフィルター部が設けられていることが好ましい。プレフィルター
部は、分離液送液路の管の一部に槽として或いは管の一部として設けることができる。例
えば、図３９、図５０－１、図５０－２、図５０－３、図５０－４、図５１－１および図
５１－２に示される分析チップでは、分離液送液路の一部にプレフィルター部４０２２が
設けられている。
【０１２１】
　プレフィルター部の形態としては、粒子（ビーズ）を充填したもの、紙、布等のフィル
ターを充填したものであってもよいが、粒子を充填したものが最も好ましい。粒子の形状
は、球状、楕円球状などのマイクロビーズのほか、円柱、多角柱などのいわゆるマイクロ
ロッド、板状のマイクロプレートであってもよい。粒子のサイズは、プレフィルター部の
サイズにもよるが、粒子の形状にかかわらず、短径が１μｍから１０００μｍ、好ましく
は１０μｍから２００μｍの範囲であることが好ましい。
【０１２２】
　粒子の材料は特に限定されず、ガラス、セラミック（例えばイットリウム部分安定化ジ
ルコニア）、金属（例えば金、白金、ステンレス）、樹脂（例えばナイロンやポリスチレ
ン、ポリビニルアルコール、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリルアミド）、アガロ
ース等を用いることができるが、この中でもポリスチレン、ポリメチルメタクリレートが
好ましい。
【０１２３】
　プレフィルター部に複数の粒子が収納される場合、各粒子の形状、サイズ、材料は均一
であってもよいし、多様であってもよい。
【０１２４】
〔試薬保持槽〕
　図１１に示すように、本発明の分析チップにおける不溶性成分分離部は、試薬保持槽２
００５を有するものであってもよい。本発明における試薬保持槽２００５は、回転中に試
薬を保持し、回転停止時に重力の作用により分離液保持槽２００２に試薬を排出（供給、
送液）する機能を有する。よって試薬保持槽２００５は、試薬を蓄積するのに十分な容積
があればよく、例えば、試薬１０マイクロリットルから１０００マイクロリットルを蓄積
できる程度であればよい。
【０１２５】
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　試薬保持槽２００５は、分離液保持槽２００２の上方に設けられている。試薬保持槽２
００５と分離液保持槽２００２とは流路により互いに接続することが好ましい。これによ
り、分析チップの停止時に、試薬を重力の作用により分離液保持槽２００２に送液するこ
とができる。実際には、試薬保持槽２００５は、回転時に試薬を一時的に保持することが
できればよいので、分離液保持槽２００２と同様に槽の形になっていなくても、すなわち
流路状であってもよく、試薬保持槽２００５と分離液保持槽２００２とを共通の流路のそ
れぞれ一部分として設けることも可能である。
【０１２６】
　本発明における試薬保持槽２００５は、その内壁面の少なくとも一部が疎水的な表面を
有することが好ましい。疎水的表面による撥水性を利用し、回転停止時に試薬保持槽２０
０５から分離液保持槽２００２に、試薬を効率よく、短時間で、また高い回収率で排出す
ることが可能になる。試薬保持槽２００５を形成する２以上の内壁面、最も好ましくは試
薬保持槽を形成する全ての内壁面は、疎水的であることが好ましい。
【０１２７】
　図１１に示される不溶性成分分離部の構成例では、試薬保持槽２００５が分離液保持槽
２００２の上方に設けられ、試薬保持槽２００５、分離液保持槽２００２から分離液送液
路２００４が内周側下方に延伸し、分離液送液路２００４の折り返し部２００４Ａで向き
を変えて外周側に延伸する。一方、分離液送液路２００４と接続し、分離液と試薬を混合
するための分離液混合槽２０２１を設けることができる。これにより反応室ユニットに分
離液を送液する前に試薬を充分に混合することができるため、測定が安定化する。例えば
、図１１では分離液送液路２００４の第１部分領域２００４Ａと第２部分領域Ｂとの間か
ら分離液混合槽２０２１が分岐し、上方に延伸し中途で行き止まって末端部を形成してい
る。また例えば、図３７、図３９、図４１に示される分析チップではこのような分離液混
合槽２０２１が図１１に示されるものよりも大きな容量の槽として設けられている。
【０１２８】
　本発明における試薬は先に定義したとおりであり、分離液保持槽を洗浄する機能や、分
離液を希釈する機能を有していてもよい。また、分離液中の特定の成分と反応する試薬と
しての機能を有していてもよい。具体的には分離液中の特定の成分と反応する抗体や抗原
、酵素、核酸などを含んでいてもよい。例えば標識抗体を試薬として用いることで、槽内
の洗浄と抗原抗体反応とを同時に行うこともできる。試薬の具体例としては、界面活性剤
を含む溶液や、グリセロールなどの安定化剤を含む溶液、標識抗体や標識抗原、酵素を含
むタンパク質溶液、酵素反応の基質溶液などが挙げられる。従って、分離液混合槽２０２
１では分離液と試薬が混合し、混合した溶液中で被検物質と試薬中の特定の成分とを反応
させることもできる。
【０１２９】
　本発明における試薬は、重力での送液を迅速に行うため、界面活性剤を含んでいること
が好ましい。界面活性剤を含むことにより、試薬保持槽２００５から分離液保持槽２００
２に試薬が落下しやすくなり、試薬と分離液とが混合するまでの時間を早くすることが可
能である。これにより、分析に必要な時間が短縮できると同時に、混合されている時間す
なわち試薬と分離液との反応時間をより厳密に制御することができる。
【０１３０】
〔試薬貯液槽〕
　不溶性成分分離部においては、試薬保持槽２００５に接続される試薬貯液槽２００９を
設けることができる。これにより、試薬保持槽２００５に洗浄液を予め保持する必要がな
い。したがって、試薬貯液槽２００９を設ければ、試薬保持槽２００５は回転時に保持で
きる構造でありさえすればよいため、試薬保持槽２００５のサイズや形状の自由度が高ま
る。試薬貯液槽２００９のサイズは試薬を貯液できる範囲で適宜定めることができ、試薬
１０マイクロリットルから１０００マイクロリットルを蓄積できればよく、通常は槽の容
積が２０マイクロリットルから１５００マイクロリットルであり、中でも５０マイクロリ
ットルから５００マイクロリットルであることが好ましい。試薬保持槽２００５と試薬貯
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液槽２００９とはそれぞれの槽に連通する開口部で接続されるものであってもよいし、試
薬導入路２０１６で接続されるものであってもよい。なお、本発明における分析チップが
後述の試薬リザーバユニットを有する場合には、試薬貯液槽２００９は試薬リザーバユニ
ットの試薬貯液槽の一つとして設けることが可能である。
【０１３１】
　図１１に示される不溶性成分分離部の構成例では、試薬貯液槽２００９が試薬保持槽２
００５の下部かつ内周側に設けられている。試薬保持槽２００５と試薬貯液槽２００９と
は、試薬貯液槽２００９から外周側上方に延伸する試薬導入路２０１６にて接続されてい
る。試薬貯液槽２００９、試薬保持槽２００５にはそれぞれ通気穴２０１７、２０２３が
設けられている。本発明の分析チップの不溶性成分分離部においては、試薬貯液槽２００
９が試薬保持槽２００５の内周側に位置し、試薬導入路２０１６で連結された構造をとる
ことにより、試薬貯液槽２００９内に予め貯液された試薬が、回転による遠心力により試
薬導入路２０１６を介して試薬保持槽２００５に保持されることになる。また、試薬貯液
槽２００９に通気穴２０１７を設けることにより試薬貯液槽２００９から試薬保持槽２０
０５への遠心力による試薬の移動を効率的に行うことができる。回転の停止により試薬保
持槽２００５内に保持されていた試薬は分離液保持槽２００２を洗浄し、重力方向に延び
る分離液送液路２００４に、分離液保持槽２００２に蓄積された分離液を押し出すことが
できる。一方試薬保持槽２００５に通気穴２０２３を設けることにより、回転の停止によ
る試薬の重力方向への移動を効率的に行うことが可能となる。
【０１３２】
　さらに図１１に示される不溶性成分分離部においては、試薬保持槽２００５から分離液
保持槽２００２に試薬が移動する際、試薬の移動を効率的に行うため、分離液保持槽２０
０２と試薬保持槽２００５とをつなぐ、気体が移動するための流路（気体流路）２０２５
が設けられている。
【０１３３】
〔試薬導入路〕
　試薬導入路は、試薬貯液槽と試薬保持槽とを連通する流路である。その例は、図１１を
例に挙げて説明したとおりである。
【０１３４】
　試薬導入路は、第１の回転速度による回転時に、遠心力の作用により、液体を第２の貯
液槽から第２の保持槽や試薬保持槽に送液することが好ましい。従って、試薬導入路の好
ましい態様は、後述の多段送液部の流路Ｅと同様である。
【０１３５】
〔オーバーフロー流路（懸濁液導入路もしくは不溶性成分保持槽）〕
　例えば図１１に示されるように、本発明の分析チップにおける不溶性成分分離部は、懸
濁液保持槽２００１、懸濁液導入路２００６もしくは不溶性成分保持槽２００３に接続す
るオーバーフロー流路２０１８および２００７を有していてもよい。本発明におけるオー
バーフロー流路は、懸濁液保持槽２００１中の懸濁液を回転により不溶性成分保持槽２０
０３および分離液保持槽２００２に送液する際、送液する懸濁液の量もしくは回転中に分
離液保持槽２００２で形成される液面を規定し、その結果として、回転停止時に分取、回
収される分離液の液量を規定する機能を付与するための流路である。オーバーフロー流路
２０１８および２００７を、懸濁液保持槽２００１、懸濁液導入路２００６もしくは不溶
性成分保持槽２００３に接続して設けることにより、懸濁液保持槽２００１の懸濁液の量
にかかわらず分取、回収される分離液の量を一定にすることができ、定量性を確保するこ
とができる。
【０１３６】
　不溶性成分分離部には、オーバーフロー流路２０１８および２００７に接続して、オー
バーフローした懸濁液を保持するための槽２０２４もしくは２０１９を設けることができ
る。槽２０２４および２０１９の位置は特に限定されないが、通常はオーバーフロー流路
２０１８および２００７の外周側にそれぞれ設けることができる。
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【０１３７】
　本発明におけるオーバーフロー流路２００７は、懸濁液導入路２００６もしくは不溶性
成分保持槽２００３との接続部２０１２から一度内周側に延伸した後、折り返し部２０１
４で外周側に折り返した構造をとる。これにより分析チップの回転時に、分離液保持槽２
００２内で形成される液面とオーバーフロー流路２００７の折り返し部２０１４とが同一
円周面上に規定されることになり、分離液保持槽２００２における液面の高さを一定に規
定することが出来る。
【０１３８】
　本発明におけるオーバーフロー流路２００７は、好ましくは懸濁液導入路２００６また
は不溶性成分保持槽２００３との接続部２０１２から一旦内周側に延伸した後、外周側か
つ重力方向に折り返した構造をとる。こうした構造とすることにより折り返し部２０１４
から先のオーバーフロー流路２００７中およびその先の槽に移動した液が、回転停止時に
懸濁液導入路２００６もしくは不溶性成分保持槽２００３に逆流することを、重力の作用
により防止することができ、その結果として定量性を確保することおよび不溶性成分の分
離液保持槽２００２への混入を効果的に防止することができる。
【０１３９】
　図１１の不溶性成分分離部の構成例のオーバーフロー流路について具体的に説明する。
オーバーフロー流路２００７は懸濁液導入路２００６に接続部２０１２で接続されている
。オーバーフロー流路２００７は、その前半部分２０１３で接続部２０１２から上方側か
つ内周側に延伸し、折り返し部（折り返し部位）２０１４を経て後半部分２０１５におい
て下方かつ外周側に延伸している。後半部分２０１５は、接続部２０１２とほぼ平行な位
置の末端部２０１５Ａにおいてオーバーフローした懸濁液を貯液する槽２０１９と接続す
る。
【０１４０】
　図４１に示される分析チップにおける不溶性成分分離部に示すように、オーバーフロー
流路２００７は懸濁液導入路２００６の途中である分析チップの回転内周側に設けられて
いてもよい。
【０１４１】
　オーバーフロー流路２００７は、オーバーフロー流路の折り返し部２０１４の内周側に
、通気穴２００８を設けることが好ましい。折り返し部２０１４に通気穴２００８を設け
ることにより、回転時にオーバーフロー流路２００７を満たした懸濁液によりサイフォン
現象が起きることを完全に抑制することが可能となる。これにより、分離液や懸濁液が分
離液保持槽２００２や不溶性成分保持槽２００３から流出することを防ぐことができる。
【０１４２】
　折り返し部２０１４に通気穴２００８を設けた場合には、折り返し部２０１４までの内
周側に延伸したオーバーフロー流路２００７の前半部分２０１３内の液体が回転停止時に
懸濁液導入路２００６もしくは不溶性成分保持槽２００３に逆流する危険性がある。これ
を防止するため、折り返し部２０１４までの内周側に延伸したオーバーフロー流路２００
７の容積を、不溶性成分保持槽２００３の容積よりも小さくすることが望ましい。例えば
不溶性成分保持槽２００３の容積に対する内周側に延伸したオーバーフロー流路２００７
の容積は、通常は２０％以下であり好ましくは１０％以下の容積とすることができる。さ
らに、回転停止時にオーバーフロー流路２００７の前半部分２０１３内の溶液が、表面張
力により保持され続け、不溶性成分保持槽２００３もしくは懸濁液導入路２００６に逆流
しない構造であることが望ましい。従ってオーバーフロー流路２００７の前半部分２０１
３の断面積は小さいことが好ましく、通常は０．３平方ミリメートル以下であり、好まし
くは０．１平方ミリメートル以下である。
【０１４３】
　図１１に示されるように、オーバーフロー流路２００７の折り返し部（折り返し部位）
２０１４の内周側に延伸する先端部には、通気穴２００８が設けられている。オーバーフ
ロー流路２００７の前半部分２０１３の容積は、不溶性成分保持槽２００３の容積の５％
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程度と小さいものとしてある。
【０１４４】
〔オーバーフロー流路（懸濁液保持槽）〕
　また本発明における不溶性成分分離部においては、懸濁液保持槽２００１に接続される
オーバーフロー流路２０１８を設けることもできる。これにより、懸濁液保持槽２００１
内の懸濁液の量にかかわらず分取、回収される分離液の量を一定にすることができ、定量
性を確保することができる。このオーバーフロー流路２０１８と、懸濁液導入路２００６
もしくは不溶性成分保持槽２００３に接続されるオーバーフロー流路２００７とを組み合
わせることにより、懸濁液の量をより効率的に調節することができる。
【０１４５】
　懸濁液保持槽２００１とオーバーフロー流路２０１８との接続部は、懸濁液保持槽２０
０１と不溶性成分保持槽２００３との接続部２０１２よりも上方に位置させる。懸濁液導
入路２００６を設ける場合には懸濁液導入路２００６の懸濁液保持槽２００１との接続部
よりも上方に位置させる。懸濁液保持槽２００１と接続するオーバーフロー流路２０１８
は、懸濁液導入路２００６および不溶性成分保持槽２００３に接続されるオーバーフロー
流路２００７と異なり、懸濁液保持槽に懸濁液２００１を大量に入れた際、遠心（回転）
による分析チップからの懸濁液の流出を防止する機能を有する。
【０１４６】
　図１１に示される不溶性成分分離部の例をとって説明すると、オーバーフロー流路２０
１８は懸濁液保持槽２００１に接続されている。接続部は、懸濁液導入路２００６よりも
上方に位置している。オーバーフロー流路２０１８の外周部の端部には、オーバーフロー
した懸濁液を貯液する槽２０２４が接続されている。槽２０２４には通気穴２０２０が設
けられている。
【０１４７】
　また、懸濁液保持槽のオーバーフロー流路は、懸濁液保持槽と不溶性成分保持槽との接
続部よりも上方に位置していればよいので、懸濁液導入路の途中に設けられていてもよい
。
【０１４８】
〔流路群の層構造について〕
　本発明において、不溶性成分分離部の流路および槽は、分析チップの主面を基準にして
ソリッドな厚み方向に（第１主面と第２主面の間に）２以上の流路群（流路および槽から
なる群（グループ））を形成するものであってもよい。これにより、分析チップの空間を
有効活用できるとともに、流路や槽のサイズ、及び形状の自由度を高めうる。２以上の流
路群は、少なくともその一部が、例えば２つの主面（第１主面、第２主面）寄りに、好ま
しくは互いに対向する２つの主面寄りに、互いに離間して設けられて層状の構成をとるも
のとしてもよい。
【０１４９】
　２以上の流路群から構成される不溶性成分分離部の構成例を、図４３－１、図４３－２
および図４３－３を参照して説明する。
　図４３－１は、本発明の分析チップの別の構成例を透過的に示す平面図である。図４３
－２は、図４３－１に示す不溶性成分分離部を第１主面２１００ａ側から透過的に見た平
面図である。図４３－３は、図４３－１に示す不溶性成分分離部を第２主面２１００ｂ側
から透過的に見た平面図である。
【０１５０】
　図４３－１、図４３－２および図４３－３に示されるように、この構成例の分析チップ
は、第１主面２１００ａ寄りに設けられている第１流路群２０７０Ａ（図４３－２参照。
）と、この第１流路群２０７０Ａと分析チップの厚み方向に重なるように第２主面２１０
０ｂ寄りに設けられている、第２流路群２０７０Ｂ（図４３－３参照。図４３－１におい
て破線で示されている。）とを有している。なお、本発明の図面において、第１流路群２
０７０Ａと第２流路群２０７０Ｂとを接続している、一体である流路の境界を白抜き○で
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示す場合がある。
【０１５１】
　第１流路群２０７０Ａは、第１主面２１００ａ寄りに配置されており、第２流路群２０
７０Ｂと分析チップの厚み方向に重なるように設けられている。
【０１５２】
　第１流路群２０７０Ａは、分離液保持槽２００２と、分離液保持槽２００２と狭隘部２
０１０により接続されている不溶性成分保持槽２００３と、分離液保持槽２００２の下端
部に接続されている分離液送出路２００４と、懸濁液保持槽２００１および不溶性成分保
持槽２００３を接続している懸濁液導入路２００６と、一端がオーバーフローした液の保
持槽２０１９と接続されている第１オーバーフロー流路部２００７ａとを有している。
【０１５３】
　分析チップは、懸濁液保持槽２００１を最も下側に位置する構成として見たときに、基
部２０５０Ａから突出する長さの異なる２つの突出部を有する、全体としてＦ字状の形状
を有している。この例では、基部２０５０Ａから同一方向に延在する第１突出部２０５０
Ｂ及びこの第１突出部２０５０Ｂよりも延在長が長い第２突出部２０５０Ｃを備えている
。
【０１５４】
　分離液保持槽２００２は、略逆Ｃ字状の形状を有している。不溶性成分保持槽２００３
は、分離液保持槽２００２の逆Ｃ字の屈曲部分が狭隘部２０１０により接続されている。
分離液送出路２００４は、先端に向かうほど径が徐々に小さくなり、流路途中で外周側に
屈曲した後、直線状に下方（重力方向）に延伸して不溶性成分分離部以外の部位の分析チ
ップを構成する槽、流路、あるいは分析チップの外に開口している。
【０１５５】
　第２流路群２０７０Ｂは、第１オーバーフロー流路部２００７ａと接続されている第２
オーバーフロー流路部２００７ｂと、不溶性成分保持槽２００３と接続されている不溶性
成分排出路２０３０と、第２オーバーフロー流路部２００７ｂと接続されており、上方に
延伸して分析チップ外に開口している通気穴２００８とを有している。この第２オーバー
フロー流路部２００７ｂは第１オーバーフロー流路部２００７ａと一体的にオーバーフロ
ー流路７を構成している。
【０１５６】
　不溶性成分排出路２０３０は、不溶性成分保持槽２００３の懸濁液導入路２００６との
接続部よりも下側の位置で外周側の壁面に開口するように接続されている。不溶性成分排
出路２０３０は、内周側に延伸する前半部分２０３１と、折り返し部２０３２、外周側に
延伸する後半部分２０３３からなっている。前半部分２０３１は、一旦上方に延伸し、さ
らに屈曲して不溶性成分保持槽２００３に対して第２主面２１００ｂ側をくぐるように内
周側に延伸して折り返し部２０３２に接続されている。折り返し部２０３２はＵ字状に屈
曲しており、内周側に延伸している前半部分２０３１を外周側に延伸している後半部分２
０３３と接続している。すなわち、不溶性成分保持槽２００３の外周側の壁面から内周側
に向かって延伸している不溶性成分排出路２０３０は、折り返し部２０３２により折り返
されて方向転換し、外周側に延伸している。外周側に延伸する後半部分２０３３は、さら
に下方（重力方向）に屈曲してオーバーフローした液の保持槽２０１９に接続されている
。
【０１５７】
　第２オーバーフロー流路部２００７ｂは、一端が不溶性成分保持槽２００３の外周側の
壁面に開口するように接続されている。このとき、第２オーバーフロー流路部２００７ｂ
は、懸濁液導入路２００６と一体的に不溶性成分保持槽２００３の外周側の壁面に接続さ
れている。第２オーバーフロー流路部２００７ｂは、不溶性成分保持槽２００３の外周側
から一旦上方に延伸し、さらに屈曲して不溶性成分保持槽２００３に対して第２主面２１
００ｂ側をくぐるように内周側に延伸して折り返し部２０１４に接続されている。折り返
し部２０１４は内周側に延伸している第２オーバーフロー流路部２００７ｂを外周側に折
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り返して方向転換させる。外周側に折り返された第２オーバーフロー流路部２００７ｂの
他端は、さらに第１主面２１００ａに向かう方向に屈曲して第１オーバーフロー流路部２
００７ａの他端に接続されている。すなわち、オーバーフロー流路２００７は、不溶性成
分保持槽２００３とオーバーフローした液の保持槽２０１９とを接続している。
【０１５８】
　折り返し部２０１４の端部には通気穴２００８が接続されている。通気穴２００８はこ
の例では、第１主面２１００ａと第２主面２１００ｂとに挟まれた上方の側面に開口して
いる。
【０１５９】
　第２オーバーフロー流路２００７ｂと不溶性成分排出路２０３０の前半部分２０３１と
はほぼ平行に配置されている。また、不溶性成分排出路２０３０の折り返し部２０３２は
、オーバーフロー流路２００７の折り返し部２０１４よりも内周側に設けられている。
【０１６０】
　オーバーフローした液の保持槽２０１９が設けられている第２突出部２０５０Ｃには、
通気穴２０１９ａが設けられている。通気穴２０１９ａは、オーバーフローした液の保持
槽２０１９の上端部から内周側に向かって延伸して第２突出部２０５０Ｃの内周側端縁に
開口する。この通気穴２０１９ａは、オーバーフローした液の保持槽２０１９内の気体を
分析チップ外に逃がす機能を有している。
【０１６１】
　また、分析チップが２つの主面（第１主面、第２主面）を有する場合に、不溶性成分分
離部を、いずれかの主面寄りに、好ましくは後述する多段送液部が配置される主面寄りで
はなくもう一方の主面寄りに、多段送液部とは互いに離間して設けられるものであっても
よい。この場合の構成例については、図５０－１、図５０－２、図５０－３、図５０－４
、図５１－１および図５１－２に示すとおりである。
【０１６２】
〔不溶性成分排出路〕
　本発明における分析チップは、不溶性成分分離部において、不溶性成分排出路を有して
もよい。
【０１６３】
　本発明における不溶性成分排出路は、不溶性成分保持槽内に保持された不溶性成分を含
む成分（不溶性成分の比率が高まった懸濁液）を、不溶性成分保持槽から排出する機能を
有する。これにより、分離液への不溶性成分の混入をより効果的に防止することが可能と
なる。
【０１６４】
　特に、重力により分離液を排出する際、懸濁液導入路やオーバーフロー流路内の懸濁液
が重力の作用により不溶性成分保持槽に極微量流入し、その結果として分離液保持槽に不
溶性成分を含む懸濁液が極微量混入する可能性が残る。この時、不溶性成分排出路を設け
ることで、分離液への不溶性成分の混入をより効果的に抑えることができる。
【０１６５】
　更に重力による分離液の排出後に、分離液の完全な排出などを目的として再度の回転操
作を行う場合、懸濁液導入路もしくはオーバーフロー流路内の懸濁液の液面は最初の回転
時よりも外周側に移動する。これにより懸濁液導入路、オーバーフロー流路もしくは不溶
性成分保持槽内の分離液が、分離液保持槽に極微量流入する可能性が残る。その結果とし
て、再度の回転停止の際に分離液が重力により更に排出されることになり、分離液の定量
性や分析の正確性を損なう可能性があった。この時、不溶性成分排出路を設けることで、
再度の回転による分離液保持槽への極微量の分離液の流入を効果的に抑えることができ、
結果として分離液の定量性や分析の正確性を損なわないようにできる。
【０１６６】
　本発明における不溶性成分排出路２０３０は、不溶性成分保持槽２００３内に保持され
た不溶性成分を、不溶性成分保持槽２００３から排出する機能を有する流路である。不溶
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性成分排出路２０３０は、好ましくは毛細管現象を起こす流路である。
【０１６７】
　不溶性成分排出路２０３０の一方の端部（不溶性成分を流入させる側の端部）は、狭隘
部よりも外周側において槽または流路に接続して入ればよい。好ましくは、該端部は、狭
隘部より外周側において、懸濁液導入路２００６、オーバーフロー流路２００７、もしく
は不溶性成分保持槽２００３に接続させ得る。例えば図４３に示すように、不溶性成分排
出路２０３０は、最も好ましくは不溶性成分保持槽２００３の外周側の壁に接続している
。これにより、不溶性成分を完全に排出することが可能となる。
【０１６８】
　不溶性成分排出路２０３０のもう一方の端部は、通気穴、流路、槽などいずれに接続さ
せてもよいが、好ましくは廃液槽に接続させ得る。廃液槽は、オーバーフローした液の保
持槽と接続していてもよく、この場合はオーバーフローした液の保持槽が廃液槽の機能を
兼ねることになり、必要な槽の数を減らし、分析チップを小型化することができる。
【０１６９】
　不溶性成分排出路２０３０の構造は、不溶性成分を流入させる側の端部から一旦内周側
に延伸した後、内周側に延伸する前半部分２０３１、外周側に折り返した構造であること
が好ましい。すなわち例えば図４３－１に示されるように、不溶性成分排出路２０３０は
、内周側に延伸する前半部分２０３１と、折り返し部２０３２、外周側に延伸する後半部
分２０３３からなることが好ましい。これにより、最初の回転時には不溶性成分を不溶性
成分保持槽２００３内に留めておき、回転停止時の毛細管現象および再度の回転時のサイ
フォン効果により不溶性成分を排出することが可能となる。更に好ましくは、不溶性成分
排出路２０３０の折り返し部２０３２は、オーバーフロー流路２００７の折り返し部２０
１４よりも内周側に設け得る。これにより、懸濁液の液量が過剰であっても、過剰な懸濁
液は回転中にオーバーフロー流路２００７を通じて棄てられることで液量を正確に規定す
ることができ、また不溶性成分排出路２０３０内の液面を、内周側に延伸する流路中に確
実に位置させることができる。その後、回転停止時に不溶性成分排出路２０３０で発生す
る毛細管現象により、不溶性成分を含む懸濁液が折り返し部を通過し、外周側に延伸する
流路を満たす。その後の回転時に発生するサイフォン効果で、不溶性成分を排出すること
が可能となる。
【０１７０】
　例えば図４３－１に示されるように、不溶性成分排出路２０３０の折り返し部２０３２
、すなわち内周側への延伸から外周側への延伸の折り返し部２０３２は、不溶性成分保持
槽２００３と分離液保持槽２００２との間の狭隘部２０１０より上方に位置することが好
ましい。これにより、回転から回転停止までの間に、不溶性成分排出路２０３０内の懸濁
液が、不溶性成分排出路２０３０の折り返し部２０３２を乗り越えて流出してしまうこと
を防止することが出来る。そのため、回転から回転停止までの工程でサイフォン効果が発
揮されることを防止し、分取すべき分離液が不溶性成分と共に排出されてしまう可能性を
なくすことができる。
【０１７１】
　不溶性成分排出路２０３０は、流路の途中において、流路断面積が大きくなるストップ
バルブを有することが好ましい。不溶性成分排出路２０３０におけるストップバルブは、
好ましくは不溶性成分排出路２０３０の外周側への折り返し部２０３２よりも後半（下流
）に配置され、かつ狭隘部２０１０よりも外周側に配置される。回転停止時における不溶
性成分を多く含む懸濁液は、毛細管現象によりストップバルブまで進行後、ストップバル
ブ内に貯留されて停止する。これにより、不溶性成分排出路２０３０内を進行する懸濁液
の量を少なくすることができ、分離液の回収率を損なうことを防ぐことができる。例えば
、図４３－１に示す不溶性成分分離部の懸濁液導入路２００６には、不溶性成分排出路２
０３０の外周側への折り返し部２０３２よりも後半（下流）に位置し、かつ狭隘部２０１
０よりも外周側に、こぶ状のストップバルブ２０３１ａを備えている。
【０１７２】
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　図４４－１、図４４－２、図４４－３及び図４４－４を参照して、図４３－１に示す不
溶性成分分離部の動作の一例を説明する。図４４－１は、不溶性成分分離部の動作（回転
停止状態）を説明するための模式図である。図４４－２は、不溶性成分分離部の動作（最
初の回転時）を説明するための模式図である。図４４－３は、不溶性成分分離部の動作（
回転停止状態）を説明するための模式図である。図４４－４は、不溶性成分分離部の動作
（再度の回転時）を説明するための模式図である。
【０１７３】
　図４４－１に示されるように、回転停止時に、懸濁液が懸濁液保持槽２００１に導入さ
れる。このとき、懸濁液２０８０の不溶性成分保持槽２００３への流入を、懸濁液導入路
２００６に設けられたストップバルブ２００６ａにより防止することができる。
【０１７４】
　図４４－２に示されるように、分析チップの回転を開始すると、懸濁液２０８０は、懸
濁液導入路２００６を通じて不溶性成分保持槽２００３に流動的に送液され、分離液２０
８０Ａ（主に懸濁液中の液状成分）が狭隘部２０１０を通じて外周側から分離液保持槽２
００２に満ちてくる。懸濁液中の不溶性成分２０８０Ａは主に不溶性成分保持槽２００３
の外周側の側壁に付着する。過剰量の懸濁液２０８０はオーバーフロー流路２００７を通
じてオーバーフローした液の保持槽２０１９に排出される。この時、分離液保持槽２００
２内、懸濁液導入路２００６内、不溶性成分排出路２０３０内の液面はすべてオーバーフ
ロー流路の折り返し部２０１４における流路の横断面を基準としてほぼ垂直面に規定され
る。このように回転により生じる遠心力を利用して懸濁液中の不溶性成分が分離された後
、分析チップの回転を停止させる。
【０１７５】
　図４４－３に示されるように、分析チップの回転停止後、分離液保持槽２００２に保持
された分離液は、重力の作用により、分離液送出路２００４を通じて排出される。この時
、分離液送液路２００４は分離液保持槽２００２との接続部における流路断面積よりも小
さな流路断面積となる部位を流路途中に有しており、徐々に断面積が小さくなっている。
これにより、重力に加えて毛細管力が併せて利用でき、分離液をより短時間で落下、すな
わち排出させることができる。また、分離液送液路２００４は流路の途中で外周側に屈曲
した構造をしており、重力方向かつ外周側に延伸する部位を有する。こうした構成とする
ことで、分離液を、分離液送液路のうち、重力方向かつ外周側に延伸する部位に留めるこ
とができる。
【０１７６】
　この時、不溶性成分２０８０Ａを多く含む懸濁液２０８０が毛細管現象により不溶性成
分排出路２０３０内を進行し、不溶性成分排出路の前半部分２０３１から折り返し部２０
３２、後半部分２０３３を通過し流路を満たす。
【０１７７】
　図４４－４に示されるように、再度の回転により、分離液送液路内の分離液は分析チッ
プ外に完全に排出される。この時、不溶性成分保持槽内２００３の不溶性成分２０８０Ａ
を多く含む懸濁液２０８０は、不溶性成分排出路２０３０を通じて、サイフォン効果によ
り廃液槽を兼ねたオーバーフローした液の保持槽２０１９に全て排出される。
【０１７８】
　図４５を参照して、不溶性成分分離部のさらに別の構成例につき説明する。図８は、本
発明の分析チップの別の構成例を透過的に示す平面図である。
　図４５に示されるように、この構成例の分析チップは、略矩形状（略正方形状）の主面
２１００、すなわち第１主面２１００ａおよびこの第１主面２１００ａと対向する第２主
面２１００ｂを有している。
【０１７９】
　図４５に示す不溶性成分分離部の不溶性成分保持槽２００３の外周側上方の壁面には、
懸濁液導入路２００６の一端と、オーバーフロー流路２００７の一端と、不溶性成分排出
路２０３０の一端とが合流して一体とされた流路が開口するように接続されている。不溶
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性成分排出路２０３０は、内周側に延伸する前半部分２０３１、Ｕ字状の折り返し部２０
３２、外周側に延伸する後半部分２０３３からなっている。
【０１８０】
　また、図４５に示される不溶性成分分離部におけるオーバーフロー流路２００７は、オ
ーバーフローした液の保持槽２０１９と接続している。オーバーフローした液の保持槽２
０１９は分析チップの最も外周側かつ最も上方に設けられている。更に、不溶性成分排出
路２０３０は、前述したオーバーフローした液の保持槽２０１９の機能を兼ねている廃液
槽２０４０に開口するように接続されている。不溶性成分排出路の折り返し部２０３２は
、オーバーフロー流路の折り返し部２０１４よりも内周側に設けられている。また、不溶
性成分排出路の後半部分２０３３には、ストップバルブ２０３３ａが設けられている。
【０１８１】
　懸濁液導入路２００６の他端は、分析チップの最も内周側かつ最も上方に配置されてい
る懸濁液保持槽２００１の外周側に開口するように接続されている。懸濁液導入路２００
６は、懸濁液保持槽２００１との接続部から一旦水平方向に延伸し、次いで屈曲して重力
方向かつ外周方向に延伸し、さらに屈曲して水平方向に延伸しており、この部分領域にこ
ぶ状のストップバルブ２００６ａが設けられている。懸濁液導入路２００６は、ストップ
バルブ２００６ａの先方で、後述する試薬保持槽２００５の上端側を回り込むようにさら
に重力方向かつ外周方向に延伸してオーバーフロー流路２００７および不溶性成分排出路
３０と合流して不溶性成分保持槽２００３に接続されている。
【０１８２】
　図４５に示される不溶性成分分離部においては、試薬貯液槽２００９が、分析チップの
最も内周側に、懸濁液保持槽２００１の直下に並列的に設けられている。試薬貯液槽２０
０９は、この例では懸濁液保持槽２００１とほぼ同一形状、同一サイズとされている。試
薬貯液槽２００９の内周側には試薬導入路２０１６の一端が接続されている。試薬導入路
２０１６は、一旦外周方向かつ重力方向に延伸し、次いで屈曲して水平方向に延伸して試
薬保持槽２００５の内周側上方に開口するように接続されている。
【０１８３】
　試薬保持槽２００５は、この例では逆Ｃ字状に屈曲した形状を有している。試薬保持槽
２００５の内周側の上端部および内周側の下端部には、これらの部分を互いに連通するよ
うに、重力方向（鉛直方向）に延在している気体流路２０２５が接続されている。
　試薬保持槽２００５の内周側の下端部は、前述とほぼ同様の逆Ｃ字状の構成を有する分
離液保持槽２００２の上端に接続されている。
【０１８４】
　分離液保持槽２００２の屈曲部分（外周側の頂点）は、くびれ状の狭隘部２０１０によ
り不溶性成分保持槽２００３の内周側の上端部に接続されている。分離液保持槽２００２
の下端部には、分離液送液路２００４が一体的に接続されている。分離液送液路２００４
の屈曲部２０６０で、一旦内周側かつ重力方向に延伸している分離液送液路２００４は、
外周側かつ重力方向に方向を変える。さらに分離液送液路２００４は延伸し、次いで外周
方向かつ上方に屈曲して略Ｃ字状の形状を構成した後、さらに屈曲して水平方向に延伸し
、図示しない反応室ユニットに連通する。
【０１８５】
　図４６－１、図４６－２、図４６－３および図４６－４を参照して、図４５に示す不溶
性成分分離部の動作の一例を説明する。図４６－１は、不溶性成分分離部の動作（回転停
止状態）を説明するための模式図である。図４６－２は、不溶性成分分離部の動作（最初
の回転時）を説明するための模式図である。図４６－３は、不溶性成分分離部の動作（回
転停止状態）を説明するための模式図である。図４６－４（再度の回転時）は、不溶性成
分分離部の動作を説明するための模式図である。
【０１８６】
　図４６－１に示されるように、懸濁液２０８０が懸濁液保持槽２００１に導入され、洗
浄液２０９０が試薬貯液槽２００９に導入された分析チップが回転装置（遠心機）に装着
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される。もしくは、回転装置に装着された分析チップの懸濁液保持槽２００１および試薬
保持槽２００９に、それぞれ懸濁液２０８０および洗浄液２０９０が導入される。
【０１８７】
　図４６－２に示されるように、分析チップの回転を開始すると、懸濁液２０８０は懸濁
液導入路２００６を通じて不溶性成分保持槽２００３に導入され、狭隘部２０１０を通じ
て外周側から分離液保持槽２００２に分離液２０８０Ｂ（主に懸濁液中の液状成分）が満
ちてくる。懸濁液中の不溶性成分２０８０Ａは主に不溶性成分保持槽２００３の外周側の
側壁に付着する。過剰量の懸濁液２０８０はオーバーフロー流路２００７を通じてオーバ
ーフローした液の保持槽２０１９に排出される。この時、分離液保持槽２００２内、懸濁
液導入路２００６内、不溶性成分排出路２０３０内の液面はすべてオーバーフロー流路の
折り返し部２０１４のほぼ垂直面に規定される。回転により生じる遠心力を利用して懸濁
液中の不溶性成分２０８０Ａが分離し、分離液保持槽２００２に分離液２０８０Ｂが保持
される。この間、試薬貯液槽２００９内の洗浄液は、試薬保持槽２００５に保持される。
その後、回転を停止させる。
【０１８８】
　図４６－３に示されるように、分析チップの回転停止後、分離液保持槽２００２に保持
された分離液は、重力の作用により、分離液送液路２００４を落下し、分離液送液路にお
ける外周側への屈曲部２０６０よりも下方に移動する。この時、分離液保持槽２００２の
上方に位置する試薬保持槽２００５から、洗浄液２０９０が落下し、分離液保持槽２００
２および分離液送液路２００４を洗浄すると同時に、分離液２０８０Ｂの重力による落下
を後押し、回収率を高め、安定化する。分離液送液路２００４は分離液保持槽との接続部
における流路断面積よりも小さな流路断面積となる部位を流路途中に有しており、徐々に
断面積が小さくなっている。これにより、重力に加えて毛細管力が併せて利用でき、分離
液をより短時間で落下させることができる。また、分離液送液路２００４は流路の途中で
外周側に屈曲した構造をしており、重力方向かつ外周側に延伸する部位を有する。こうし
た構成とすることで、分離液を、分離液送液路のうち、重力方向かつ外周側に延伸する部
位に留めることができる。
【０１８９】
　この時、不溶性成分２０８０Ａを多く含む懸濁液２０８０が毛細管現象により不溶性成
分排出路２０３０内を進行し、不溶性成分排出路２０３０の前半部分２０３１から折り返
し部２０３２、後半部分２０３３を通過し、ストップバルブ２０３３ａまで進行し流路を
満たす。
【０１９０】
　図４６－４に示されるように、再度の回転により、分離液送液路内の分離液と洗浄液の
混合液は、図示しない反応室ユニットに完全に送液される。この時、不溶性成分保持槽内
３の不溶性成分２０８０Ａを多く含む懸濁液２０８０は、不溶性成分排出路２０３０を通
じて、サイフォン効果により廃液槽を兼ねたオーバーフローした液の保持槽２０１９に全
て排出される。
【０１９１】
　不溶性成分分離部において必要に応じて設けてもよい通気穴のサイズは、通常０．１ｍ
ｍから５．０ｍｍ、好ましくは０．５ｍｍから２．０ｍｍの範囲とすることができる。ま
た、通気穴は管形状の空気流路に代えることもできる。空気流路の場合の位置や角度につ
いては特に限定はないが、送液時に検体や試薬が流入することを防止するため、各貯液槽
から回転軸方向（内周側）に延伸し開口していることが好ましい。
【０１９２】
４．多段送液部
　多段送液部は、分析チップ上に設けられ、分析チップを回転させることにより遠心力及
び重力で、複数の試薬などの液体を順次送液するための部分である。すなわち、分析チッ
プを回転させて送液する場合には、第１の回転速度による回転により生じる遠心力および
、第１の回転速度より低速の第２の回転速度による回転または回転停止時に働く重力で、
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複数の試薬などの液体を順次送液するための部分である。さらに言い換えれば、２以上の
槽および槽間を連結する流路を備え、遠心力および重力の作用により、試薬を前記流路を
介して順次および／または同時に隣接する槽間を送液し、前記反応室ユニットまで送液可
能である。
【０１９３】
　多段送液部の分析チップ上の位置については特に制限はないが、好ましくは分析チップ
の回転時に、反応室よりも内周側となる位置に設けられることが好ましい。さらに、分析
チップの回転時に不溶性成分分離部よりも回転軸を基準として重力方向の下部に位置させ
ることが好ましい。また、分析チップの回転時において、重力方向に最下段の送液ユニッ
トの第２の保持槽に最も近い部位の角隅部が下部となるように、分析チップを傾けた状態
で回転させることが好ましい。例えば図１３に示される多段送液部のように、３段目の送
液ユニットＵ－３の第２の保持槽３０３０－２が最も下に位置するように主面を傾かせた
状態となることが好ましい。
【０１９４】
　以下、多段送液部を図面を参照しながら説明する。図１２、図１３、図１４および図１
５は、多段送液部を分析チップを主面側から見たときに、透過的に内部の構成要素が明確
となるように示した模式図であり、後述する。更に図１９、図２０、図２１、図２２、図
３３は、多段送液部の構成を模式的に説明する図である。各図には、回転軸を示したもの
と示さないものとあるが、いずれも分析チップの主面を、向かって左側に回転軸を有する
ものとして表した図である。すなわち、分析チップを回転させる際の、略鉛直方向に延在
する回転軸を分析チップの左側に位置させた場合の、軌道の周方向から見た状態を示した
ものである。分析チップの左側が回転軸方向（内周側）であり、右側が外周側であり遠心
力方向でもある。また、下方が重力方向である。
【０１９５】
　多段送液部は、第１の貯液槽と、第１の保持槽と、流路Ａと、第２の保持槽と、流路Ｂ
と、流路Ｃとを有し、第１の保持槽、第２の保持槽、および流路Ｂは送液ユニットを構成
し、該送液ユニットが流路Ｃにより２以上連結して構成される。すなわちまず、多段送液
部は、第１の貯液槽と、前記第１の貯液槽の外周側に位置する第１の保持槽と、前記第１
の保持槽の重力方向に位置する第２の保持槽と、前記第１の貯液槽と前記第１の保持槽間
を連通する流路Ａを構成要素として有する。
【０１９６】
　図１９の左側の図に示すように、多段送液部は第１の貯液槽３００１－１と第１の保持
槽３０１０－１とが遠心力方向に並列的に配列され、それらの下段（回転軸を基準に重力
方向に下段）において第２の保持槽３０１０－２と、次の送液ユニットの第１の保持槽３
０２０－１とが遠心力方向に並列し、それらのさらに下段において第２の保持槽３０２０
－２が配置される。第１の貯液槽３００１－１と第１の保持槽３０１０－１とは流路３０
００Ａ－１で接続され、第１の保持槽３０１０－１と第２の保持槽３０１０－２とは流路
３０００Ｂ－１で接続され、第２の保持槽３０１０－２と次の送液ユニットの第１の保持
槽３０２０－１とは流路３０００Ｃ－１で接続され、第１の保持槽３０２０－１と第２の
保持槽３０２０－２とは流路３０００Ｂ－２で接続される。
【０１９７】
　図１９の右側の図に示すように、第１の保持槽３０１０－１、第２の保持槽３０１０－
２、および流路３０００Ｂ－１は送液ユニットＵ－１を構成し、第１の保持槽３０２０－
１、第２の保持槽３０２０－２、および流路３０００Ｂ－２は送液ユニットＵ－２を構成
する。
【０１９８】
　第１の貯液槽と第２の保持槽の位置関係は、分析チップを回転装置に装着した状態で分
析チップの主面を正面よりみた場合に、略直線上に並列的に配列されていることが好まし
い。また、前記送液ユニット各段の第１の保持槽も略直線上に配列されていることが好ま
しい。さらに、前記送液ユニット各段の第２の保持槽も略直線上に配列されていることが
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好ましい。これにより各貯液槽および各保持槽を小さな空間に配置することが可能となり
、分析チップおよび分析チップの多段送液部をより小型化することも可能となる。
【０１９９】
　本発明における下段の送液ユニットとは、分析チップの主面を正面からみた際に、ある
送液ユニットの下に位置する送液ユニットを意味する。下段の送液ユニットは、上段の送
液ユニットに対して、回転軸を基準に重力方向もしくは外周方向に位置する。最上段より
下段の送液ユニットは、第２段目の送液ユニット、第３段目の送液ユニットと表記される
こともある。
【０２００】
　図４７に示される本発明の分析チップにおける多段送液部の場合、第１段目の送液ユニ
ットＵ－１、第２段目の送液ユニットＵ－２、第３段目の送液ユニットＵ－３の３つの送
液ユニットが重力方向に向かって並列的に配列されている。
【０２０１】
　図４８および図４９に示される本発明の分析チップにおける多段送液部の場合、第１段
目の送液ユニットＵ－１、第２段目の送液ユニットＵ－２、第３段目の送液ユニットＵ－
３、第４段目の送液ユニットＵ－４は、回転軸に対して順番に外周方向に、すなわち略水
平方向に向かって並列的に配置されている。
【０２０２】
　本発明における貯液槽および保持槽とは、回転停止時もしくは回転時に、液体を内部に
貯液あるいは保持可能な槽を意味する。貯液槽は直接導入された液体を貯液する槽であり
、保持槽は他の貯液槽または保持槽から送液されてきた液体を保持する槽である。貯液槽
および保持槽は、予め液体を保持していてもよく、また他の槽より流入する液体により溶
解する粉末状やゲル状の試薬を予め保持していてもよい。本発明における貯液槽や保持槽
は、内部に収容する液体の１．１倍から１０倍程度の容積を有することが好ましい。更に
好ましくは内部に収容する液体の１．３倍から５倍程度の容積を有するものを用いること
ができる。
【０２０３】
〔第１の貯液槽〕
　本発明における第１の貯液槽は、分析チップの主面側から見た場合に、第１段目の第１
の保持槽よりも多段送液部の回転軸側（内周側）に位置する槽である。第１の貯液槽は、
通常回転前に試薬が予め格納されるので、試薬を注入するための開口部を有するものであ
ってもよい。第１の貯液槽の容量については試薬を格納できるものであれば特に限定され
ないが、液体を０．００１ｍｌから１０ｍｌ、中でも０．０１ｍｌから１ｍｌを格納でき
るものが好ましい。また、第１の貯液槽の形状は特に限定されるものではなく、略球形、
円柱、直方体、角錐、円錐等の任意好適な形状から適宜選択することができる。
【０２０４】
〔第１の保持槽〕
　多段送液部においては、送液ユニットを構成する槽の一つとして、第１の保持槽を有す
る。第１の保持槽は、分析チップの回転軸を基準として、前記第１の貯液槽および／また
は前段の送液ユニットの第２の保持槽の外周側に位置する液体保持槽である。第１の保持
槽は、第１の回転速度における遠心力および重力の作用により、第１の貯液槽から流路Ａ
を通過して送液された試薬および／または、前段の送液ユニットの第２の保持槽から流路
Ｃを通過して送液された試薬を、第１の回転速度における回転時には、その内部に保持す
るものである。また、第１の回転速度での回転に次いで行われる、第１の回転速度よりも
低速の第２の回転速度による回転時もしくは回転停止時には、その内部に保持されていた
液体が流路Ｂを通じて第２の保持槽に排出されることとなる。
【０２０５】
　第１の保持槽には、送液される試薬等と反応させるための固形もしくは粉末状の試薬が
第１の貯液槽からの送液前に予め格納されるものであってもよい。第１の保持槽の容量に
ついては第１の回転速度において試薬を保持できるものであれば特に限定されないが、液
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体０．００１ｍｌから１０ｍｌ、中でも０．０１ｍｌから１ｍｌを格納できるものが好ま
しい。
【０２０６】
　多段送液部においては、第１の保持槽は、２以上の第１の貯液槽と連結することがある
が、その場合は特に、第１の保持槽は、第１の貯液槽と比較して容量が大きいことが好ま
しい。また、第１の保持槽の形状は特に限定されるものではなく、第１の貯液槽と同様、
球形、円柱、直方体、角柱、円錐等の任意好適な形状から適宜選択することができる。
【０２０７】
　本発明における第１の保持槽は、その内壁面の少なくとも一部が疎水的な表面を有する
ことが好ましい。疎水的表面による撥水性を利用し、回転停止時に第１の保持槽から流路
Ｂに、試薬を効率よく、短時間で、また高い回収率で排出することが可能になる。第１の
保持槽を形成する２以上の内壁面、最も好ましくは第１の保持槽を形成するすべての内壁
面が疎水的であることが好ましい。
【０２０８】
〔流路Ａ〕
　本発明において、流路Ａは、送液ユニットを構成する流路のひとつであり、第１の貯液
槽と第１の保持槽間を連通する流路である。この流路Ａは分析チップの第１の回転速度に
よる回転時に遠心力及び重力の作用により（主として遠心力の作用により）液体を第１の
貯液槽から第１の保持槽に送液するための流路である。例えば、図１２に示すように、流
路Ａは、一端が第１の貯液槽の外周側の下方部分を開口させて接続され、かつ他端が第１
の保持槽の回転軸側の上方部分を開口させて接続されている。
【０２０９】
　流路Ａの形状やサイズは、流路全体が管形状であればよく、流路全体を通じて一定でな
くともよい。また、流路Ａは第１の貯液槽と第１の保持槽とを直接連通する開口であって
もよい。流路Ａの延在方向に直交する断面（横断面）の形状は円、多角形等特に限定され
ない。流路Ａの横断面のサイズについても、およそ一定であればよく、検体、試薬が通過
可能なサイズで適宜調整することができる。例えば、流路Ａの短径（円の場合は直径、多
角形の場合は中心を通る最も短い径を意味するものとする。）は通常１０μｍから５ｍｍ
、好ましくは１００μｍから１ｍｍの範囲とすることができる。流路Ａの短径が小さい場
合、第１の回転速度における第１の貯液槽から第１の保持槽への液体の送液に必要な時間
は圧力損失により長くなり、短径が大きい場合、必要な時間は短くなる。
【０２１０】
　また、流路Ａは第１の貯液槽と第１の保持槽とを連通していれば、必ずしも全部が直線
でなくともよい。流路Ａは、その一部または全部が曲線や凹凸を描いていてもよい。流路
Ａの延在形状は、直線と曲線とが混在していてもよいし、途中で屈曲していてもよい。
【０２１１】
　流路Ａは、該流路Ａと前記第１の貯液槽との接続部を通り、かつ第１の回転速度におけ
る遠心力と重力の合力に垂直な面より外周側に位置していることが好ましい。これにより
、第１の貯液槽に導入した液体を、分析チップを第１の回転速度において回転させた際に
、第１の貯液槽から最上段の送液ユニットの第１の保持槽に液体を送液することができる
。
【０２１２】
　「流路Ａと第１の貯液槽との接続部を通り、かつ第１の回転速度における遠心力と重力
の合力に垂直な面」とは、分析チップを第１の回転速度で回転させた際に、分析チップの
流路Ａと第１の貯液槽との接続部に働く遠心力と重力の合力に対し垂直な角度をなし、か
つ、前記接続部と交差する面を意味する。「流路Ａと前記第１の貯液槽との接続部を通り
、かつ第１の回転速度における遠心力と重力の合力に垂直な面より外周側に位置する」と
は、前記垂直に位置する面で隔てられる２つの空間のうち、回転軸からみて外周側の空間
に位置することを意味する。言い換えれば前記空間のうち、回転軸の位置しないほうの空
間に位置することを意味する。
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【０２１３】
　例えば、図２０に示すように、分析チップに働く遠心力と、重力の方向及び大きさを矢
印で示した場合に、遠心力と重力の合力は外周方向に伸びる太い矢印で示す方向及び大き
さで表される。遠心力と重力の合力に垂直な面とは、この合力の矢印に垂直方向を示す太
線の矢印を通る面である。「流路Ａと前記第１の貯液槽との接続部を通り、かつ第１の回
転速度における遠心力と重力の合力に垂直な面より外周側に位置する」とは、前記合力に
垂直な面を示す太線の矢印を通る面を基準として、流路Ａが回転軸の存在する空間（内周
側）とは反対側の空間（外周側）に位置することを意味する。
【０２１４】
　流路Ａは、少なくともその一部が、第１の回転速度における第１の貯液槽内の「試薬の
液面を含む平面」よりも、外周側に位置することが好ましい。これにより、第１の貯液槽
に導入された液体を、分析チップを第１の回転速度において回転させた際に、液体（試薬
）が第１の貯液槽から第１の保持槽に流れ続けるので、第１の保持槽により確実に送液す
ることができる。流路Ａの全てが第１の回転速度における第１の貯液槽内の「液体の液面
を含む平面」よりも、外周側に位置する必要はなく、流路Ａの外周側の壁が「液体の液面
を含む平面」よりも、外周側に位置していればよい。
【０２１５】
　「第１の回転速度における第１の貯液槽内の試薬の液面を含む液体の平面」とは、液体
が導入された第１の貯液槽を有する分析チップを、第１の回転速度で回転させたときの、
第１の貯液槽内で液体が形成する液面を含む平面を意味する。
【０２１６】
　また、本発明において「液面を含む平面」とは、液面が平面の場合はそのまま液面を意
味し、貯液槽が細い管状で壁面との表面張力によって形成される左右の壁面のメニスカス
がつながり、液面が平面以外になる場合は、第１の貯液槽中央での液面の接線を意味する
。
【０２１７】
　分析チップを第１の回転速度で回転させた場合の第１の貯液槽からの液体の移動プロセ
スは下記の通りである。まず、本発明の分析チップを回転させ始めた時点で第１の貯液槽
内の「液体の液面を含む平面」が、水平面（水平方向）を基準としたときと比較して、傾
く。第１の回転速度に達した時点、すなわち、流路Ａが第１の貯液槽内の「液体の液面を
含む平面」よりも外周側となる時点で、第１の貯液槽から第１の保持槽内に、遠心力およ
び重力の作用により液体が流入し始め、以降、第１の貯液槽内の「液体の液面を含む平面
」が流路Ａの少なくとも一部よりも内周側に位置し続ける間は、第１の貯液槽から第１の
保持槽に液体が流入し続ける。
【０２１８】
　従って、本発明の分析チップの流路３０００Ａ－１の少なくとも一部が、第１の回転速
度における回転時の第１の貯液槽内の「試薬の液面を含む平面」よりも外周側に位置する
場合には、第１の貯液槽中の液体の全量を、流路３０００Ａ－１を介して第１の保持槽に
移動させることができる。例えば図２１に示すように、分析チップを第１の回転速度で回
転させたとき、第１の貯液槽３００１－１内の液体３０００Ｌ１の液面を含む平面３００
０Ｐ１は、分析チップを主面から見ると右上がりの斜線を描くが、流路３０００Ａ－１が
液面３０００Ｐ１よりも外周側（３０００Ｐ１で隔てられる２つの空間のうち回転軸のあ
る空間とは反対側の空間）に位置する場合には、第１の貯液槽３００１－１が空になるま
で液体を流出させることができる。
【０２１９】
　このような流路３０００Ａ－１は、少なくともその一部が回転軸に対し外周方向かつ上
方に角度をなす形状であることが好ましく、その角度は、通常は０°から８０°、好まし
くは１°から４５°、更に好ましくは３°から１５°の間で適宜設定することができる。
第１の貯液層と第１の保持槽との距離を小さくし、無駄なスペースなく配置できることか
ら、角度は小さい方が好ましい。流路Ａの回転軸に対する角度とは、例えば図３２に示す
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ように、流路３０００Ａ－１の延長線（流路Ａにおける液体の流れる方向の延長線）３０
００Ｓ３と回転軸とがなす角度３０００ｓ３を表す。流路３０００Ａ－１が屈曲している
場合、回転軸と流路３０００Ａ－１がなす角度は次のように定義できる。第１の貯液槽と
流路３０００Ａ－１との接続部と、流路３０００Ａ－１の途中で最も上方に位置する点と
を結んだ線を延長し、回転軸と延長線とがなす角度と定義できる。
【０２２０】
　また、流路Ａ全体が第１の回転速度における第１の貯液槽内の「試薬の液面を含む平面
」よりも、外周側に位置するものでなくとも、流路Ａと第１の貯液槽との接続部が前記第
１の回転速度における第１の貯液槽内の前記の「液面を含む平面」よりも回転軸を基準と
して外周方向に位置することが好ましい。これにより、第１の回転速度での回転において
第１の貯液槽内の液体（試薬）を、第１の保持槽に確実に送液することができる。
【０２２１】
　また、流路Ａは、その第１の保持槽との接続部のうち少なくとも一部が、第１の回転速
度における第１の保持槽内での試薬の液面を含む平面よりも回転軸側（内周側）にあるこ
とが好ましい。第１の回転速度で分析チップを回転させた際には、第１の貯液槽から送液
された液体（試薬）は、第１の保持槽において遠心力と重力の合力方向に略垂直な液面を
形成する。この際に、流路Ａと第１の保持槽との接続部のうちの少なくとも一部を、この
液面を含む平面よりも回転軸側に位置させることにより、第１の回転速度における回転中
、液体を第１の保持槽により確実に保持し、第１の貯液槽への逆流をより効果的に防止す
ることができる。
【０２２２】
　分析チップを第１の回転速度で回転させた場合の第１の保持槽における液体の流入プロ
セスは下記の通りである。まず、本発明の分析チップを第１の回転速度で回転させると、
第１の保持槽内に遠心力および重力の作用により液体が流入し始め、以降、第１の保持槽
内の「液体の液面を含む平面」が流路Ａと第１の保持槽との接続部よりも外周側に位置し
続ける間は、第１の保持槽から液体が逆流することなく流入し続ける。
【０２２３】
　従って、本発明の分析チップの流路３０００Ａ－１と第１の保持槽との接続部のうち少
なくとも一部が、第１の回転速度における第１の保持槽内での液体の液面を含む平面より
も内周側に位置する場合には、第１の保持槽から液体が逆流することなく、第１の保持槽
に液体が貯液される。例えば図２１に示すように、第１の回転速度で分析チップを回転さ
せているときには、第１の保持槽３０１０－１中の液体３０００Ｌ１の液面を含む平面３
０００Ｐ２は分析チップを主面から見ると右上がりの斜線を描くが、流路３０００Ａ－１
の第１の保持槽との接続部３０００Ｑ１が前記平面３０００Ｐ２よりも左側（３０００Ｐ
２で隔てられる２つの空間のうち回転軸のある空間）に位置することにより、第１の保持
槽３０１０－１中に、液体を他の槽に流出させることなく保持することができる。第１の
保持槽と流路３０００Ａ－１との接続部３０００Ｑ１は、第１の保持槽の上方に位置する
ことが好ましい。これにより、第１の回転速度より低速の第２の回転速度での回転時もし
くは回転停止時に、第１の保持槽内で形成される液面を含む平面よりも上方に位置するこ
ととなり、第１の貯液槽への逆流を効果的に抑制することが可能となる。
【０２２４】
〔第２の保持槽〕
　多段送液部においては、送液ユニットを構成する槽の一つとして、第２の保持槽を有す
る。この第２の保持槽は、分析チップの回転軸を基準として、前記第１の保持槽の重力方
向に位置する槽である。好ましくは、第１の保持槽より分析チップの回転軸側（内周側）
に位置する。
【０２２５】
　本発明における重力方向とは、重力の作用によって液体が流れる方向を意味し、具体的
には水平より下方を意味する。第１の保持槽の重力方向に第２の保持槽が位置するとは、
第１の保持槽より下方に第２の保持槽があることを意味する。具体的には分析チップの回
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転時に分析チップ主面を正面から見た場合に、水平より下方に位置することを意味する。
言い換えれば、重力方向とは重力の方向のベクトルを有する方向であればよく、重力の作
用によって液体を流れやすくするためには、鉛直方向に近い方向が好ましいことは言うま
でもない。
【０２２６】
　第２の保持槽は、本発明の分析チップの回転停止時もしくは第２回転速度における回転
時に、液体を内部に貯液可能な槽である。この場合の液体、すなわち試薬は、第１の保持
槽から送液されたものであってもよいし、第２の保持槽に直接格納されたものであっても
よい。
【０２２７】
　第２の保持槽の容量については試薬を格納できるものであれば特に限定されないが、液
体を０．００１ｍｌから１０ｍｌ、中でも０．０１ｍｌから１ｍｌを格納できるものが好
ましい。また、第２の保持槽の形状も略球形、直方体、角錐、円錐等の任意好適な形状か
ら適宜選択することができ、第１の回転速度において流路Ｃまたは流路Ｄを通じて該第２
の保持槽に一時的に保持した液体を排出できる構造であればよい。
【０２２８】
〔流路Ｂ〕
　本発明においては、流路Ｂは、送液ユニットを構成する流路のひとつであり、前記第１
の保持槽と該第２の保持槽間を連通する流路である。分析チップの第１の回転速度よりも
低速の第２の回転速度による回転時もしくは回転停止時に重力の作用により流路Ｂを前記
液体（試薬）が流れ、前記第１の保持槽から第２の保持槽に送液される。流路Ｂは、第１
の保持槽との接続部から重力方向に延伸し、第２の保持槽に接続している。これにより、
チップの前記第１回転速度よりも低速の第２回転速度による回転時または回転停止時に重
力の作用により液体（試薬）を第１の保持槽から第２の保持槽に、重力の作用により、送
液することが可能となる。
【０２２９】
　例えば、図１２に示すように、流路Ｂは、一端側が第２の保持槽の外周側の上方部分を
開口させて接続され、かつ他端側が同一段の第１の保持槽の回転軸側の下方部分を開口さ
せて接続されている。
【０２３０】
　流路Ｂは、その第１の保持槽との接続部のうちの少なくとも一部が、第１回転速度にお
ける第１の保持槽内の試薬の液面を含む平面よりも回転軸側（内周側）にあることが好ま
しい。第１回転速度でチップを回転させた際には、第１の貯液槽から送液された液体（試
薬）は、第１の保持槽において遠心力と重力の合力に略垂直な液面を形成する。この際に
、流路Ｂと第１の保持槽との接続部の少なくとも一部がこの液面よりも回転軸側に位置さ
せることにより、第１回転速度における回転中に液体を第１の保持槽により確実に保持す
ることができる。例えば図２２に示すように、分析チップを第１の回転速度で回転させた
とき、第１の保持槽３０１０－１内の液体３０００Ｌ１の液面を含む平面３０００Ｐ２よ
りも、流路３０００Ｂ－１の第１の保持槽３０１０－１との接続部３０００Ｑ２が内周（
回転軸）側（３０００Ｐ２で隔てられる２つの空間のうち回転軸のある空間）に位置する
ことにより、第１の保持槽３０１０－１に液体を他の槽に流出させることなく保持するこ
とができる。また、例えば図２３に示すように、接続部３０００Ｑ２が平面３０００Ｐ２
よりも内周側であれば、第１の回転速度における回転時には第１の保持槽３０１０－１内
に液体を、他の槽に流出させることなく保持することができる。
【０２３１】
　第１の保持槽３０１０－１と流路Ｂ３０００Ｂ－１との接続部３０００Ｑ２は、第１の
保持槽３０１０－１の下方（重力方向）に位置することが好ましい。これにより、第１の
回転速度より低速の第２の回転速度での回転時もしくは回転停止時に、第１の保持槽３０
１０－１内で形成される液面を含む平面よりも下方に位置することとなり、第１の保持槽
３０１０－１から流路Ｂ３０００Ｂ－１を介して液体を完全に第２の保持槽３０１０－２



(46) JP 5504690 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

に排出することが可能となる。
【０２３２】
　本発明の流路Ｂは、第２の回転速度における第１の保持槽内の「試薬の液面を含む平面
」よりも下方に位置することが好ましい。この場合、第１の保持槽内の液体を、分析チッ
プを第２の回転速度において回転もしくは停止させた際に、第１の保持槽から第２の保持
槽に、より確実に送液することができる。
【０２３３】
　前記流路Ｂは、少なくともその一部が前記第１の回転速度における前記第１の保持槽内
の「試薬の液面を含む平面」よりも、回転の内周側（回転軸に向かう方向）に延伸するこ
とが好ましい。これにより、第１の回転速度での回転時に第１の保持槽中の液体が第２の
保持槽へ流出することを効果的に防止することができる。例えば図２２および図２３に示
すように、第１の回転速度で分析チップを回転させているときには、第１の保持槽３０１
０－１の液体（試薬）３０００Ｌ１の液面を含む平面３０００Ｐ２よりも流路３０００Ｂ
－１が回転の内周側（平面３０００Ｐ２で隔てられる２つの空間のうち回転軸のある空間
）に位置することにより、第１の保持槽３０１０－１に液体を保持することができる。
【０２３４】
　流路Ｂは、第２の回転速度における第１の保持槽内の「試薬の液面を含む平面」よりも
下方に位置することが好ましい。これにより、第２の回転速度において、第１の保持槽か
ら第２の保持槽への送液を、滞留なく効率よく行うことができる。「試薬の液面を含む平
面よりも下方に位置する」とは、例えば図２４に示すように、第２の回転速度で分析チッ
プを回転させているときあるいは回転を停止させているときには、第１の保持槽３０１０
－１中の液体３０００Ｌ１の液面を含む平面３０００Ｐ３よりも流路３０００Ｂ－１が下
方の空間（３０００Ｐ３で隔てられる２つの空間のうち重力方向の空間）に位置すること
を意味する。
【０２３５】
　流路Ｂを回転軸に対し角度をなす形状とする場合、通常は回転軸に対して内周方向（回
転軸に向かう方向）または外周方向でかつ下方に０°から８０°、好ましくは０°から６
０°、さらに好ましくは０°から４５°の間で適宜設定することができる。この場合、第
２の回転速度による回転時もしくは回転停止時に、第１の保持槽内の液体（試薬）をより
効果的に第２の保持槽に送液することができる。更に好ましくは、回転軸に対して内周方
向でかつ下方に１°から８０°の間で設定することができる。流路Ｂを内周方向に延伸さ
せることで、第２の保持槽を分析チップの内周側に位置させることが可能となり、分析チ
ップのスペースを有効に活用することが可能となる。例えば図３３に示すように、流路Ｂ
の回転軸に対する角度とは、流路３０００Ｂ－１の延長線（流路３０００Ｂ－１における
液体の流れる方向の延長線）３０００Ｓ１と回転軸とがなす角度３０００ｓ１を表す。
【０２３６】
　また流路Ｂは、第１の保持槽から下方内周側に向けて延伸し、途中から下方外周側に向
けて屈曲していてもよい。これにより、分析チップの第２の回転速度による回転時または
回転停止時に液体（試薬）が流路Ｂを通過する際に、流路Ｂの下部に液残りが生じても、
次の第１の回転速度による回転時に、より確実に液体を下段の送液ユニットの第１の保持
槽に送液することが可能になる。例えば多段送液部の一例である図１４に示すように、流
路３０００Ｂ－１、流路３０００Ｂ－２及び流路３０００Ｂ－３は、それぞれ第１の保持
槽３０１０－１、３０２０－１、３０３０－１との接続部においては回転軸内周側へ延伸
しているが、それぞれ３０００Ｒ１、３０００Ｒ２および３０００Ｒ３の位置で重力方向
かつ外周側方向に方向転換させた構造とする。
【０２３７】
　図４７に示される多段送液部においては、流路Ｂすなわち流路３０００Ｂ－１、３００
０Ｂ－２、３０００Ｂ－３は、対応する第１の保持槽３０１０－１、３０２０－１、３０
３０－１との接続部から重力方向かつ内周側に延伸し、それぞれ屈曲部Ｒすなわち３００
０Ｒ１、３０００Ｒ２、３０００Ｒ３の位置において重力方向かつ外周側に折り返され、
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対応する第２の保持槽３０１０－２、３０２０－２、３０３０－２と接続されている。図
４７に示される多段送液部は、第１の保持槽、流路Ｂおよび第２の保持槽が連続的かつ一
体的に構成されている。各送液ユニット（Ｕ－１、Ｕ－２、Ｕ－３）の第１の保持槽、流
路Ｂおよび第２の保持槽は連続的に、この例では先端側の一部分が幅広とされ、上述の位
置Ｒで屈曲させた略くの字状の形状として構成されている。
【０２３８】
　第１の保持槽３０１０－１には、重力方向に並列的に配列された２つの第１の貯液槽（
３００１－１ａ、３００１－１ｂ）が接続（連通）されている。第２の保持槽（３０１０
－２、３０２０－２、３０３０－２）には第２の貯液槽（３０１０－３、３０２０－３、
３０３０－３）がそれぞれ接続されている。第１の貯液槽（３００１－１ａ、３００１－
１ｂ）からは、また、第２の貯液槽（３０１０－３、３０２０－３、３０３０－３）から
は、槽の外周側の上端部を接続部として、多段送液部を非傾斜としてみたときの重力方向
に、一旦延伸し、途中で外周方向かつ重力方向とは逆方向に折り返されて第２の保持槽（
３０１０－２、３０２０－２、３０３０－２）の内周側の下端部に接続される流路Ｅ（３
０００Ｅ－１、３０００Ｅ－２、３０００Ｅ－３）が延伸している。第２の保持槽（３０
１０－２、３０２０－２）からは、外周方向かつ重力方向とは逆方向に延伸して、第１の
保持槽（３０２０－１、３０３０－１）の内周側の上端部に接続される流路Ｃ（３０００
Ｃ－１、３０００Ｃ－２）が延伸している。最終段の第２の保持槽（３０３０－２）には
、外周方向かつ重力方向とは逆方向に延伸する流路３０００Ｃ－３が接続されている。流
路３０００Ｃ－３の外周側の上端部には、外周方向かつ重力方向に一旦延伸し、途中で外
周方向かつ力方向とは逆方向に折り返されて、多段送液部の外周側の外側面に開口する流
路３０００Ｄが接続されている。
【０２３９】
　図４８および図４９に示される多段送液部においては、流路３０００Ｂ－１、３０００
Ｂ－２、３０００Ｂ－３、３０００Ｂ－４は、対応する第１の保持槽３０１０－１、３０
２０－１、３０３０－１、３０４０－１との接続部から重力方向かつ内周側に延伸し、そ
れぞれ３０００Ｒ１、３０００Ｒ２、３０００Ｒ３、３０００Ｒ４の位置において重力方
向かつ外周側に折り返され、対応する第２の保持槽３０１０－２、３０２０－２、３０３
０－２、３０４０－２と接続されている。すなわち、図４８および図４９に示される多段
送液部は、第１の保持槽、流路Ｂおよび第２の保持槽が連続的かつ一体的に構成されてい
る。各送液ユニット（Ｕ－１、Ｕ－２、Ｕ－３、Ｕ－４）の第１の保持槽、流路Ｂおよび
第２の保持槽は連続的に、この例では逆Σ字状の形状として構成されている。
【０２４０】
　流路Ｂの形状やサイズは、流路Ａと同様、流路全体が管形状であればよく、流路全体を
通じて一定でなくともよい。また、流路Ｂは第１の保持槽と第２の保持槽とを直接連通す
る開口であってもよい。流路Ｂの横断面の形状は円、多角形等特に限定されない。流路Ｂ
の横断面のサイズについても、およそ一定であればよく、試薬が通過可能なサイズで適宜
調整することができる。流路Ｂの断面積が、流路Ａよりも大きいサイズであることにより
、第１の保持槽内の液体（試薬）を第２の保持槽に円滑に送液することができるので、好
ましい。例えば、流路Ｂの短径（円の場合は直径、多角形の場合は中心を通る最も短い径
を意味するものとする。）は通常１０μｍから５ｍｍ、好ましくは１００μｍから３ｍｍ
の範囲とすることができる。
【０２４１】
　流路Ｂは、第１の保持槽との接続部における流路断面積より小さな流路断面積となる部
位を流路途中に有することが好ましい。これにより、重力に加えて毛細管現象を利用して
送液することができるため、重力による検体・試薬の送液に必要な時間を短縮することが
できる。更に好ましくは、第１の保持槽との接続部における流路断面積より小さな流路断
面積となる部位を有し、その下流に更に小さな流路断面積となる部位を流路途中に１つま
たは複数有する。また、流路Ｂは、その全体または一部の流路断面積が下流に向かって連
続的に小さくなっていてもよい。
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【０２４２】
　また、流路Ｂの断面積は第２の保持槽に近づくほど小さくなっていれば、さらに好まし
い。これにより、第２の回転速度での回転時または回転停止時に、重力によって液体（試
薬）が第１の保持槽から第２の保持槽に送液される際に表面張力が作用し、さらに円滑に
液体が第２の保持槽に向かって送液される。
【０２４３】
　本発明の分析チップ内に設けられた多段送液部における流路Ｂは、少なくともその内壁
面の一部において親水的な表面を有することが好ましい。これにより、毛細管力を有効に
利用できることから、重力による排出をさらに短時間で、確実に行うことができる。流路
Ｂが角柱もしくは角錐状の形状の場合、好ましくは、流路Ｂを形成する２以上の内壁面、
最も好ましくは流路Ｂを形成する全ての内壁面が親水的であることが好ましい。
【０２４４】
　本発明の各段の送液ユニットの流路Ｂは、分析チップに含まれる複数の流路Ｂと回転軸
とがなす角度を同一にすることが好ましい。この場合、同一の第２の回転速度もしくは回
転停止で重力方向の槽に送液することが可能となり、送液の制御をより容易に行うことが
可能となる。すなわち、流路Ｂを複数設けた分析チップの場合には、通常、第１の回転速
度による回転および第２の回転速度による回転からなるサイクルを数回以上行って分析チ
ップ内を送液させるが、その場合に第２の回転速度をサイクルごとに変更することなく同
一速度とすることが可能となる。
【０２４５】
　本発明において第２の保持槽には、流路Ｃが接続されている。流路Ｃは、第２の保持槽
と前記下段の送液ユニットの第１の保持槽とを連通する流路である。これにより上段の送
液ユニットと下段の送液ユニットとが、流路Ｃにより接続され、液体を次のユニットに流
下、送液させることができる。すなわち、後述するように、流路Ｃによれば第２の回転速
度での回転時もしくは回転停止時には第２の保持槽から下段の送液ユニットの第１の保持
槽には液体が送液されず、第２の回転速度よりも高速の第１の回転速度による回転時には
、液体を、遠心力及び重力の作用により、第２の保持槽から下段の送液ユニットの第１の
保持槽に送液することができる。
【０２４６】
　本発明における第２の保持槽は、第１の保持槽から流入した液体（試薬）を保持するだ
けでなく、前記第１の貯液槽と同様に、回転前に試薬が予め格納されていてもよい。第２
の保持槽は、試薬を注入するための開口部を有するものであってもよい。第２の保持槽に
予め液体を格納しておくことにより、第２の回転速度での回転時または回転停止により第
１の保持槽から液体が流入する前に、予め格納していた液体を後述する流路Ｃを介して下
段の送液ユニットの第１の保持槽に送液することができる。
【０２４７】
　第２の保持槽の容量については試薬を格納できるものであれば特に限定されないが、液
体を０．００１ｍｌから１０ｍｌ、中でも０．０１ｍｌから１ｍｌを格納できるものが好
ましい。また、貯液槽の形状も略球形、直方体、角錐、円錐等の任意好適な形状から適宜
選択することができ、第１の回転速度において流路Ｃまたは流路Ｄを通じて該第２の保持
槽に一時的に保持した液体を排出できる構造であればよい。
【０２４８】
〔流路Ｃ〕
　本発明における下段の送液ユニットの第１の保持槽は、分析チップの回転軸を基準とし
て、前記第２の保持槽の外周側に位置する保持槽である。かかる第１の保持槽は、第１の
回転速度の回転における遠心力の作用により、第２の保持槽から流路Ｃを通過して送液さ
れた試薬を、その内部に保持させることができる槽である。また、第１の回転速度での回
転に次いで行われる、第１の回転速度よりも低速の第２の回転速度での回転時もしくは回
転停止時には、その内部に保持していた液体を排出させることができる。したがって、流
路Ａに代えて流路Ｃから試薬が送液される点を除いては、最上段の送液ユニットの第１の
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保持槽と共通である。また、流路Ｃは、第１の回転速度による回転中に、後述する第２の
貯液槽から流路Ｅを通じて流入した検体・試薬を保持できる槽として設けられてもよい。
【０２４９】
　図１２に示すように、流路Ｃ（３０００Ｃ－１，３０００Ｃ－２）は、一端側が第２の
保持槽（３０１０－２，３０２０－２）の外周側の下方部分を開口させて接続され、かつ
他端側が一段下段の第１の保持槽（３０２０－１，３０３０－１）の回転軸側の上方部分
を開口させて接続されている。
【０２５０】
　本発明における流路Ｃは、上段の送液ユニットと下段の送液ユニットとの間に位置する
。流路Ｃは、分析チップの第１の回転速度での回転において、遠心力及び重力の作用によ
り、上段の送液ユニットの第２の保持槽内の試薬を、下段の送液ユニットの第１の保持槽
に送液するための流路である。これにより、第２の回転速度での回転時もしくは回転停止
時に、上段の送液ユニットの第２の保持槽に保持された液体（試薬）を、第１の回転速度
での回転において下段の送液ユニットの第１の保持槽に送液することが可能となり、回転
数制御により液体を順次送液する制御が可能となる。
【０２５１】
　流路Ｃは、少なくともその一部が、第２の回転速度での回転時もしくは回転停止時にお
ける第２の保持槽内の「試薬の液面を含む平面」よりも回転の内周側もしくは上方に位置
することが好ましい。この場合、第２の回転速度での回転時もしくは回転停止時に、第１
の保持槽から第２の保持槽に流入した液体（試薬）を、下段の送液ユニットの第１の保持
槽に流入させることなく、より確実に第２の保持槽に留めておくことが可能となる。
【０２５２】
　流路Ｃのうち少なくとも一部は、分析チップの第２の回転速度による回転時もしくは回
転停止時に形成される第２の保持槽内の「試薬の液面を含む平面」より上方に位置する領
域内に位置することが好ましい。第２の回転速度での回転時もしくは回転停止時に、第１
の保持槽から、第２の保持槽に試薬が流入するが、上記のようにすることで、第２の保持
槽内に液体（検試薬）を確実に留めることができる。
【０２５３】
　例えば図２５を例にとって説明する。第２の回転速度で分析チップを回転させていると
きまたは回転停止時には、第２の保持槽内３０１０－２の液体３０００Ｌ１は、液面を含
む平面３０００Ｐ４を形成する。流路３０００Ｃ－１は、その一部が、この平面３０００
Ｐ４よりも上方の空間（３０００Ｐ４で隔てられる２つの空間のうち重力方向とは反対側
の空間）に位置する領域を有し、加えて、該領域に次の送液ユニットの第１の保持槽３０
２０－１との接続部３０００Ｑ３を有する。これにより、第２の回転速度での回転時もし
くは回転停止時に第２の保持槽３０１０－２に流入した液体は、流路３０００Ｃ－１の途
中まで流入することはあっても次の送液ユニットの第１の保持槽３０２０－１まで流入す
ることはない。
【０２５４】
　流路Ｃは、少なくともその一部が、第１の回転速度における第２の保持槽内の「試薬の
液面を含む平面」よりも、外周側に位置することが好ましい。この場合、第１の回転速度
において、第２の保持槽内の液体（試薬）を、下段の送液ユニットの第１の保持槽に、よ
り効率的に送液することが可能となる。すなわち、「試薬の液面を含む平面」より外周側
に位置し続ける間、第２の保持槽から下段の送液ユニットの第１の保持槽に液体が流入し
続ける。なお、流路Ｃの全てが第１の回転速度における第２の保持槽内の「液体の液面を
含む平面」よりも、外周側に位置する必要はなく、流路Ｃの外周側の壁が「液体の液面を
含む平面」よりも、外周側に位置していればよい。
【０２５５】
　分析チップを第１の回転速度で回転させた場合の第２の保持槽からの液体の移動プロセ
スは下記の通りである。まず、本発明の分析チップを回転させ始めた時点で第２の保持槽
内の「液体の液面を含む平面」が、水平面と比較して傾く。第１の回転速度に達した時点
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、すなわち、流路Ｃが第２の保持槽内の「液体の液面を含む平面」よりも外周側となる時
点で、第２の保持槽から次の送液ユニットの第１の保持槽内に、遠心力および重力の作用
により液体が流入し始め、以降、第２の保持槽内の「液体の液面を含む平面」が流路Ｃの
少なくとも一部よりも内周側に位置し続ける間は、第２の保持槽から次段の送液ユニット
の第１の保持槽に液体が流入し続ける。
【０２５６】
　従って、本発明の分析チップの流路Ｃの少なくとも一部が、第１の回転速度における第
２の保持槽内の「試薬の液面を含む平面」よりも外周側に位置する場合には、第２の保持
槽中の液体の全量を、流路Ｃを介して下段の送液ユニットの第１の保持槽に移動させるこ
とができる。例えば図２６に示すように、第１の回転速度で分析チップを回転させている
ときには、第２の保持槽３０１０－２の液体３０００Ｌ１の液面を含む平面３０００Ｐ４
は分析チップを主面から見ると右上がりの斜線を描くが、流路３０００Ｃ－１が平面３０
００Ｐ４よりも外周側（平面３０００Ｐ４を隔てて回転軸のある側とは反対側の空間）に
位置するので、第１の回転速度による回転時に第２の保持槽が空になるまで液体を流出さ
せることができる。
【０２５７】
　本発明において、流路Ｃと分析チップの回転軸とがなす角度が、流路Ｂと分析チップの
回転軸とがなす角度よりも小さいことが好ましい。これにより、第２の回転速度による回
転時もしくは回転停止時に流路Ｂを液体が通過するときに、流路Ｂの先の第２の保持槽か
ら先に、液体が流出してしまうことをより確実に防ぐことが可能となる。すなわち、流路
Ｂよりも流路Ｃのほうが垂直に近い、つまり流路Ｂと回転軸とがなす角度よりも、流路Ｃ
と回転軸とがなす角度のほうを小さくすることで、第２の保持槽内に液体をより確実に留
めることが可能となる。
【０２５８】
　なお、３段以上の送液ユニットを有する分析チップの場合、流路Ｃが複数存在すること
になるが、各流路Ｃと回転軸とがなす角度を同一にすることが好ましい。流路Ｃを複数設
けた分析チップの場合には、通常、第１の回転速度による回転および第２の回転速度によ
る回転からなるサイクルを数回以上行って分析チップ内を送液させるが、その場合に第１
の回転速度をサイクルごとに変更することなく同一速度とすることが可能となる。
【０２５９】
　本発明における流路Ｃと回転軸とがなす角度は、少なくともその一部が回転軸に対し外
周方向かつ上方に角度をなす形状であることが好ましい。流路Ｃと回転軸とがなす角度は
、２つの送液ユニット間の距離を小さくし、無駄なスペースなく送液ユニットを配置でき
ることから、小さいことが好ましい。その角度は、通常は０°から８０°、好ましくは１
°から４５°さらに好ましくは３°から１５°の間で適宜設定することができる。この時
、流路Ｃと回転軸とがなす角度は、流路Ｂと回転軸とがなす角度よりも小さくすることが
好ましい。上述したように第２回転速度での回転時もしくは回転停止時には流路Ｂを液体
が通過する。この際、上記のように流路Ｃの方が流路Ｂよりも垂直に近い角度となるよう
調整することにより、第２の保持槽からの試薬の流出を効果的に防ぐことができる。すな
わち、このように調整することにより、本発明の分析チップを第１の回転速度による回転
と第２の回転速度による回転を交互に繰り返すことにより、槽間を順次送液することがで
きる。
【０２６０】
　「流路Ｂと分析チップの回転軸とがなす角度」、「流路Ｃと分析チップの回転軸とがな
す角度」は、それぞれの流路の延長線と回転軸との交差部分の角度を意味する。例えば図
２７に示すように「流路Ｂと分析チップの回転軸とがなす角度」は流路３０００Ｂ－１の
延長線（流路Ｂにおける液体（試薬）の流れる方向の延長線）３０００Ｓ１と回転軸とが
なす角度３０００ｓ１、「流路Ｃと分析チップの回転軸とがなす角度」は流路３０００Ｃ
－１の延長線（流路Ｃにおける液体の流れる方向の延長線）３０００Ｓ２と回転軸とがな
す角度３０００ｓ２で示される。この例の場合角度３０００ｓ１が角度３０００ｓ２より
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も大きい（３０００ｓ１＞３０００ｓ２）ことを示す。なお、流路Ｃが屈曲している場合
、回転軸と流路Ｃとがなす角度は次のように定義できる。第２の保持槽と流路Ｃとの接続
部と、流路Ｃの途中で最も上方に位置する点とを結んだ線を延長し、回転軸と延長線とが
なす角度と定義できる。
【０２６１】
　流路Ｂと分析チップの回転軸とがなす角度と流路Ｃと分析チップの回転軸とがなす角度
との差は、通常は０．５°から４５°、好ましくは１°から２０°の間で適宜設定するこ
とができる。
【０２６２】
　多段送液部を３つ以上の送液ユニットから構成する場合には、流路Ｃも複数存在するこ
ととなる。この場合に複数設けた流路Ｃは、少なくとも各流路の一部が互いに平行である
ことが好ましい。この場合、複数設けた第２の保持槽から下段の送液ユニットの第１の保
持槽に送液するための第１の回転速度を同じ回転速度とすることができる。
【０２６３】
　流路Ｃは、該流路Ｃと第２の保持槽との接続部を通り、かつ第１の回転速度における遠
心力と重力の合力に垂直な面より外周側に位置していることが好ましい。これにより、第
２の保持槽に導入した液体を、分析チップを第１の回転速度において回転させた際に、下
段の送液ユニットの第１の保持槽に送液することができる。例えば図２９に示すように、
分析チップを第１の回転速度で回転させたとき、第２の保持槽３０１０－２内の液体３０
００Ｌ１の液面を含む平面３０００Ｐ５は、分析チップを主面から見ると右上がりの斜線
を描くが、流路３０００Ｃ－１が液面３０００Ｐ５よりも外周側（液面３０００Ｐ５で隔
てられる２つの空間のうち回転軸のある空間とは反対側の空間）に位置する場合には、第
２の保持槽３０１０－２が空になるまで液体を流出させることができる。
【０２６４】
　「流路Ｃと第２の保持槽との接続部を通り、かつ第１の回転速度における遠心力と重力
の合力に垂直な面」とは、本発明の分析チップを第１の回転速度で回転させた際に、分析
チップの流路Ｃと第２の保持槽との接続部に働く遠心力と重力の合力に対し垂直な角度を
なし、かつ、前記接続部と交差する面を意味する。例えば、図２８に示すように、分析チ
ップに働く遠心力と、重力の方向及び大きさを矢印で示した場合に、遠心力と重力の合力
は外周側を向く太線の矢印で示す方向及び大きさで表される。「流路Ｃと第２の保持槽と
の接続部を通り、かつ第１の回転速度における遠心力と重力の合力に垂直な面」とは、前
記合力を示す太線矢印に対し垂直な矢印（図２８中の太線の矢印）を通る面を基準として
、流路３０００Ｃ－１が回転軸の存在する空間（内周側）とは反対側の空間（外周側）に
位置することを意味する。
【０２６５】
　本発明における流路Ｃと下段の送液ユニットの第１の保持槽との接続部は、第１の回転
速度における下段の送液ユニットの第１の保持槽内の「試薬の液面を含む平面」よりも、
分析チップの回転軸を基準として、内周側に位置することが好ましい。これにより、第１
の回転速度での回転中に下段の送液ユニットの第１の保持槽から第２の保持槽など下流へ
の流出をより効果的に防止することが可能となる。
【０２６６】
　流路Ｃの形状やサイズは、流路全体が管形状であればよく、流路全体を通じて一定でな
くともよい。また、流路Ｃは第２の保持槽と下段の送液ユニットの第１の保持槽とを連通
する開口であってもよい。流路Ｃの横断面の形状は円、多角形等特に限定されない。流路
Ｃの横断面のサイズについても、およそ一定であればよく、試薬が通過可能なサイズで適
宜調整することができる。例えば、流路Ｃの短径（円の場合は直径、多角形の場合は中心
を通る最も短い径を意味するものとする。）は通常１０μｍから５ｍｍ、好ましくは５０
０μｍから３ｍｍの範囲とすることができる。流路Ｃの短径が小さい場合、第１の回転速
度における第２の保持槽から下段の送液ユニットの第１の保持槽への液体（試薬）の送液
に必要な時間は長くなり、短径が大きい場合、必要な時間は短くなる。
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【０２６７】
　また、流路Ｃは、第２の保持槽と下段の送液ユニットの第１の保持槽とを連通していれ
ば、必ずしも全部が直線状でなくともよい。流路Ｃは、その一部または全部が曲線や凹凸
を描いていてもよい。流路Ｃの延在形状は、直線と曲線とが混在していてもよいし、途中
で屈曲していてもよい。
【０２６８】
　また、流路Ｃと第２の保持槽が、一体となっていてもよい。図１４に示すように、第２
の保持槽と下段の送液ユニットの第１の保持槽が直接連通していてもよく、この時、第２
の保持槽３０１０－２、３０２０－２の外周側の内壁部位３０００Ｃ－１１、３０００Ｃ
－２１を流路Ｃと見なすことができる。すなわち、第２の保持槽の外周側の壁３０００Ｃ
－１１、３０００Ｃ－２１と回転軸とがなす角度は、通常は０°から８０°、好ましくは
１°から４５°、より好ましくは３°から１５°の間で適宜設定することができる。この
時、第２の保持槽の外周側の内壁部３０００Ｃ－１１、３０００Ｃ－２１、３０００Ｄ－
１１と分析チップの回転軸とがなす角度は、流路Ｂと分析チップの回転軸とがなす角度よ
りも小さくすることが好ましい。
【０２６９】
〔流路Ｄ〕
　多段送液部は、多段送液部から反応室ユニットに連通し、好ましくは最下段の送液ユニ
ットの第２の保持槽から外周方向に延伸する流路Ｄを有する。これにより、多段送液部に
導入された試薬が、回転により各槽を順次送液された結果物（通常は液体）を、この流路
Ｄ（３０００Ｄ）を介して、多段送液部における最終槽外に取り出し、前述の反応室ユニ
ットに送液することが出来る。例えば図１２に示すように、流路Ｄは一端側が最下段の第
２の貯液槽の外周側の下方部分を開口させて接続させ、さらに他端側が外周方向かつ上方
方向に延在している。
【０２７０】
　多段送液部において流路Ｄの構造は、第２の回転速度による回転時もしくは回転停止時
には流路Ｄの接続する第２の保持槽に液体が保持されるような構造であることが好ましい
。また、第２の回転速度よりも高速の第１の回転速度による回転時には遠心力の作用によ
り前記第２の保持槽中の液体が流路Ｄを介して下流に送液される構造であることが好まし
い。この場合、第２の回転速度による回転時もしくは回転停止時に、第２の保持槽に保持
された液体を、回転数を上げることで下流に送液することが可能となり、液体を順次送液
する制御が可能となる。
【０２７１】
　流路Ｄは、少なくともその一部に、第２の回転速度での回転時もしくは回転停止時にお
ける第２の保持槽内の「試薬の液面を含む平面」よりも内周側もしくは上方に位置する領
域を含むことが好ましい。この場合、第２の回転速度での回転時もしくは回転停止時に、
第１の保持槽から第２の保持槽に流入した液体を、前記反応室ユニットに流入させること
なく、より確実に第２の保持槽に留めておくことが可能となる。例えば図３０に示すよう
に、第２の回転速度での回転時もしくは回転停止時において、流路Ｄの後半領域は、第２
の保持槽３０３０－２の液面Ｐ６よりも上方に位置する。
【０２７２】
　流路Ｄは、第１の回転速度における、流路Ｄが接続する第２の保持槽内の「試薬の液面
を含む平面」よりも、外周側に位置することが好ましい。この場合、第１の回転速度にお
いて、第２の保持槽内の液体（試薬）を、前記反応室ユニットに、より効率的に送液する
ことが可能となる。流路Ｄの全てが第１の回転速度における第２の保持槽内の「液体の液
面を含む平面」よりも、外周側に位置する必要はなく、少なくとも流路Ｄの外周側の壁が
外周側に位置していればよい。なお、流路Ｃの全てが第１の回転速度における第２の保持
槽内の「液体の液面を含む平面」よりも、外周側に位置する必要はなく、流路Ｃの外周側
の壁が「液体の液面を含む平面」よりも、外周側に位置していればよい。
【０２７３】



(53) JP 5504690 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

　流路Ｄは、第１の回転速度における遠心力と重力の合力に垂直な面より外周側に位置し
ていることが好ましい。これにより、第２の保持槽に導入した液体（試薬）を、分析チッ
プを第１の回転速度で回転させた際に、前記反応室ユニットに、より効率的に送液するこ
とが可能となる。遠心力と重力の合力に垂直な面、該面より外周側の定義については、流
路Ａ、流路Ｃで説明した通りである。
【０２７４】
　本発明の流路Ｄは、その流路の少なくとも一部が、上段の送液ユニットの流路Ａの少な
くとも一部と、平行であることが好ましい。この場合、第１の貯液槽から第１の保持槽に
送液するための第１の回転速度と、第２の保持槽から反応室ユニットの試薬・検体受けも
しくは反応室に送液するための第１の回転速度とを同じ回転速度とすることができる。さ
らに、予め第１の貯液槽と、第２の保持槽とに液体（試薬）を導入した時、同じ第１の回
転速度による回転を行うことにより、それらの液体を次の槽に同時に送液することが可能
となる。
【０２７５】
　流路Ｄの第２の保持槽との接続端の反対側の端部は、例えば図１５に示すように反応室
ユニット１０００Ｉと接続している。
【０２７６】
　本発明において、流路Ｂと分析チップの回転軸とがなす角度が、流路Ｄと分析チップの
回転軸とがなす角度よりも大きいことが好ましい。これにより、第２回転速度での回転時
もしくは回転停止時に流路Ｂを液体が通過するときに、流路Ｂの先の第２の保持槽からそ
の先に、液体が流出してしまうことをより確実に防ぐことが可能となる。すなわち、流路
Ｂよりも流路Ｄが垂直に近い、つまり流路Ｂと回転軸とがなす角度よりも、流路Ｄと回転
軸とがなす角度のほうを小さくすることで、第２の保持槽内に液をより確実に留めること
が可能となる。
【０２７７】
　本発明における流路Ｄは、少なくともその一部が回転軸に対し外周側上方に角度をなす
形状であることが好ましく、中でも、０°から８０°の角度をなすことが好ましい。さら
に好ましい角度としては１°から４５°、より好ましくは３°から１５°の間で適宜設定
することができる。流路Ｄの回転軸に対する角度については、他の流路について既に説明
したのと同様であるので、説明を省略する。
【０２７８】
　流路Ｄの形状やサイズは、流路全体が管形状であればよく、流路全体を通じて一定でな
くともよい。また、流路Ｄは第２の保持槽と反応室ユニットとを直接連通する開口であっ
てもよい。横断面の形状は円、多角形等特に限定されない。流路Ｄの横断面のサイズにつ
いても、およそ一定であればよく、試薬が通過可能なサイズで適宜調整することができる
。例えば、流路Ｄの短径（円の場合は直径、多角形の場合は中心を通る最も短い径を意味
するものとする。）は通常１０μｍから５ｍｍ、好ましくは１００μｍから３ｍｍの範囲
とすることができる。流路Ｄの短径が小さい場合、第１の回転速度における第２の保持槽
から前記反応室ユニットへの液体（試薬）の送液に必要な時間は長くなり、短径が大きい
場合、必要な時間は短くなる。
【０２７９】
　また、流路Ｄは、第２の保持槽に接続されていれば、必ずしも全部が直線状でなくとも
よい。流路Ｄは、その一部または全部が曲線や凹凸を描いていてもよい。流路Ｄの延在形
状は、直線と曲線とが混在していてもよいし、途中で屈曲していてもよい。
【０２８０】
　本発明における流路Ａ、流路Ｂ、下段の送液ユニットの、流路Ｂ、流路Ｃ、流路Ｄは、
貯液槽と保持槽、保持槽と保持槽との間を連通する管状構造であってもよいし、貯液槽と
保持槽、保持槽と保持槽とを直接的に連通する開口構造であってもよい。
【０２８１】
　また、流路Ｄと最下段の送液ユニットの第２の保持槽が、一体となっていてもよい。ま
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た、この場合に最下段の送液ユニットの第２の保持槽と前記反応室ユニットとが直接連通
していてもよい。この時、第２の保持槽の外周側の壁に沿った部位を流路Ｄと見なすこと
ができる。具体的には例えば図１４に示すように第２の保持槽３０３０－２の外周側の内
壁部位３０００Ｄ－１１を流路Ｄと見なすことができる。第２の保持槽の外周側の壁と回
転軸とがなす角度は、通常は０°から８０°、好ましくは１°から４５°、より好ましく
は３°から１５°の間で適宜設定することができる。この時、第２の保持槽の外周側の壁
と分析チップの回転軸とがなす角度は、流路Ｂと分析チップの回転軸とがなす角度よりも
小さくすることが好ましい。
【０２８２】
　多段送液部中に含まれる流路Ａ、流路Ｃ、流路Ｄは、各流路と回転軸とがなす角度を同
一にすることが好ましい。この場合、同一の第１の回転速度で下流の槽に送液することが
可能となり、送液の制御をより容易に行うことが可能となる。すなわち、送液ユニットを
複数設けた分析チップの場合には、通常、第１の回転速度による回転および第２の回転速
度による回転からなるサイクルを数回以上行って分析チップ内を送液させるが、その場合
に第１の回転速度をサイクルごとに変更することなく同一速度とすることが可能となる。
【０２８３】
　多段送液部においては、前記したような送液ユニットを２以上有していればよく、送液
ユニットの数は特に限定されない。
【０２８４】
　送液ユニットの数を増やすほど、最終段に至るまでの送液ステップを遅らせることがで
きる。加えて、順次送液できる試薬の種類を増やすことも可能となる。このように複数の
送液ユニットを用いるとき、第１の回転速度での回転と第２の回転速度での回転（もしく
は回転停止）を繰り返すことにより、複数種類の試薬を順次送液することが可能となる。
【０２８５】
　多段送液部は、複数の送液ユニットのうちの少なくとも１つの送液ユニットにおいて、
第２の貯液槽と流路Ｅとを有するものであってもよい。これにより、第１の回転速度にお
いて前記送液ユニットの各段に液体（試薬）を注入し、第１の保持槽に保持させることが
できる。これにより、複数種の液体をシーケンシャルに送液することができる。
【０２８６】
〔第２の貯液槽〕
　第２の貯液槽を、回転軸を基準として、第１の貯液槽または第２の保持槽の内周側に配
置して設けてもよい。例えば図１５に示すように、第２の貯液槽３０１０－３、３０２０
－３，３０３０－３は、それぞれ第２の保持槽３０１０－２，３０２０－２，３０３０－
２の内周側（回転軸側）に配置される。第２の貯液槽は、通常予め試薬が格納されるので
、試薬を注入するための開口部を有するものであってもよい。また、本発明における分析
チップが、試薬リザーバユニットを有する場合には、第２の貯液槽は試薬リザーバユニッ
トの試薬貯液槽の一つとして設けることができる。第２の貯液槽の容量については試薬を
格納できるものであれば特に限定されないが、液体を０．００１ｍｌから１０ｍｌ、中で
も０．０１ｍｌから１ｍｌを格納できるものが好ましい。また、第２の貯液槽の形状は特
に限定するものではなく、略球形、円柱、直方体、角錐、円錐等の任意好適な形状から適
宜選択することができる。
【０２８７】
〔流路Ｅ〕
　図１５、図３１、図３７に示すように、流路Ｅは、第２の貯液槽と、第１の貯液槽、第
２の保持槽もしくは第１の保持槽とを連通する流路である。流路Ｅは、一端側が第２の貯
液槽の外周側と接続され、かつ他端側が第２の保持槽、第１の貯液槽または第１の保持槽
の回転軸側と接続されている。この流路Ｅは、第１の回転速度による回転時に、遠心力及
び重力の作用により、液体を第２の貯液槽から第２の保持槽、第１の貯液槽または第１の
保持槽に送液する流路である。
【０２８８】
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　図１５に示すように、流路３０００Ｅ－１は、第２の貯液槽３０１０－３と第２の保持
槽３０１０－２とを連通している。流路３０００Ｅ－２は、第２の貯液槽３０２０－３と
第２の保持槽３０２０－２とを連通している。流路３０００Ｅ－３は、第２の貯液槽３０
３０－３と第２の保持槽３０３０－２との間を連通している。同様に、図３１の左側の図
に示すように、流路３０００Ｅ－１は、第２の貯液槽３０１０－３と第２の保持槽３０１
０－２とを連通している。流路３０００Ｅ－２は、第２の貯液槽３０２０－３と第２の保
持槽３０２０－２とを連通している。流路３０００Ｅ－３は、第２の貯液槽３０３０－３
と第２の保持槽３０３０－２との間を連通している。
【０２８９】
　図３７に示すように、流路３０００Ｅ－０は、試薬リザーバユニットをチップ本体に装
着した状態において、試薬リザーバユニットの第２の貯液槽３００１－２－１及び３００
１－２－２と、チップ本体の第１の貯液槽３００１－１とを連通している。流路３０００
Ｅ－１は、試薬リザーバユニットの第２の貯液槽３０１０－３と、チップ本体の第２の保
持槽３０１０－２とを連通している。流路３０００Ｅ－２は、試薬リザーバユニットの第
２の貯液槽３０２０－３と、チップ本体の第２の保持槽３０２０－２とを連通している。
流路３０００Ｅ－３は、試薬リザーバユニットの第２の貯液槽３０３０－３と、チップ本
体の第２の保持槽３０３０－２との間を連通している。
【０２９０】
　本発明における流路Ｅは、少なくともその一部が回転軸に対して外周側上方に０°から
９０°、外周側下方（外周側方向かつ重力方向）に０°から９０°の角度をなすことが好
ましい。さらに好ましくは外周側上方（外周側方向かつ重力方向とは逆方向）に１°から
９０°、より好ましくは１°から４５°、さらに好ましくは１°から１５°の間で適宜設
定することができる。
【０２９１】
　流路Ｅの形状やサイズは、流路全体が管形状であればよく、流路全体を通じて一定でな
くともよい。また、流路Ｅは第２の貯液槽と第２の保持槽、第１の貯液槽または第１の保
持槽とを直接連通する開口であってもよい。流路Ｅの横断面の形状は円、多角形等特に限
定されない。流路Ｅの横断面のサイズについても、およそ一定であればよく、試薬が通過
可能なサイズで適宜調整することができる。例えば、流路Ｅの短径（円の場合は直径、多
角形の場合は中心を通る最も短い径を意味するものとする。）は通常１０μｍから５ｍｍ
、好ましくは１００μｍから１ｍｍの範囲とすることができる。流路Ｅの短径が小さい場
合、第１の回転速度における第２の貯液槽から第２の保持槽、第１の貯液槽または第１の
保持槽への液体の送液に必要な時間は圧力損失により長くなり、短径が大きい場合、必要
な時間は短くなる。
【０２９２】
　また、流路Ｅは第２の貯液槽と第１の貯液槽または第２の保持槽、第１の貯液槽または
第１の保持槽とを連通していれば、必ずしも全部が直線でなくともよい。流路Ｅは、その
一部または全部が曲線や凹凸を描いていてもよい。流路Ｅの延在形状は、直線と曲線とが
混在していてもよいし、途中で屈曲していてもよい。
【０２９３】
　流路Ｅは、該流路Ｅと前記第２の貯液槽との接続部を通り、第１の回転速度における遠
心力と重力の合力に垂直な面より外周側に位置していることが好ましい。これにより、第
２の貯液槽に導入した液体（試薬）を、分析チップを第１の回転速度において回転させた
際に、第２の貯液槽から第１の貯液槽または第２の保持槽、第１の貯液槽または第１の保
持槽に液体を送液することができ、その液体は遠心力又は重力により次の槽もしくは反応
室に送液される。上記遠心力と重力の合力に垂直な面、該面より外周側の定義については
、流路Ａ、流路Ｃで説明した通りである。
【０２９４】
　流路Ｅは、少なくともその一部が、第１の回転速度における第１の貯液槽内の「試薬の
液面を含む平面」よりも、外周側に位置することが好ましい。これにより、第２の貯液槽
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に導入された液体（試薬）を、分析チップを第１の回転速度において回転させた際に、第
２の保持槽、第１の貯液槽または第１の保持槽に、より確実に送液することができる。流
路Ｅの全てが第１の回転速度における第２の貯液槽内の「液体の液面を含む平面」よりも
、外周側に位置する必要はなく、流路Ｅの外周側の壁が「液体の液面を含む平面」よりも
、外周側に位置していればよい。
【０２９５】
　「第１の回転速度における第２の貯液槽内の液体の液面」とは、流路Ａに関連して第１
の貯液槽に関し説明したのと同様であり、液体が導入された第２の貯液槽を有する分析チ
ップを、第１の回転速度で回転させたときの、第２の貯液槽内で液体が形成する液面を含
む液面を意味する。
【０２９６】
　分析チップを第１の回転速度で回転させた場合の第２の貯液槽からの液体の移動プロセ
スは下記の通りである。まず、本発明の分析チップを回転させ始めた時点で第２の貯液槽
内の「液体の液面を含む平面」が水平面に比較して傾く。第１の回転速度に達した時点、
すなわち、流路Ｅが第２の貯液槽内の「液体の液面を含む平面」よりも外周側となる時点
で、第２の貯液槽から第１の貯液槽または第２の保持槽内、第１の貯液槽内または第１の
保持槽内に、遠心力および重力の作用により液体が流入し始め、以降、第２の貯液槽内の
「液体の液面を含む平面」が流路Ｅの少なくとも一部よりも内周側に位置し続ける間は、
第２の貯液槽から第１の貯液槽または第２の保持槽、第１の貯液槽内または第１の保持槽
内に液体が流入し続ける。
【０２９７】
　従って、本発明の分析チップの流路Ｅの少なくとも一部が、第１の回転速度における第
２の貯液槽内の「試薬の液面を含む平面」よりも外周側に位置する場合には、第２の貯液
槽中の液体の全量を、流路Ｅを介して第２の保持槽、第１の貯液槽または第１の保持槽に
移動させることができる。例えば図３１に示すように、分析チップの回転速度が第１の回
転速度に達したときには、第２の貯液槽３０１０－３、３０２０－３、３０３０－３の液
体３０００Ｌ１，３０００Ｌ２，３０００Ｌ３の液面を含む平面３０００Ｐ７，３０００
Ｐ８，３０００Ｐ９は分析チップを主面から見ると右上がりの斜線を描くが、流路Ｅが前
記平面よりも外周側（３０００Ｐ７，３０００Ｐ８，３０００Ｐ９を隔てて回転軸のある
側とは反対側）に位置する場合には、第２の貯液槽が空になるまで液体を流出させること
ができる。
【０２９８】
　また、流路Ｅと第２の貯液槽との接続部は、前記第１の回転速度における第２の貯液槽
内の「試薬の液面を含む平面」よりも、回転の外周側に位置することが好ましい。これに
より、第１の回転速度での回転において第２の貯液槽内の液体を、第２の貯液槽への逆流
をより効果的に防止しながら、第１の貯液槽または第２の保持槽、第１の貯液槽または第
１の保持槽に確実に送液することができ、さらに流路Ｄへの送液や、流路Ａまたは流路Ｃ
を介して第１の保持槽への送液が可能である。例えば図３１に示すように、第２の貯液槽
３０１０－３、３０２０－３の流路３０００Ｅ－１，３０００Ｅ－２との接続部３０００
Ｑ４、３０００Ｑ５が平面３０００Ｐ７、３０００Ｐ８よりも回転の外周側（平面３００
０Ｐ７、３０００Ｐ８を隔てて回転軸のある側とは反対側）に位置することにより、第２
の貯液槽内の液体を滞留なく第２の保持槽および流路３０００Ｃ－１、３０００Ｃ－２を
通過して、次の段の送液ユニットの第１の保持槽３０２０－１、３０３０－１へ送液する
ことができる（図３１の右側）。また、第２の貯液槽３０３０－３の流路３０００Ｅ－３
との接続部３０００Ｑ６が平面３０００Ｐ９よりも回転の外周側（平面３０００Ｐ９を隔
てて回転軸のある側とは反対側）に位置することにより第２の貯液槽内の液体を滞留なく
流路３０００Ｄに送液することができる。なお、第１の貯液槽３０２０－１、３０３０－
１へ送られた液は、第２の回転速度による回転時もしくは回転停止時に、流路３０００Ｂ
－２、３０００Ｂ－３を通って重力方向にある第２の保持槽３０２０－２、３０３０－２
へ移動する（図示せず）。
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【０２９９】
　また、流路Ｅは、その第２の保持槽もしくは第１の保持槽との接続部が、第１の回転速
度における第１の貯液槽または第２の保持槽内もしくは第１の保持槽内での液体の液面を
含む平面よりも回転軸側（内周側）にあることが好ましい。第１の回転速度で分析チップ
を回転させた際には、第２の貯液槽から送液された液体は、第１の保持槽または第２の保
持槽または第１の貯液槽において遠心力と重力の合力方向に略垂直な液面を形成するが、
流路Ｅと第１の保持槽または第２の保持槽との接続部がこの液面を含む平面よりも回転軸
側にあることにより、第１の回転速度における回転中液体を第２の保持槽、第１の貯液槽
または第１の保持槽により確実に保持し、第２の貯液槽への逆流をより効果的に防止する
ことができる。例えば図３１に示すように、流路３０００Ｅ－１，３０００Ｅ－２，３０
００Ｅ－３と第２の保持槽３０１０－２、３０２０－２、３０３０－２の接続部３０００
Ｑ７，３０００Ｑ８，３０００Ｑ９が平面３０００Ｐ７，３０００Ｐ８，３０００Ｐ９よ
りも回転の内周側に位置するようにすればよい。
【０３００】
　図４８および図４９に示される分析チップにおいては、第２の貯液槽３０１０－３が、
流路３０００Ｅ－２を介して第２段目の送液ユニットの第１の保持槽３０２０－１（Ｕ－
２）に接続されている。また、第２の貯液槽３０４０－３が、流路３０００Ｅ－４を介し
て第４段目の送液ユニットの第２の保持槽３０４０－２（Ｕ－４）に接続されている。
【０３０１】
　多段送液部においては、保持槽の少なくとも一つに、異なる試薬が流入し、該保持槽内
部で混合する構造であってよい。この場合、複数の試薬を、保持槽内部で混合することが
可能となり、混合後は不安定な試薬などを異なる保持槽に保持しておき、回転により保持
槽内で混合することも可能となる。
【０３０２】
　多段送液部の各槽を複数、共通の流路や槽に連結して用いてもよい。この時、一つの槽
が一つの試薬を予め貯液するもであったとしても、別の槽から異なる試薬を共通の流路や
槽に順次流入させることも可能となる。当然、それぞれの分析チップが複数の試薬を収容
している場合、共通の流路や槽に順次流入させることができる試薬の種類を増やすことも
可能である。
【０３０３】
〔流路群の層構造について〕
　本発明において、多段送液部の流路および槽は、分析チップの主面を基準にしてソリッ
ドな厚み方向に（第１主面と第２主面の間に）２以上の流路群（流路および槽からなる群
（グループ））を形成するものであってもよい。これにより、分析チップの空間を有効活
用できるとともに、流路や槽のサイズ、及び形状の自由度を高めうる。２以上の流路群は
、少なくともその一部が、例えば２つの主面（第１主面、第２主面）寄りに、好ましくは
互いに対向する２つの主面寄りに、互いに離間して設けられて層状の構成をとるものとし
てもよい。
【０３０４】
　また、分析チップが２つの主面（第１主面、第２主面）を有する場合に、不溶性成分分
離部を、いずれかの主面寄りに、好ましくは不溶性成分分離部が配置される主面寄りでは
なくもう一方の主面寄りに、不溶性成分分離部とは互いに離間して設けられるものであっ
てもよい。この場合の構成例については、図５０－１、図５０－２、図５０－３、図５０
－４、図５１－１および図５１－２に示すとおりである。
【０３０５】
〔検体・試薬の格納〕
　本発明の分析チップにおける多段送液部は、回転装置に装着する際に、貯液槽や保持槽
に試薬が必ずしも格納されている必要はないが、通常、分析チップを回転させる前にはい
ずれかの槽に所定の試薬が格納される。所定の検体・試薬を、回転装置に装着する前に、
分析チップに予め格納（貯液）しておくことで、分析チップを回転装置に装着した状態で
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、外部から試薬を注入する操作を省略することができる。
【０３０６】
　特に、貯液槽および第２の保持槽の少なくとも２つに、異なる試薬が予め貯液されてい
ることが望ましい。この場合、異なる試薬を、回転により順次送液することが可能となる
。更に好ましくは、第１の貯液槽、第２の貯液槽、複数配置された下段の送液ユニットの
第２の保持槽から選ばれる少なくとも２つの槽に、異なる試薬が予め貯液されている。
【０３０７】
　また、多段送液部に含まれる保持槽の少なくとも一つは、当該保持槽よりも上段の貯液
槽および／または保持槽と複数の流路を介して接続し、前記保持槽内部にそれぞれの槽よ
り流入した異なる試薬を内部で混合可能な槽であることが好ましい。これにより、複数の
試薬を同時に混合することができる。
【０３０８】
　ここで「当該保持槽よりも上段の」とは、分析チップの回転時に分析チップの主面を正
面方向から見た場合に、当該保持槽と略水平または上方に位置することを意味する。よっ
て、対象の貯液槽・保持槽は、当該保持槽と同じ送液ユニットを構成する槽であってもよ
いし、異なる槽を構成するものであってもよい。
【０３０９】
　「上段の貯液槽および／または保持槽と複数の流路を介して接続」の態様としては、下
記のような態様が挙げられる。まず「当該保持槽」が第１の保持槽の場合には、上述のよ
うに少なくとも１つの第１の貯液槽と接続することが必要であるが、２以上の第１の貯液
槽を設けてこれと複数の流路を介して接続する場合には、「上段の貯液槽および／または
保持槽と複数の流路を介して接続」することになる。また、第１の貯液槽のほかに、上段
の送液ユニットの貯液槽や保持槽、及び必要に応じて設けられる第２の貯液槽から選ばれ
る貯液槽、保持槽と流路を介して接続する場合にも、「上段の貯液槽および／または保持
槽と複数の流路を介して接続」することになる。一例を挙げると、図３４に示すように２
つの第１の貯液槽３００１－１ａ、３００１－１ｂを流路３０００Ａ－１ａ、３０００Ａ
－１ｂを介して第１の保持槽３０１０－１に接続させることができる。これにより２つの
第１の貯液槽内の試薬を、第１の保持槽内で同時に混合することができる。
【０３１０】
　一方、「当該保持槽」が第２の保持層の場合には、上述のように少なくとも１つの第１
の保持槽と接続することが必要であるが、２以上の第１の保持槽を設けてこれらと複数の
流路を介して接続する場合には、「上段の貯液槽および／または保持槽と複数の流路を介
して接続」することになる。また、第１の保持槽のほかに、第１の貯液槽、第２の貯液槽
、および、同じ送液ユニット内の第１の保持槽、ならびに上段の送液ユニットの保持槽、
及び必要に応じて設けられる第２の貯液槽の中から選ばれる２以上の貯液槽、保持槽と接
続する場合には、「上段の貯液槽および／または保持槽と複数の流路を介して接続」する
ことになる。一例を挙げると、図３５に示すように２つの第１の保持槽３０１０－１ｃ、
３０１０－１ｄを流路３０００Ｂ－１ｃ、３０００Ｂ－１ｄを介して第２の保持槽３０１
０－２に接続させることができる。第１の保持槽３０１０－１ｃ、３０１０－１ｄはそれ
ぞれ第１の貯液槽３００１－１ｃ、３００１－１ｄと流路３０００Ａ－１ｃ、３０００Ａ
－１ｄを介して接続されている。この例では、２つの第１の貯液槽内の試薬を、いったん
第１の保持槽で別々に攪拌したものを、第２の保持槽で混合することができる。
【０３１１】
　本発明における試薬については先に述べたとおりであるが、標識抗体、洗浄液、基質、
過酸化水素水、および希釈液から選ばれる少なくとも一つの試薬を含むことが望ましい。
この場合、一般的に抗原抗体反応に用いられ、順次反応させる必要がある試薬を、本発明
の分析チップを用いて、順次送液し、反応させることが可能となる。
　また、本発明における試薬は、酵素、核酸などであってもよく、複数の試薬を連続的も
しくは予め混合して、反応室に送液し、核酸の増幅や検出を行うこともできる。
【０３１２】
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　また、第１の貯液槽、第２の貯液槽、第１の保持槽、第２の保持槽のうちの少なくとも
一つは、圧抜き用の空気流路または通気穴を備えることが好ましい。貯液槽中の空気圧は
、試薬を格納すると変動し、場合によっては分析チップの送液効率の低下、分析チップの
破損につながるおそれがあるが、空気流路または通気穴を備えることにより貯液槽内の空
気圧を一定に保ち、このような危険をなくすことができる。また、第１の貯液槽、第１の
保持槽、第２の保持槽に、空気流路を介して試薬を導入することも可能となる。
【０３１３】
　空気流路の位置や角度については特に限定はないが、送液時に試薬が流入することを防
止するため、各貯液槽から回転軸方向（内周側）に延伸し分析チップ外に開口しているこ
とが好ましい。
【０３１４】
　空気流路の形状やサイズは、流路全体が管形状であればよく、流路全体を通じて一定で
なくともよい。空気流路の横断面の形状は円、多角形等特に限定されない。空気流路の横
断面のサイズについても、およそ一定であればよく、試薬が通過可能なサイズで適宜調整
することができる。例えば、空気流路の短径（円の場合は直径、多角形の場合は中心を通
る最も短い径を意味するものとする。）は通常０．１ｍｍから５．０ｍｍ、好ましくは０
．５ｍｍから２．０ｍｍの範囲とすることができる。
【０３１５】
〔多段送液部の構成例〕
　以下、本発明における分析チップに設けられる多段送液部の具体例および使用例につき
、図面を参照して説明する。
　図１２に示すように、多段送液部は、第１段目の送液ユニットＵ－１、下段の送液ユニ
ット（第２段目の送液ユニット）Ｕ－２、および最下段の送液ユニット（第３段目の送液
ユニット）Ｕ－３から構成される。図１２に示した多段送液部においては、送液ユニット
Ｕ－１の内周側（左側：回転軸側）に第１の貯液槽３００１－１が設けられ、この第１の
貯液槽３００１－１は流路３０００Ａ－１を介して第１段目の送液ユニットＵ－１の第１
の保持槽３０１０－１に接続する。第１段目の送液ユニットＵ－１は、第１の保持槽３０
１０－１、流路３０００Ｂ－１、および第２の保持槽３０１０－２からなり、第１の保持
槽３０１０－１と第２の保持槽３０１０－２とは流路３０００Ｂ－１で接続される。第２
の保持槽３０１０－２は、流路３０００Ｃ－１を介して、下段のユニット（第２段目のユ
ニット）Ｕ－２の第１の保持槽３０２０－１に接続される。第２段目の送液ユニットＵ－
２は、第１の保持槽３０２０－１、流路３０００Ｂ－２、および第２の保持槽３０２０－
２からなり、第１の保持槽３０２０－１と第２の保持槽３０２０－２とは、流路３０００
Ｂ－２で接続される。第２の保持槽３０２０－２は、流路３０００Ｃ－２を介して、第３
段目の送液ユニットＵ－３の第１の保持槽３０３０－１に接続される。第３段目の送液ユ
ニットは第１の保持槽３０３０－１、流路３０００Ｂ－３、第２の保持槽３０３０－２を
備え、第１の保持槽３０３０－１と第２の保持槽３０３０－２とは、流路３０００Ｂ－３
で接続される。第３段目の送液ユニットには流路３０００Ｄが設けられ、出口流路として
第２の保持槽３０３０－２に連結されている。
【０３１６】
　図１２に示すように、第１の貯液槽３００１－１、上段の送液ユニットの第２の保持槽
３０１０－２，第３段目の送液ユニットの第２の保持槽３０２０－２が、それぞれ、上段
の送液ユニットの第１の保持槽３０１０－１、下段の送液ユニットの第１の保持槽３０２
０－１，第３段目の送液ユニットの第１の保持槽３０３０－１の内周側すなわち分析チッ
プの回転軸側にそれぞれ位置している。流路３０００Ａ－１は、第１の貯液槽３００１－
１の底部から斜め上方に延伸し、第１の保持槽３０１０－１の上部に接続される。
【０３１７】
　図１２に示すように、送液ユニットＵ－１と送液ユニットＵ－２の間は流路３０００Ｃ
－１で接続され、送液ユニットＵ－２とＵ－３との間は、流路３０００Ｃ－２で接続され
ている。すなわち、流路３０００Ｃ－１は送液ユニットＵ－１の第２の保持槽３０１０－
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２の底部から、外周方向かつ上方に延伸し、送液ユニットＵ－２の第１の保持槽３０２０
－１の上部に開口する。流路３０００Ｃ－２は送液ユニットＵ－２の第２の保持槽３０２
０－２の底部から、外周方向かつ上方に延伸し、送液ユニットＵ－３の第１の保持槽３０
３０－１の上部に開口する。送液ユニットＵ－３の第２の保持槽３０３０－２の下部に流
路３０００Ｄが接続され、液体は送液ユニットの外部に放出され、後段の反応室に送液さ
れる。
【０３１８】
　一方、図１３に示す例については、図１２に示す例とほぼ同様であるが、第１段目の送
液ユニットＵ－１において、２つの第１の貯液槽３００１－１ａおよび３００１－１ｂが
設けられている点で相違する。第１の貯液槽３００１－１ａおよび３００１－１ｂは、そ
れぞれ、第１の保持槽３０１０－１に対して流路３０００Ａ－１ａ、流路３０００Ａ－２
ｂで接続されている。流路３０００Ａ－１ａおよび流路３０００Ａ－２ｂの傾きはほぼ同
一である。第１の貯液槽３００１－１ａおよび３００１－１ｂは円筒形であるが、円錐、
角錐、球形等、流路３０００Ａ－１ａおよび流路３０００Ａ－２ｂから遠心力により液体
が円滑に流出する構造であれば特に規定する必要はない。こうした構造により、第１の回
転速度における回転により、予め２つの第１の貯液槽３００１－１ａ、３００１－１ｂに
収容されていた試薬を、第１の保持槽３０１０－１内で混合することが可能となる。
【０３１９】
　図１２および図１３に示される多段送液部においては、第３段目の送液ユニットＵ－３
の第２の保持槽３０３０－２は、送液ユニットＵ－３の第１の保持槽３０３０－１から重
力方向かつ回転軸側（内周側）に延伸する流路３０００Ｂ－３により接続されている。流
路３０００Ｂ－１、３０００Ｂ－２、３０００Ｂ－３は、流路３０００Ａ－１、３０００
Ｃ－１、３０００Ｃ－２と比較して幅が広く、かつ、回転軸に対する傾きが比較的小さい
。また、第３段目の送液ユニットＵ－３の第２の保持槽３０３０－２に接続する流路３０
００Ｄが、回転軸から離れた側（外周側）に延伸し、中途までは斜め上方に、中途で回転
軸に対し垂直方向に延伸し、外部に開口している。流路３０００Ｄの幅は流路３０００Ａ
－１の幅とほぼ同等である。
【０３２０】
　図１２に示す例では、第１の貯液槽３００１－１や第２の保持槽３０１０－２、３０２
０－２、３０３０－２に、それぞれ空気流路３０１１－１、３０１１－２、３０１１－３
、３０１１－４が設けられている。また、図１３に示す例でも、第１の貯液槽３００１－
１ａ、３００１－１ｂに空気流路３０１１－１ａ、３０１１－１ｂが、第２の保持槽３０
１０－２、３０２０－２、３０３０－２に、それぞれ空気流路３０１１－２、３０１１－
３、３０１１－４が設けられている。それぞれの空気流路は、貯液槽の上部から回転軸側
の上方に延伸し、外部に開口している。また、第１の保持槽３０１０－１、３０２０－１
、３０３０－１には通気穴３０１１－５、３０１１－６、３０１１－７が設けられている
。
【０３２１】
　図１４に示す例は、槽及び流路の構成は図１２と同じであるが、それらのサイズや形状
が相違する。
【０３２２】
　すなわち、第１の貯液槽３００１－１の主面側から見たときの輪郭形状は円形である。
上段の送液ユニットＵ－１の第２の保持槽３０１０－２、下段の送液ユニットＵ－２の第
２の保持槽３０２０－２および最下段の送液ユニットの第２の保持槽３０３０－２の主面
側から見たときの輪郭形状は四辺形が外周方向に張り出した形状である。上段の送液ユニ
ットＵ－１の第１の保持槽３０１０－１、下段の送液ユニットＵ－２の第１の保持槽３０
２０－１および最下段の送液ユニットの第１の保持槽３０３０－１の主面側から見たとき
の輪郭形状は、四辺形の回転軸方向の両辺を膨らませたカプセル状の形状である。
【０３２３】
　また、図１４に示す例では、流路３０００Ａ－１は第１の保持槽３０１０－１付近でや
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や重力方向に傾斜している。流路３０００Ｂ－１、３０００Ｂ－２および３０００Ｂ－３
は、それぞれの第１の保持槽３０１０－１、３０２０－１、および３０３０－１側の接続
点（起点）では重力方向かつ回転軸方向に延伸しているが、それぞれが接続する第２の保
持槽３０１０－２、３０２０－２、および３０３０－２付近で重力方向かつ外周方向に方
向転換する。流路３０００Ｄは回転軸の外周方向に直線状に延伸している。通気穴３０１
１－１、３０１１－２、３０１１－３、３０１１－４は、分析チップの内周側開口部から
回転外周側に延伸し途中で重力方向に方向転換してそれぞれが接続する第１の貯液槽３０
０１－１、第２の保持槽３０１０－２、第２の保持槽３０２０－２、第２の貯液槽３０３
０－２に開口する。
【０３２４】
　さらに、図１４に示される流路３０００Ａ－１および流路３０００Ｄのほか、通気穴３
０１１－１、３０１１－２、３０１１－３、３０１１－４は、図１２に示されるそれぞれ
と比較して口径が太い。また、この例では、前述のように第２の保持槽の外壁の一部３０
００Ｃ－１１、３０００Ｃ－２１が流路３０００Ｃ－１、３０００Ｃ－２の役割をしてい
る。また、第２の保持雄の内壁部３０００Ｄ－１１が、流路Ｄ（３０００Ｄ）の一部を構
成している。
【０３２５】
　図１５に示す例は、図１２に示される例において更に、各送液ユニットＵ－１、Ｕ－２
、Ｕ－３に第２の貯液槽３０１０－３、３０２０－３、３０３０－３を有する点で相違す
る。第２の貯液槽３０１０－３、３０２０－３、３０３０－３は、それぞれ流路３０００
Ｅ－１、３０００Ｅ－２、３０００Ｅ－３で、第２の保持槽３０１０－２、３０２０－２
、３０３０－２に接続する。また、図１５に示す例では、流路３０００Ｄの途中に反応室
ユニット１０００Ｉが設けられ、流路３０００Ｄは最終的に廃液槽４０２０に接続されて
いる。
【０３２６】
（内壁の処理について）
　本発明の分析チップは、反応室ユニット、不溶性成分分離部および多段送液部の槽や流
路など試薬の溶液が接触する表面のうち少なくとも一部の内壁が吸着抑制処理されている
ことが好ましい。この場合、懸濁液、試薬の吸着による成分濃度の減少が原因となる測定
、分析、反応の誤差を小さくすることができ、精度を向上させることが可能となる。また
、槽に格納された懸濁液が内壁に吸着すると、送液が滞ることがあるが、吸着抑制処理を
施すことによりこのような問題を解消することができる。吸着抑制処理の方法は、親水性
高分子材料を静電的に表面に吸着させるコーティング処理、高エネルギー線を照射し、親
水性高分子を樹脂表面に共有結合させて強固に固定化する方法などが用いられる。
【０３２７】
５．試薬リザーバユニット
　本発明の分析チップのうち、不溶性成分分離部の試薬貯液槽、および多段送液部の第１
の貯液槽並びに第２の貯液槽のうちから選ばれる１または２以上の槽は、試薬リザーバユ
ニットを構成していてもよい。試薬リザーバユニットは、分析チップのチップ本体から着
脱可能なユニットである。
【０３２８】
　このように、試薬リザーバユニットをチップ本体（チップ本体の多段送液部Ｇ）から着
脱可能にすることで、一つのチップの各部位、各ユニットに求められる機能に適した樹脂
を選択でき、かつ、分析チップ全体としてのコストを低く抑えることもできるので好まし
い。
【０３２９】
　例えば図４９に示される多段送液部では、第１の貯液槽および第２の貯液槽が、チップ
本体３０００Ｇから着脱可能な試薬リザーバユニット３０００Ｆとして設けられていてい
る。図４９に示す多段送液部の構成例は、多段送液部の第１の貯液槽および第２の貯液槽
が別体の着脱可能な試薬リザーバユニット３０００Ｆに設けられている以外は、既に説明
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した図４８に示される構成例と同じ構成を有している。
【０３３０】
　別の例として、図３８－１に示される試薬リザーバユニットは、不溶性成分分離部の試
薬貯液槽、多段送液部の第１の貯液槽および第２の貯液槽がチップ本体とは別個に設けら
れており、図３８－２に示されるチップ本体に着脱可能に装着され、図３８－３に示され
る分析チップを構成する。
【０３３１】
　さらに別の例として、図４０－１に示される試薬リザーバユニットは、不溶性成分分離
部の試薬貯液槽、多段送液部の第１の貯液槽および第２の貯液槽がチップ本体とは別個に
設けられており、図４０－３に示される反応室ユニットともに図４０－２に示されるチッ
プ本体に着脱可能に装着され、図４１に示される分析チップを構成する。
【０３３２】
　試薬リザーバユニットの分析チップにおける配置は、チップ本体より内周側であること
が好ましい。これにより、分析チップの回転時に、分析チップの任意の槽へ試薬を送液す
ることが可能となる。
【０３３３】
　本発明における試薬リザーバユニット３０００Ｆは、内部に形成された槽に予め試薬が
保存されていることが好ましい。また、試薬リザーバユニット３０００Ｆは、長期、好ま
しくは１０日以上に渡り試薬の安定性、性能を維持できるものが好ましい。
【０３３４】
　試薬リザーバユニットは、構成される槽ごとに注入口とチップ本体との連結のための開
口部とを有していてもよい。注入口は試薬を注入するための開口部である。連結のための
開口部は、分析チップの回転時に試薬を分析チップ側に流入させるための開口部である。
より好ましくは、チップ本体との接続のための開口部から予め試薬を注入しておき、シー
ルして保存する。使用時にシールを除去し、チップ本体と接続することにより用いられる
。つまり、開口部は、注入口と兼ねていてもよい。即ち、開口部から試薬を注入すること
もできる。
【０３３５】
　試薬リザーバユニットを設ける場合には、チップ本体側にもチップ本体外に開口する開
口部が設けられる。試薬リザーバユニットをチップ本体に装着した場合には、チップ本体
側の開口部と試薬リザーバユニットの開口部とが連結する。試薬リザーバユニットが試薬
貯液槽を有し、チップ本体側の試薬保持槽と接続する場合、試薬貯液槽の開口部は、チッ
プ本体側の試薬導入路の開口部と、試薬リザーバユニットとチップ本体との装着時に連結
する。試薬リザーバユニットが第２の貯液槽を有し、チップ本体側の第１の貯液槽もしく
は第２の保持槽と接続する場合、第２の貯液槽の開口部は、流路Ｅの開口部と、試薬リザ
ーバユニットとチップ本体との装着時に連結する。また、チップ本体側の開口部の口径は
、リザーバユニットの開口部の口径より大きく、リザーバユニットの開口部の中心が本体
側の開口部の中心付近に位置するように連結されることが好ましい。これにより、リザー
バユニットの開口部から流出した試薬溶液は連結部から漏れることなく本体側開口部を通
り、試薬導入路あるいは流路Ｅに流入することができる。
【０３３６】
　図４９に例示される試薬リザーバユニット３０００Ｆには、典型的には第１の貯液槽お
よび／または第２の貯液槽が設けられており、この試薬リザーバユニット３０００Ｆをチ
ップ本体の多段送液部３０００Ｇに接続したとき（使用時）に、第１の保持槽および／ま
たは第２の保持槽に連通する、流路Ａ（３０００Ａ－１ａ、３０００Ａ－１ｂ）や流路Ｅ
（３０００Ｅ－２、３０００Ｅ－４）の一部もしくは開口部が設けられている。試薬リザ
ーバユニット３０００Ｆの第１の貯液槽（３００１－１ａ、３００１－１ｂ）および／ま
たは第２の貯液槽（３０１０－３、３０４０－３）が、チップ本体の多段送液部３０００
Ｇの第１の保持槽（３０１０－１、３０２０－１）および／または第２の保持槽（３０４
０－２）と嵌合して連通することにより、分析チップとして機能する。
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【０３３７】
　図３８－１に示される試薬リザーバユニットが着脱可能な、図３８－２に示されるチッ
プ本体を例にとって説明すると次のとおりである。図３８－１と図３８－２は、それぞれ
取り外した状態の試薬リザーバユニットとチップ本体とを示す図であり、図３７は、試薬
リザーバユニットをチップ本体に装着した状態を示す図である。
【０３３８】
　図３８－１に示す試薬リザーバユニットの試薬貯液槽２００９は、注入用の開口部４０
０１と、チップ本体と連結する開口部４００２を有する。開口部４００２は、チップ本体
に試薬リザーバユニットを装着すると、図３８－２に示すチップ本体の試薬導入路２０１
６の開口部４００３と連結し、試薬貯液槽２００９と試薬導入路２０１６とが連通する。
【０３３９】
　試薬リザーバユニットの開口部４００２は、予め試薬を注入する際に、注入口として用
いることができる。注入された試薬は、開口部を塞ぐ手段によりシールされ、保存される
。分析時にはシールを除去し、チップ本体と試薬リザーバユニットとを接続することによ
りチップ本体の開口部と接続し、連結される。
【０３４０】
　図３８－１に示す試薬リザーバユニットの第２の貯液槽３００１－２－１は、開口部４
００５を有する。開口部４００５は、チップ本体に試薬リザーバユニットを装着すると、
図３８－２に示すチップ本体の流路Ｅ（３０００Ｅ－０）の一方の開口部４００６と連結
し、第２の貯液槽３００１－２－１と流路Ｅ（３０００Ｅ－０）とが連通する。また、も
う一つの第２の貯液槽３００１－２－２は、開口部４００８を有する。開口部４００８は
、チップ本体に試薬リザーバユニットを装着すると、図３８－２に示すチップ本体の流路
Ｅ（３０００Ｅ－０）のもう一方の開口部４００９と連結し、第２の貯液槽（３００１－
２－２）と流路Ｅ（３０００Ｅ－０）とが連通する。
【０３４１】
　図３８－１に示す試薬リザーバユニットの第２の貯液槽３０１０－３は、開口部４０１
１を有する。開口部４０１１は、チップ本体に試薬リザーバユニットを装着すると、図３
８－２に示すチップ本体の流路Ｅ（３０００Ｅ－１）の開口部４０１２と連結し、第２の
貯液槽３０１０－３と流路Ｅ（３０００Ｅ－１）とが連通する。また、図３８－１に示す
試薬リザーバユニットの第２の貯液槽３０２０－３は、開口部４０１４を有する。開口部
４０１４は、チップ本体に試薬リザーバユニットを装着すると、図３８－２に示すチップ
本体の流路Ｅ（３０００Ｅ－２）の開口部４０１５と連結し、第２の貯液槽３０２０－３
と流路Ｅ（３０００Ｅ－２）とが連通する。さらに、図３８－１に示す試薬リザーバユニ
ットの第２の貯液槽３０３０－３は、開口部４０１７を有する開口部４０１７は、チップ
本体に試薬リザーバユニットを装着すると、図３８－２に示すチップ本体の流路Ｅ（３０
００Ｅ－３）の開口部４０１８と連結し、第２の貯液槽３０３０－３と流路Ｅ（３０００
Ｅ－３）とが連通する。
【０３４２】
　試薬リザーバユニットの開口部４００５、４００８、４０１１、４０１４、４０１７は
、予め試薬を注入する際に、注入口として用いることができる。注入された試薬は、開口
部を塞ぐ手段によりシールされ、保存される。分析時にはシールを除去し、チップ本体と
接続することによりチップ本体の開口部と接続し、連結される。
【０３４３】
　図３８－１に示す試薬リザーバユニットと図３８－２に示すチップ本体の装着は、チッ
プ本体の突出部４０２３Ａ、４０２３Ｂが試薬リザーバユニットの両端部の空間４０２４
Ａ、４０２４Ｂに挿入され嵌合し固定されることにより達成される。
【０３４４】
　図３８－３に示す反応室ユニットと図３８－２に示すチップ本体の装着は、チップ本体
の突出部４０２６Ａ、４０２６Ｂが反応室ユニットの両端部の空間４０２５Ａ、４０２５
Ｂに挿入され嵌合し固定されることにより達成される。
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【０３４５】
　また、図４０－１に示す試薬リザーバユニットと図４０－２に示すチップ本体の場合（
試薬リザーバユニットを装着した状態が図３９である）も同様である。
【０３４６】
　試薬リザーバユニットの各槽に分析チップの回転前に貯液された試薬は、試薬リザーバ
ユニットをチップ本体に装着してチップを一度回転させた際に全てチップ本体内の連結・
接続する槽に送液されることが好ましい。順次送液されるために、順番に開口部のシール
に穴を開けるなどの操作が必要なくなり、穿孔装置などが不要となるといった効果もある
。
【０３４７】
　試薬リザーバユニットには、試薬の蒸発を抑制するため、開口部にフィルムが接着され
ていてもよい。この場合、使用時にフィルムを除去し、チップ本体に装着することで送液
可能となる。
【０３４８】
６．廃液槽
　本発明における分析チップは、反応室ユニットに連通した廃液槽を有する構造であって
よい。この場合、廃液を分析チップ内に保持することが可能となり、感染性が疑われる検
体や、毒性、環境毒性などが疑われる検体、試薬を分析チップの外部に漏出させる危険性
や、人体と接触する危険性を低減させることができる。廃液槽は、すべての貯液槽および
反応室を通過した検体や試薬を貯液する液槽である。廃液槽の位置は、反応室ユニットの
下流に配置される位置であることが好ましく、通常は分析チップの回転軸から遠い側の下
方隅部である。廃液槽のサイズは、廃液を格納できるものであれば特に限定されないが、
液体０．０１ｍｌから２０ｍｌ、中でも０．２ｍｌから５ｍｌを格納できるものが好まし
く、各貯液槽と比較して容量が大きいことが好ましい。また、貯液槽の形状は、球形、直
方体、角柱、円柱等の任意好適な形状から適宜選択することができる。
　なお、本発明における分析チップは、以上説明した反応室ユニット、不溶性成分分離部
、多段送液部を構成する槽または流路以外に、任意の槽や流路を設けるものであってもよ
い。例えば、送液により生ずる混合液であって、反応室に送液される前の混合液を、分析
チップの回転中もしくは回転停止中に保持する等の目的で設けられる槽（混合液保持槽）
および流路などが挙げられる。
【０３４９】
７．チップの全体構成
　本発明の分析チップの全体構成を、図３７、図３８－１、図３８－２、図３８－３、図
３９、図４０－１、図４０－２、４０－２、図４１、図５０－１、図５０－２、図５０－
３、図５０－４、図５１－１及び図５１－２を用いて説明する。いずれの図においても、
特に説明する場合を除き、分析チップの左側に回転軸があるものとする。
【０３５０】
　図３７は、試薬リザーバユニットと反応室ユニットを装着した状態の分析チップ４０３
０を示す図である。チップ本体の上部に不溶性成分分離部を、下部に多段送液部を備える
。また、分析チップ４０３０の回転外周側（図の右側）には反応室ユニット４０３０Ｃが
、回転内周側には試薬リザーバユニット４０３０Ａがそれぞれ位置している。図３７に示
すチップ４０３０において、各ユニットを取り外した状態を図３８－１、図３８－２、図
３８－３に示す。図３８－１は試薬リザーバユニット４０３０Ａ、図３８－３は反応室ユ
ニット４０３０Ｃ、図３８－２はチップ本体４０３０Ｂをそれぞれ示す。
【０３５１】
　図３９は試薬リザーバユニットと反応室ユニットを装着した状態の分析チップ４０４０
を示す図である。分析チップ４０４０は、分離液送液路２００４にプレフィルター部４０
２２が設けられているほかは分析チップ４０３０の場合と同様に、チップ本体の上部に不
溶性成分分離部を、下部に多段送液部を備える。また、分析チップ４０４０の回転外周側
（図の右側）には反応室ユニット４０４０Ｃが存在し、回転内周側には試薬リザーバユニ
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ット４０４０Ａがそれぞれ位置している。図３９に示される分析チップ４０４０において
、各ユニットを取り外した状態を図４０－１、図４０－２、図４０－３に示す。図４０－
１は試薬リザーバユニット４０４０Ａ、図４０－３は反応室ユニット４０４０Ｃ、図４０
－２はチップ本体４０４０Ｂをそれぞれ示す。
【０３５２】
　図４１は試薬リザーバユニットと反応室ユニットを装着した状態の分析チップを示す図
である。チップ本体の上部に不溶性成分分離部を、下部に多段送液部を備える点では分析
チップ４０３０の場合と同様である。また、分析チップ４０５０の回転外周側（図の右側
）には反応室ユニット４０５０Ｃが存在し、回転内周側には試薬リザーバユニット４０５
０Ａがそれぞれ位置している点でも、分析チップ４０３０の場合と同様である。分析チッ
プ４０３０と異なる点は、槽、流路の形状・サイズのほか、不溶性成分分離部のオーバー
フロー流路２００７が分析チップの内周側に設けられている点である。また、試薬リザー
バユニット側に、試薬貯液槽２００９、第２の貯液槽３０１０－３、３０３０－３の他、
第１の貯液槽３００１－１、３００１－２が設けられている点である。
【０３５３】
〔不溶性成分分離部と多段送液部の少なくとも一部が互いに対向する２つの主面寄りに設
けられる場合〕
　本発明の分析チップにおいては、不溶性成分分離部および多段送液部の少なくとも一部
が、互いに対向する２つの主面寄りに、互いに離間して設けられていることが好ましい。
すなわち、不溶性成分分離部を構成する槽および流路のうちの１または２以上、並びに多
段送液部を構成する槽および流路のうちの１または２以上が、互いに対向する２つの主面
寄りに、互いに離間して設けられていることが好ましい。中でも、不溶性成分分離部を構
成する槽および流路の全部と、多段送液部を構成する槽および流路の全部とが、それぞれ
、互いに対向する２つの主面寄りに、互いに離間して設けられていることが好ましい。こ
れにより、分析チップの有限な体積を有効に活用でき、分析チップを小型化することが可
能となる。そしてこれにより、回転に必要なモーターを小型化でき、装置の小型化、軽量
化、省エネルギー化が可能になる。
【０３５４】
　さらに本発明の分析チップにおいては、不溶性成分分離部の少なくとも一部と、多段送
液部の少なくとも一部とが、互いに対向する２つの主面寄りに、互いに離間して設けられ
る場合に、反応室ユニットの少なくとも一部が、上記の互いに対向する２つの主面以外の
面寄りに設けられていることが好ましい。このうち、反応室ユニットの外面のうちの少な
くとも一部が、上記の互いに対向する２つの主面以外の面に露出して設けられることがよ
り好ましい。これにより、分析チップの小型化、回転に必要な装置の小型化、軽量化、省
エネルギー化を容易に達成することができる。主面以外の面、とは、チップを構成する面
のうち主面（第１主面、第２主面）以外の面、すなわち、分析チップを透過的に見たとき
に、槽および流路を観察できない面を意味する。薄板状の分析チップの場合、一般には、
面積の小さい面、いわゆる側面を意味する。特に反応室ユニットの少なくとも一部は、上
記２つの主面以外の面のうち、分析チップの回転時に分析チップの底面（下面、底側）と
なる面に配置させることが好ましい。反応室ユニットの少なくとも一部を、上記の互いに
対向する２つの主面以外の面寄りに設ける場合には、反応室ユニットの他の一部が２つの
主面のいずれか、あるいは両方の主面寄りに位置していてもよい。例えば、反応室ユニッ
トの外面のうちの少なくとも一部が、上記の互いに対向する２つの主面以外の面に露出し
ていればよく、他の一部が２つの、或いは片方の主面に露出していてもよい。
【０３５５】
　このような、不溶性成分分離部および多段送液部の少なくとも一部が互いに対向する２
つの主面寄りに互いに離間して設けられている分析チップを、回転させる際の、回転軸に
対する第１主面と第２主面の配置は、特に限定されない。例えば、第１主面が、分析チッ
プの回転方向から観察したとき、おもて側（手前側）の側面（おもて面）となり、第２主
面は裏側の側面（裏面）とすることができる。もちろんこれらは逆であっても、すなわち
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第１主面側が裏側の側面、第２主面側がおもて側の側面であってもよい。
【０３５６】
　図５０－１、図５０－２、図５０－３および図５０－４に、本発明における分析チップ
のチップ本体および反応室の一例を示す。図５０－１は本発明の分析チップのチップ本体
および反応室の構成例を第１主面４１００ａからみた平面図である。図５０－２は図５０
－１に示される本発明の分析チップのチップ本体および反応室の構成例を第２主面４１０
０ｂからみた平面図である。図５０－３は本発明の分析チップのチップ本体および反応室
の構成例を厚み方向（試薬リザーバユニット側）よりみた平面図である。図５０－４は本
発明の分析チップのチップ本体および反応室の構成例を厚み方向（反応室ユニット側）よ
りみた平面図である。なお、図５０－１に示されるチップ本体は、チップ本体の左側に図
示しない回転軸があるものとして示され、図５０－２に示されるチップ本体は、チップ本
体の右側に図示しない回転軸があるものとして示される。
【０３５７】
　図５０－１、図５０－２、図５０－３及び図５０－４に示されるように、この構成例の
チップ本体４０８０Ｂは、不溶性成分分離部４０８０Ｄ、多段送液部４０８０Ｅなどを有
する。反応室ユニット４０８０Ｃ、プレフィルター部４０２２は、ローター等に装着され
た状態を基準としたときのチップ本体４０８０Ｂの底面寄りに位置する。チップ本体４０
８０Ｂと、反応室ユニット４０８０Ｃとは、接着等の手法により一体となっている。
【０３５８】
　図５０－１、図５０－２、図５０－３及び図５０－４に示される分析チップは、互いに
対向する第１主面４１００ａと第２主面４１００ｂとを有する。第１主面４１００ａと第
２主面４１００ｂとの間に槽及び流路が形成されている。多段送液部４０８０Ｅは第１主
面４１００ａ寄りに設けられている（図５０－１参照）。不溶性成分分離部４０８０Ｄは
、第２主面４１００ｂ寄りに設けられている（図５０－２参照）。すなわち、不溶性成分
分離部４０８０Ｄは、多段送液部４０８０Ｅからみてチップ本体の厚み方向に重なるよう
にして設けられている。また、反応室ユニット４０８０Ｃは、チップ本体４０８０Ｂの側
面（回転時には回転軸に対し底面側となる面）に嵌合している（図５０－２、図５０－４
参照）。
【０３５９】
　チップ本体４０８０Ｂの第１主面４１００ａには、２つの凹部４０２５Ａ、４０２５Ｂ
が設けられ、試薬リザーバユニット（図示せず）と嵌合することにより、使用可能となる
。
【０３６０】
　図５０－１、図５０－２、図５０－３及び図５０－４に示されるチップ本体および反応
室ユニットの材料は、前述した材料から適宜選択され得る。例えば、チップ本体はポリプ
ロピレンにより構成され得る。また、反応室ユニットはアクリル樹脂により構成され得る
。
【０３６１】
　また、図５０－１、図５０－２、図５０－３及び図５０－４に示されるチップ本体の製
法も特に限定されない。チップ本体４０８０Ｂには肉抜き４０８０Ｈが設けられている。
これによりひけ、そりが防止されるので、チップ本体の製造を、樹脂を材料とする射出成
型により行うこと可能とし、分析チップの製造コストを低下させることができる。
【０３６２】
　図５１－１および図５１－２に、本発明における分析チップの一例を示す。図５１－１
は本発明の分析チップの構成例を第１主面４１００ａからみた平面図である。図５１－２
は図５１－１に示される本発明の分析チップの構成例を第１主面４１００ａからみた平面
図である。図５１－１および図５１－２に示す分析チップ４０７０のチップ本体４０７０
Ｂおよび反応室ユニット４０８０Ｃは、図５１－１、図５１－２、図５１－３および図５
１－４に示したチップ本体４０８０Ｂにおいて図示された肉抜き４０８０Ｈ等を除去した
ほかはほぼ同様の構成からなるものである。なお、図５１－１は第１主面４０８０ａ寄り
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に位置する槽及び流路の配置を、図５１－２は第２主面４０８０ｂ寄りに位置する槽及び
流路の配置を、それぞれ示す。
【０３６３】
　分析チップ４０７０は、チップ本体４０７０Ｂと、試薬リザーバユニット４０７０Ａ、
反応室ユニット４０７０Ｃから構成されている。チップ本体４０７０Ｂは、不溶性成分分
離部、多段送液部などを有する。チップ本体４０７０Ｂと、反応室ユニット４０７０Ｃと
は、接着等の手法により一体となっている。チップ本体４０７０Ｂと、試薬リザーバユニ
ット４０７０Ａと嵌合することにより、使用可能となる。
【０３６４】
　図５１－１及び図５１－２に示される分析チップ４０７０のチップ本体４０７０Ｂは、
互いに対向する第１主面４１００ａと第２主面４１００ｂとを有する。第１主面４１００
ａと第２主面４１００ｂとの間に槽及び流路が形成されている。多段送液部は第１主面４
１００ａ寄りに設けられている（図５１－１参照）。不溶性成分分離部は、第２主面４１
００ｂ寄りに設けられている（図５１－２参照）。すなわち、不溶性成分分離部は、多段
送液部からみてチップ本体の厚み方向に重なるようにして設けられている。また、反応室
ユニット４０７０Ｃとプレフィルター４０２２は、チップを回転させた際、回転軸を基準
として底面側に設けられ、かつ、第２主面４１００ｂ寄りに配置されている（図５１－２
参照）。
【０３６５】
　図５１－１、図５１－２に示す例では、分析チップの多段送液部と不溶性成分分離部は
、同一円周面上に位置している。また、多段送液部と不溶性成分分離部よりも外周側に、
反応室ユニット４０７０Ａの反応室１０１１が位置している。より詳細に説明すると、不
溶性成分分離部における分離液保持槽２００２と不溶性成分保持槽２００３との間の狭隘
部２０１０および多段送液部の最終段の送液ユニットの第２の保持槽３０４０－２よりも
外周側に、反応室ユニット４０７０Ｃの反応室１０１１が位置している。反応室ユニット
４０７０Ｃは、チップ本体４０７０Ｂの側面（回転時には回転軸に対し底面側となる面）
側に嵌合している。
【０３６６】
　図５２－１から図５２－１１を参照し用いて、図５１－１および図５１－２に示す分析
チップ４０７０の構成および動作、およびこれを用いた分析方法について、一例を挙げて
説明する。図５２－１は、分析チップの動作（試薬リザーバの装着、検体の充填）を説明
するための模式図である。図５２－２は、分析チップの動作（最初の回転時）を説明する
ための模式図である。図５２－３は、分析チップの動作（回転停止状態）を説明するため
の模式図である。図５２－４は、分析チップの動作（再度の回転時）を説明するための模
式図である。図５２－５は、分析チップの動作（回転停止状態）を説明するための模式図
である。図５２－６は、分析チップの動作（再度の回転時）を説明するための模式図であ
る。図５２－７は、分析チップの動作（回転停止状態）を説明するための模式図である。
図５２－８は、分析チップの動作（再度の回転時）を説明するための模式図である。図５
２－９は、分析チップの動作（回転停止状態）を説明するための模式図である。図５２－
１０は、分析チップの動作（再度の回転時）を説明するための模式図である。図５２－１
１は、分析チップの動作（回転停止状態）を説明するための模式図である。なお、各図に
示される分析チップは、分析チップ４０７０を第１主面４１００ａ側から透過的に見た状
態であり、上段は第１主面４１００ａ寄りに位置する槽及び流路の配置を、下段は第２主
面４１００ｂ寄りに位置する槽及び流路の配置を、それぞれ示す。
【０３６７】
　分析チップの反応室ユニット内の反応室１０１１には、抗体もしくは抗原が固相化され
た担体が収容されている。プレフィルター部４０２２には、血中の測定阻害物質を吸着お
よびろ過するための担体が収容されている。
【０３６８】
　試薬リザーバユニット４０７０Ａには、分析に必要な複数の試薬があらかじめ充填され
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ている。試薬貯液槽２００９には、酵素などで標識された標識抗原もしくは標識抗体を含
む試薬（標識抗体）が封入されている。第２の貯液槽３００１－２－１、３００１－２－
２には、それぞれ、基質溶液Ａ、基質溶液Ｂが封入されている。第２の貯液槽３０２０－
３および３０４０－３には、洗浄液が封入されている。
【０３６９】
　使用時には、試薬リザーバユニット４０７０Ａを、チップ本体４０７０Ｂに嵌合させて
用いられる。試薬リザーバユニット４０７０Ａをチップ本体４０７０Ｂに嵌合させること
により、試薬貯液槽２００９は、チップ本体の試薬導入路２０１６と、開口部４００３を
介して連通する。第２の貯液槽３００１－２－１、３００１－２－２は、チップ本体の流
路Ｅである３０００Ｅ－０と、開口部４００６、４００９を通じて連通する。第２の貯液
槽３０２０－３は、チップ本体の流路Ｅである３０００Ｅ－２と、開口部４０１５を通じ
て連通する。第２の貯液槽３０４０－３は、チップ本体の流路Ｅである３０００Ｅ－４と
、開口部４０１８を通じて連通する。
【０３７０】
　試薬リザーバユニット４０７０Ａをチップ本体４０７０Ｂに嵌合させた後、懸濁液保持
槽２００１に全血を注入し（図５２－１）、遠心機のローターなどの装置に装着する。な
お、懸濁液保持槽２００１への全血の注入は、試薬リザーバユニット４０７０Ａをチップ
本体４０７０Ｂに嵌合させた後でもよい。
【０３７１】
　第１の回転速度による回転を開始し、例えば狭隘部２０１０における遠心力が２０００
Ｇになる回転速度で５分間、回転させる（図５２－２）。このとき、以下の送液、反応が
行われる。全血は懸濁液導入路２００６を介して不溶性成分保持槽２００３に移動後、狭
隘部２０１０の外周側から内周側に向けて懸濁液が満ちてくる。余分な全血は、オーバー
フロー流路２００７を介して廃液槽２０４０に廃棄される。これにより、一定量の血液が
不溶性成分保持槽２００３に流入する全血の量をコントロールでき、定量性を向上させ得
る。第１の回転速度による回転により生じる遠心力により、次第に全血中の血球が分離し
、血球成分は不溶性成分保持槽２００３内に蓄積し、血漿成分は分離液保持槽２００２内
に蓄積する。試薬貯液槽２００９内の標識抗体は、試薬保持槽２００５に回転中は保持さ
れる。第２の貯液槽３００１－２－１および３００１－２－２内の基質溶液は、第１段目
の送液ユニットの第１の保持槽３０１０－１に移送され、保持される。第２の貯液槽３０
２０－３内の洗浄液は、第２段目の送液ユニットの第１の保持槽３０２０－１に移送され
、保持される。第２の貯液槽３０４０－３内の洗浄液は、第４段目の送液ユニットの第２
の保持槽３０４０－２を通過、流路Ｄ（３０００Ｄ―１、３０００Ｄ－２、３０００Ｄ－
３）を通過し、反応室１０１１を通過して抗原もしくは抗体が結合した担体を洗浄し、廃
液槽４０２０にまで送液される。
【０３７２】
　次に分析チップの回転を停止する（図５２－３）。回転停止時の重力の作用により、以
下の送液、反応が行われる。分離液保持槽２００２内の血漿は、試薬保持槽２００５内の
標識抗体溶液とともに落下し、分離液混合槽２０２１に送液され、混合される。血球成分
を多く含む溶液は、不溶性成分排出路２０３０内を毛細管現象によりストップバルブ２０
５０まで進む。第１の保持槽３０１０－１内の基質および３０２０－１内の洗浄液は、重
力の作用により、それぞれ同送液ユニットの第２の保持槽３０１０－２、３０２０－２に
送液される。
【０３７３】
　次に、再度回転を行う（図５２－４）。回転により生じる遠心力を利用して、以下の送
液、反応が行われる。血漿と標識抗体の混合液はプレフィルター部を通過し、血漿中の測
定阻害物質が吸着、ろ過により除去された後、第１の混合液保持槽５００１に保持される
。第２の保持槽３０１０－２内の基質，３０２０－２内の洗浄液は、それぞれ次段の送液
ユニットの第１の保持槽３０２０－１、３０３０－１に送液、保持される。ストップバル
ブ２０５０まで進んだ不溶性成分を多く含む溶液は、サイフォン効果により不溶性成分保
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持槽２００３内から不溶性成分排出路２０３０を通じて、廃液槽２０４０に廃棄される。
【０３７４】
　次に分析チップの回転を停止する（図５２－５）。回転停止時の重力の作用により、以
下の送液、反応が行われる。第１の混合液保持槽５００１内の混合液は、第２の混合液保
持槽５００２に移送される。第１の保持槽３０２０－１内の基質および３０３０－１内の
洗浄液は、それぞれ同送液ユニットの第２の保持槽３０２０－２、３０３０－２に送液さ
れる。
【０３７５】
　次に、再度回転を行う（図５２－６）。回転により生じる遠心力を利用して、以下の送
液、反応が行われる。第２の混合液保持槽５００２内の混合液は、反応室１０１１を通過
し、廃液槽４０２０まで送液される。この時、反応室内の担体表面で、抗原抗体反応が行
われる。第２の保持槽３０２０－２内の基質、３０３０－２内の洗浄液は、それぞれ次段
の送液ユニットの第１の保持槽３０３０―１、３０４０－１に送液され、保持される。
【０３７６】
　次に分析チップの回転を停止する（図５２－７）。回転停止時の重力の作用により、以
下の送液、反応が行われる。第１の保持槽３０３０－１内の基質および３０４０－１内の
洗浄液は、それぞれ同送液ユニットの第２の保持槽３０３０－２、３０４０－２に送液さ
れる。
【０３７７】
　次に、再度回転を行う（図５２－８）。回転により生じる遠心力を利用して、以下の送
液、反応が行われる。第２の保持槽３０３０－２内の基質は、次段の送液ユニットの第１
の保持槽３０４０－１に送液され、保持される。第２の保持槽３０４０－２内の洗浄液は
、流路Ｄ（３０００Ｄ－１、３０００Ｄ－２、３０００Ｄ－３）を通過し、反応室１０１
１を通過して抗原抗体反応後の担体を洗浄し、廃液槽４０２０にまで送液される。
【０３７８】
　次に分析チップの回転を停止する（図５２－９）。回転停止時の重力の作用により、以
下の送液、反応が行われる。第１の保持槽３０４０－１内の基質は、同送液ユニットの第
２の保持槽３０４０－２に送液される。
【０３７９】
　次に、再度回転を行う（図５２－１０）。回転により生じる遠心力を利用して、以下の
送液、反応が行われる。第２の保持槽３０４０－２内の基質は、流路Ｄ（３０００Ｄ―１
、３０００Ｄ－２、３０００Ｄ－３）を通過し、反応室１０１１まで送液される。
【０３８０】
　基質全量が反応室１０１１を通過する以前に回転を停止（図５２－１１）し、酵素と基
質との反応を行い、反応室内で、酵素反応により生じる蛍光や発光を測定する。
【０３８１】
　予め作成された検量線に測定結果をプロットし、検体（血液）中の目的物質の濃度を算
出する。
【０３８２】
　このように、回転と停止を繰り返すだけで、外部にポンプや穿孔装置、分注装置などを
必要とせず、１つの分析チップを用いて不溶性成分を分離し、分析チップ内に予め充填さ
れた試薬を使い、全ての免疫反応を進めることができる。
【０３８３】
８．分析方法
　本発明の分析方法は、前記の分析チップを用いて免疫分析反応を行うものである。すな
わち本発明の分析方法は、分析チップを、分析チップ外の回転軸に対して回転させること
により、検体および試薬を分析チップの反応室に送液して、反応室内の被験物質量を測定
することを特徴とする。
【０３８４】
　本発明の分析方法は、下記の（１）、（２）および（３）を同時にまたは順次、適宜繰
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り返して行うものである。
（１）分析チップに検体である懸濁液を導入し、分析チップを回転させる際に生じる遠心
力を用いて不溶性成分を沈降させた後、回転停止による重力を用いて分離液を分取し、
（２）分析チップを回転させる際に生じる遠心力および重力を用いて、試薬を多段送液ユ
ニットに移送し、
（３）分離液および試薬を、回転により生じる遠心力を用いて抗原または抗体が結合した
担体に接触させる。
【０３８５】
　検体、懸濁液の定義、試薬の定義、回転の定義については、既に述べたとおりである。
（１）において、懸濁液は分析チップの不溶性成分分離部の懸濁液保持槽に導入される。
（２）において、試薬は不溶性成分分離部の試薬貯液槽、多段送液部の第１の貯液槽およ
び第２の貯液槽、試薬リザーバユニットの試薬貯液槽のうちの１または２以上に導入され
る。導入する試薬の種類、量、導入先の槽は、適宜定めることができ、すべてに導入する
必要はない。検体、試薬の導入はピペットなどを用いて常法に従って行うことができる。
また、試薬リザーバユニットを使用する場合には、試薬リザーバユニットをチップ本体か
ら外して、試薬を試薬リザーバユニットの各槽に導入してから、試薬リザーバユニットを
再びチップ本体に装着することができる。もしくは、予め試薬が注入され、封止された試
薬リザーバユニットの封止を外し、チップ本体に装着して用いることができる。
【０３８６】
　分析チップに懸濁液を導入した後、分析チップをローターなどで回転すると、懸濁液が
懸濁液保持槽から不溶性成分保持槽に送液され、不溶性成分は不溶性成分保持槽に保持さ
れ、分離液は分離液保持槽に送液される。オーバーフローした懸濁液はオーバーフローし
た液の保持槽に送液される。回転を停止することにより、分離液および不溶性成分を得る
。分離液は重力の作用により分離液送液路を通って分離液混合槽に移動し、次の回転によ
る遠心力により、分離液送液路を通って反応室ユニットへ送液される。
【０３８７】
　不溶性成分分離部における分離を進めるに当り好ましい分析チップの第１回転速度、回
転時間は、懸濁液の種類や量などによるが、回転速度が血液から血球を分離する場合、通
常は１０Ｇから６０００Ｇ、回転時間が通常は１分から１０分、好ましくは１０００Ｇか
ら４０００Ｇ、回転時間は１分から５分である。
【０３８８】
　一方、分析チップの多段送液部の貯液槽もしくは試薬リザーバの試薬貯液槽に試薬を導
入して、分析チップを第１回転速度で回転させ、その後第２回転速度で回転させ、これら
の回転を交互に繰り返すと、試薬は流路を通って順次次の槽、次の送液ユニットへ移動す
る。図３６－１、図３６－２、図３６－３、図３６－４、図３６－５、図３６－６、図３
６－７、図３６－８は、多段送液部における試薬の移動を模式的に示す説明図である。図
１６、図１７、図１８は多段送液部における試薬の移動をより具体的に示す説明図である
。さらに各図には、回転軸を示したものと示さないものとあるが、いずれもチップの主面
を、向かって左側に回転軸を有するものとして表した図である。すなわち、分析チップを
回転させる際の、略鉛直方向に延在する回転軸を分析チップの左側に位置させた場合の、
軌道の周方向から見た状態を示したものである。分析チップの左側が回転軸方向（内周側
）であり、遠心力方向でもある。右側が外周側である。また、下方が重力方向（略鉛直方
向）である。
【０３８９】
　本発明における分析方法は、多段送液部の貯液槽、保持槽のうち少なくとも一つに試薬
を導入した後、分析チップを分析チップ外部の回転軸に対し、第１回転速度による回転、
および、第１回転速度よりも低速の第２回転速度による回転もしくは回転停止する工程を
少なくとも２回以上繰り返す工程を含む。
【０３９０】
　例えば、第１の貯液槽と第１の保持槽が流路Ａによって連通され、第１の保持槽と第２
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の保持槽と、それらを連通する流路Ｂからなる送液ユニットを２つ有し、下段の送液ユニ
ット第２の保持槽に流路Ｄが接続される分析チップにおいて、第１の貯液槽と下段の送液
ユニットの第２の保持槽に２種類の試薬が導入、格納されている場合、第１回転速度によ
る回転で、第１の貯液槽に格納されていた試薬が第１の保持槽に流入し、保持され、予め
下段の送液ユニットの第２の保持槽に格納されていた試薬が流路Ｄから流出する。さらに
第１回転速度よりも低速の第２回転速度による回転もしくは回転停止により、上段の送液
ユニットの第１の保持槽に保持された試薬が第２の保持槽に移動する。さらに、第１の回
転速度で回転させることにより、第２の保持槽に保持された試薬は下段の送液ユニットの
第１の保持槽に移動するという工程を繰り返すことで、異なる複数の試薬を、順次送液す
ることが可能となる。
【０３９１】
　本発明の分析方法について、図３６－１、図３６－２、図３６－３、図３６－４、図３
６－５、図３６－７、図３６－８に基づき説明する。図に示す例では回転前に、第１の貯
液槽３００１－１、第２の保持槽３０１０－２、３０２０－２、３０３０－２にそれぞれ
液体３０００Ｌ１、３０００Ｌ３、３０００Ｌ５、３０００Ｌ７が予め格納されている（
図３６－１）。分析チップをまず第１の回転速度で回転すると、３０００Ｌ１、３０００
Ｌ３、３０００Ｌ５はそれぞれ第１の保持槽３０１０－１、３０２０－１、３０３０－１
に送られ、３０００Ｌ７は反応室ユニットの反応室で反応後排出される（図３６－２）。
分析チップを続いて第２の回転速度で回転するか、あるいは回転を停止すると、３０００
Ｌ１、３０００Ｌ３、３０００Ｌ５はそれぞれ第２の保持槽３０１０－２、３０２０－２
、３０３０－２に送られる（図３６－３）。分析チップを続いて再び第１の回転速度で回
転すると、３０００Ｌ１、３０００Ｌ２、３０００Ｌ３はそれぞれ第１の保持槽３０２０
－１、３０３０－１に送られ、３０００Ｌ５は反応室で反応後排出される（図３６－４）
。分析チップを続いて第２の回転速度で回転するか、あるいは回転を停止すると、３００
０Ｌ１、３０００Ｌ３はそれぞれ第２の保持槽３０２０－２、３０３０－２に送られる（
図３６－５）。分析チップを続いて再び第１の回転速度で回転すると、３０００Ｌ１は第
１の保持槽３０３０－１に送られ、３０００Ｌ３は反応室で反応後排出される（図３６－
６）。分析チップを続いて第２の回転速度で回転するか、あるいは回転を停止すると、３
０００Ｌ１は第２の保持槽３０３０－２に送られる（図３６－７）。分析チップを続いて
再び第１の回転速度で回転すると、３０００Ｌ１は反応室で反応後排出される（図３６－
８）。本例では、４回の回転サイクルで、全ての液体が順次多段送液部から排出される。
【０３９２】
　多段送液部における送液の具体例を、図１６、図１７、図１８を参照しつつ説明する。
図１６、図１７、図１８は、図１３を例にとって多段送液部の送液原理を示すものであり
、図１６は試薬３０００Ｌ１、３０００Ｌ２、３０００Ｌ３を充填した状態（分析チップ
停止）、図１７は分析チップを第１回転速度で回転させている状態、図１８は分析チップ
を第２回転速度で回転もしくは回転停止させた状態を示す。
【０３９３】
　試薬３０００Ｌ１、３０００Ｌ２、３０００Ｌ３が、それぞれ第１の貯液槽３００１－
１ａ、第１の貯液槽３００１－１ｂ、第２段目の送液ユニットＵ－２の第２の保持槽３０
２０－２に導入される。その後、分析チップを第１回転速度にて回転させると、図１６の
ように遠心力及び重力の作用により３０００Ｌ１、３０００Ｌ２、３０００Ｌ３はそれぞ
れ流路３０００Ａ－１ａ、３０００Ａ－１ｂ、３０００Ｃ－２を上り、３０００Ｌ１と３
０００Ｌ２とは第１段目の送液ユニットＵ－１の第１の保持槽３０１０－１に、３０００
Ｌ３は第３段目の送液ユニットＵ－３の第１の保持槽３０３０－１に到達する。すなわち
、図１７に示すように、３０００Ｌ１，３０００Ｌ２は、ともに第１段目の送液ユニット
Ｕ－１の第１の保持槽３０１０－１に運ばれ、ここで混合される。また、３０００Ｌ３は
、第３段目の送液ユニットＵ－３の第１の保持槽３０３０－１に運ばれる。
【０３９４】
　この時、同一の第１の回転速度で３０００Ｌ１、３０００Ｌ２、３０００Ｌ３をそれぞ
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れ次の槽に送液するためには、流路３０００Ａ－１ａと回転軸とがなす角度と、流路３０
００Ａ－１ｂと回転軸とがなす角度と、流路３０００Ｃ－２と回転軸とがなす角度とを同
一にすればよい。もしくは、第１の回転速度を、流路３０００Ａ－１ａ、流路３０００Ａ
－１ｂ、および流路３０００Ｃ－２を液が流れ始める回転速度よりも十分高速に設定しさ
えすればよい。回転時の分析チップにかかる遠心力は、回転軸と分析チップとの距離に反
比例し、回転速度の二乗に比例する。一般的に、質量ｍの物体が、回転軸からｒの位置で
速度ｖにて回転しているときに働く遠心力は、Ｆ＝ｍｖ2／ｒで表される。
【０３９５】
　第１の回転速度は、分析チップが受ける遠心力が、通常１Ｇから１０００００Ｇ、好ま
しくは１０Ｇから１００００Ｇとなるように適宜設定することができる。更に好ましくは
、第１の回転速度は、遠心力が２０Ｇから５０００Ｇとなるように適宜設定することがで
きる。
【０３９６】
　第１の回転速度による回転時間は、通常０．０１分から１０分、好ましくは０．０５分
から２分とすることができる。
【０３９７】
　続いて、第２の回転速度で分析チップを回転するか、或いは回転を停止すると、図１８
に示すように、３０００Ｌ１＋３０００Ｌ２は第１段目の送液ユニットＵ－１の第１の保
持槽３０１０－１から流路３０００Ｂ－１に入り、第２の保持槽３０１０－２に貯液され
る。そして３０００Ｌ３は、第３段目の送液ユニットＵ－３の第１の保持槽３０３０－１
から流路３０００Ｂ－３を通り、第２の保持槽３０３０－２に送液される。
【０３９８】
　この時、第２の回転速度で３０００Ｌ１、３０００Ｌ２、３０００Ｌ３をそれぞれ次の
槽に送液するためには、流路３０００Ｂ－１と回転軸とがなす角度と、流路３０００Ｂ－
３と回転軸とがなす角度とを同一にすればよい。もしくは、第２の回転速度を、流路３０
００Ｂ－１、流路３０００Ｂ－３を液が流れ始める回転速度よりも十分低速に設定しさえ
すればよい。
【０３９９】
　一方、第２回転速度は、第１回転速度よりも低速であることが必要である。具体的な第
２回転速度の範囲は、通常は遠心力が０Ｇから５０Ｇ、好ましくは０Ｇから１０Ｇである
。第２回転速度は、回転停止（遠心力０Ｇ）に代えることも可能である。
　第１回転速度、第２回転速度はそれぞれ特定の回転数であってもよいし、ある特定の回
転数の範囲内で連続して変化する回転数であってもよい。
【０４００】
　また、第２回転速度による回転または回転停止時間は、通常０．０１分から１０分、好
ましくは０．０５分から２分とすることができる。
【０４０１】
　このような、第１の回転速度による回転、および第２の回転速度による回転または回転
停止を繰り返し行うことにより、試薬を順次次の貯液槽や保持槽へ送液することができ、
順次試薬を混合させたり、順次反応させたりすることができる。
　上記（１）の懸濁液（検体）の送液と（２）試薬の送液とは、別々に行うこともできる
し、回転前に懸濁液と試薬を導入しておいて同時に行うこともできる。このうち（１）の
懸濁液（検体）の送液と（２）試薬の送液とは同時に行うことが好ましい。
【０４０２】
　次に、以下、反応室ユニット内における反応の順序を、ＥＬＩＳＡ法によりサイトカイ
ンを分析する場合を例にとって図７を参照しつつ説明する。反応室には、サイトカインの
１次抗体吸着ビーズが収納されている。
【０４０３】
　反応室ユニットにおいては、（３）分離液および試薬を、反応室ユニットにおいて、回
転により生じる遠心力を用いて抗原または抗体が結合した担体に接触させる。分離液と試
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薬の接触は、同時でもよいが、分離液の接触の後、試薬を接触させることが好ましい。
【０４０４】
　例として図１の反応室ユニット１０００Ａを利用して説明すると次の通りである。
　まず、不溶性成分分離部から、反応室ユニットにおける試薬・検体受けに分離液（検体
）と二次抗体（試薬）が、順次または混合液として同時に送液された（図７の（１））後
、検体を遠心力により反応室に移送し（図７の（２））ビーズ担体上の１次抗体と抗原抗
体反応させる（図７の（３））。なお、検体と二次抗体の移送は上記のように同時でなく
ともよく、検体を移送して遠心を行った後に二次抗体を移送して遠心するものであっても
よい。
【０４０５】
　続いて、多段送液部から、蛍光基質（試薬）を反応室ユニットにおける試薬・検体受け
に注入した後（図７の（１））、この基質を同様に遠心力により反応室に移送し（図７の
（２））、ビーズ担体上の二次抗体と反応させる（図７の（３））。すなわち、上記検体
の移送において、検体を蛍光基質に代えたほかは同様にして遠心処理を行う。
【０４０６】
　反応室ユニットにおいて（３）を実施するために適した分析チップを回転させる際の速
度や時間は、被検物質の種類や、測定濃度範囲に応じて適宜調整することができる。回転
の速度については、例えば、１０Ｇから１００００Ｇとすることが好ましく、１００Ｇか
ら５０００Ｇとすることがより好ましい。また、時間については、５秒から２０分とする
ことが好ましく、１０秒から１０分とすることがより好ましい。
【０４０７】
　本発明の分析方法の具体例を挙げると、次の通りである。まず、回転により懸濁液を不
溶性分分離部にて分離液と不溶性成分に分離すると同時に、試薬貯液槽にて緩衝液に希釈
された状態で保持されていた二次抗体を試薬保持槽に保持し、回転を停止する事により二
次抗体が希釈された緩衝液が重力により試薬保持槽から流出し、分離液と混合して分離液
中の抗原と緩衝液中の二次抗体が反応し、混合して１５０μＬとしたものを再度回転によ
り反応室ユニットにおける試薬・検体受けに送液し（分析方法の（１））、続けて回転さ
せて（５００Ｇで３分間回転させる）分離液と二次抗体を含む緩衝液を反応室に送液し、
担体に固定化された一次抗体と抗原を反応させる。続いて、回転により多段送液部からＰ
ＢＳ－Ｔを反応室ユニットにおける試薬・検体受けに注入し、反応室に送液する（分析方
法の（３））。次に、多段送液部から必要に応じて回転により反応室ユニットに洗浄液を
送液し、洗浄後、さらに回転により多段送液部から送液された基質１００μＬを反応室ユ
ニットにおける試薬・検体受けに注入して反応室に送液し、（分析方法の（２））その後
５分間静置して反応させる（分析方法の（３））。
【０４０８】
　反応後の反応室ユニットの反応室内の蛍光強度を蛍光検出装置（蛍光顕微鏡など）によ
り測定する。反応室ユニットがチップ本体から着脱可能な場合には、取り出して測定でき
る。被検物質が検体中のサイトカインの有無検出の場合は、蛍光強度が測定可能な場合に
は、検体中にサイトカインが存在することが確認される。一方、検体中のサイトカインの
定量を目的とした免疫分析の場合には、予めサイトカインの濃度を変えて同様に測定して
作成しておいた検量線と比較して、サイトカインの濃度を特定する。
【０４０９】
　本発明の分析方法は、上記（１）、（２）および（３）の３工程を、分析チップの第１
回転速度による回転、第２回転速度による回転の繰り返しにより進めることができる。な
お、検体注入後には、反応室洗浄のため、必要に応じて洗浄液や緩衝液を反応室ユニット
における試薬・検体受けに注入し、同様に遠心処理を行って反応室を洗浄してもよい。ま
た、被検物質は複数であってもよい。
【０４１０】
　なお、同じ検体について分析チップを回転させる際の回転数を変化させて２回以上の分
析を行うことにより、測定範囲の異なる２以上の測定結果を容易に得ることもできるので
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、検体中の被検物質の量に応じた正確な分析を容易に得ることができる。
【実施例】
【０４１１】
実施例１
　図４２－１に記載の分析チップ４０６０を用いて、不溶性成分の分離、試薬の送液およ
び免疫分析反応を行った。分析チップの材料は、チップ本体がポリプロピレン、試薬リザ
ーバユニットがカーボンブラック含有ポリプロピレン（光透過率１％、吸水率０．１％）
、反応室ユニットがポリメチルメタクリレート（光透過率９０％）である。また、分析チ
ップの大きさは、チップ本体が４０×８０×５ｍｍ、試薬リザーバユニットが１２×６３
×５ｍｍ、反応室ユニットが６×１２×５ｍｍである。反応の手順は、図４２－１、図４
２－２、図４２－３、図４２－４、図４２－５、図４２－６、図４７－７、図４２－８に
記載するとおりである。
【０４１２】
　まず、懸濁液保持槽２００１に懸濁液（検体）を、試薬リザーバユニットに試薬をそれ
ぞれ注入し、分析チップと試薬リザーバユニットとを嵌合した（図４２－１）。検体は全
血であった。一方試薬リザーバユニットには、試薬貯液槽２００９にホースラディッシュ
ペルオキシダーゼ標識抗体（ＨＲＰ　Ａｂ）を、第２の貯液槽３００１－２－１および３
００１－２－２に基質を、第２の貯液槽３０１０－３および３０３０－３に洗浄液を、そ
れぞれ注入した。
【０４１３】
　次に、分析チップを回転させた（図４２－２）。速度２０００Ｇとし、回転中心軸に対
する分析チップの角度は２０°、回転半径７３ミリメートル、回転時間２分とした。不溶
性成分分離部において全血は不溶性成分保持槽２００３に移動し、ここで不溶性成分であ
る血球細胞と血漿とが分離し、血漿が分離液保持槽２００２に移動した。ＨＲＰ　Ａｂは
試薬貯液槽２００９から試薬保持槽２００５に移動した。多段送液部においては、第２の
貯液槽３００１－２－１および３００１－２－２内の基質が、流路３０００Ｅ－０および
流路３０００Ａ－１を通って１段目の送液ユニットの第１の保持槽３０１０－１に移動し
た。１段目の送液ユニットの第２の貯液槽３０１０－３の洗浄液が流路３０００Ｅ－１お
よび流路３０００Ｃ－１を通って２段目の送液ユニットの第１の保持槽３０２０－１に移
動した。３段目の送液ユニットの第２の貯液槽３０３０－３の洗浄液は、流路３０００Ｄ
を通って反応室ユニットに移動し、これにより反応室ユニット内が予備洗浄された。反応
室ユニット内を洗浄した洗浄液は開口部１０１１Ａから排出され、排出路４０２１を通っ
て廃液槽４０２０に移動した。このように、試薬リザーバユニットの各槽に貯液された試
薬が、一度の回転時に分析チップ本体の各槽に移動した。
【０４１４】
　続いて回転を停止し５分間静置させた（図４２－３）。分離液送液路２００４の下方の
分離液混合槽２０２１で、ＨＲＰ　Ａｂと血漿が混合し、血漿中の抗原とＨＲＰ　Ａｂが
結合した。本実施例においては、抗原としてのインターロイキン８（ＩＬ－８）を検出す
るために、抗体はＩＬ－８検出抗体を用いた。１段目の送液ユニットの第１の保持槽３０
１０－１内の基質は、流路３０００Ｂ－１を通って第２の保持槽３０１０－２に移動した
。２段目の送液ユニットの第１の保持槽３０２０－１内の洗浄液は、流路３０００Ｂ－２
を通って第２の保持槽３０２０－２に移動した。
【０４１５】
　続いて分析チップを再び回転させた（図４２－４）。回転条件は、速度５００Ｇとし、
回転中心軸に対する分析チップの角度は２０°、回転半径７３ミリメートル、回転時間２
分とした。分離液送液路２００４のＨＲＰ　Ａｂと血漿の混合液は、分離液混合槽２０２
１から反応室ユニットにおける試薬・検体受け１０１２を通じて、反応室１０１１に入っ
た。これにより反応室において担体に結合した一次抗体と混合液中の抗原とＨＲＰ　Ａｂ
が結合した成分の免疫反応が行われた。反応室１０１１の開口部１０１１Ａから排出され
た反応後の排出液は、排出路４０２１を通って廃液槽４０２０に流出した。１段目の送液
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送液ユニットの第１の保持槽３０２０－１に移動した。２段目の送液ユニットの第２の保
持槽３０２０－２内の洗浄液は、流路３０００Ｃ－２を通って３段目の送液ユニットの第
１の保持槽３０３０－１に移動した。
【０４１６】
　再び分析チップの回転を停止し３０秒間静置した（図４２－５）。２段目の送液ユニッ
トの第１の保持槽３０２０－１の洗浄液は、流路３０００Ｂ－２を通って、第２の保持槽
３０２０－２に移動した。３段目の送液ユニットの第１の保持槽３０３０－１の洗浄液は
、流路３０００Ｂ－３を通って第２の保持槽３０３０－２に移動した。
【０４１７】
　さらに再び分析チップを回転させた（図４２－６）。回転条件は、先の回転の際の条件
と同様とした。２段目の送液ユニットの第２の保持槽３０２０－２の基質は、流路３００
０Ｃ－２を通って３段目の送液ユニットの第１の保持槽３０３０－１に移動した。３段目
の送液ユニットの第２の保持槽３０３０－２の洗浄液は、流路３０００Ｄを通って、反応
室ユニットにおける試薬・検体受け１０１２から反応室１０１１に入った。これにより反
応室内が次の基質の反応に備え洗浄された。反応室１０１１の開口部１０１１Ａから排出
された反応後の排出液は、排出路４０２１を通って廃液槽４０２０に流出した。
【０４１８】
　再び分析チップの回転を停止し３０秒間静置した（図４２－７）。第１の保持槽３０３
０－１内の基質は、流路３０００Ｂ－３を通って第２の保持槽３０３０－２に移動した。
【０４１９】
　再び分析チップを回転させた（図４２－８）。回転条件は、速度１００Ｇとし、回転中
心軸に対する分析チップの角度は２０°、回転半径７３ミリメートル、回転時間１５秒と
した。第２の保持槽３０３０－２内の基質は、流路３０００Ｄを通って、反応室ユニット
における試薬・検体受け１０１２から反応室１０１１に入った。反応室１０１１の開口部
１０１１Ａから排出された一部の基質溶液は、排出路４０２１を通って廃液槽４０２０に
流出した。回転停止後、５分間静置した。これにより反応室内の担体に抗原、抗体を介し
て結合したＨＲＰと酵素基質とのの反応が行われ、反応室内に蛍光色素が生成された。次
に遠心装置から分析チップを取り出し、蛍光検出装置に分析チップを装着し、生成された
蛍光色素を検出した。
【０４２０】
　このように、回転／停止を４回繰り返すだけで、外部にポンプや穿孔装置などを必要と
せず、１つの分析チップを用いて不溶性成分を分離し、全ての免疫反応を進めることがで
きることが明らかとなった。



(76) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(77) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図６】

【図７】

【図８－１】

【図８－２】

【図９】 【図１０】



(78) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(79) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(80) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(81) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(82) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】



(83) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】



(84) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図３５】 【図３６－１】

【図３６－２】 【図３６－３】



(85) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図３６－４】 【図３６－５】

【図３６－６】 【図３６－７】



(86) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図３６－８】 【図３７】

【図３８－１】 【図３８－２】

【図３８－３】



(87) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図３９】 【図４０－１】

【図４０－２】

【図４０－３】

【図４１】



(88) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図４２－１】 【図４２－２】

【図４２－３】 【図４２－４】



(89) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図４２－５】 【図４２－６】

【図４２－７】 【図４２－８】



(90) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図４３－１】 【図４３－２】

【図４３－３】 【図４４－１】



(91) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図４４－２】 【図４４－３】

【図４４－４】 【図４５】



(92) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図４６－１】 【図４６－２】

【図４６－３】 【図４６－４】



(93) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図４７】 【図４８】

【図４９】 【図５０－１】

【図５０－２】



(94) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図５０－３】

【図５０－４】

【図５１－１】

【図５１－２】

【図５２－１】 【図５２－２】



(95) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図５２－３】 【図５２－４】

【図５２－５】 【図５２－６】



(96) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図５２－７】 【図５２－８】

【図５２－９】 【図５２－１０】



(97) JP 5504690 B2 2014.5.28

【図５２－１１】



(98) JP 5504690 B2 2014.5.28

10

フロントページの続き

(72)発明者  鈴木　佳奈
            神奈川県鎌倉市手広六丁目１０番１号　東レ株式会社　基礎研究所内
(72)発明者  日笠　雅史
            神奈川県鎌倉市手広六丁目１０番１号　東レ株式会社　基礎研究所内
(72)発明者  山崎　義昭
            東京都中央区日本橋室町２丁目１番１号　東レ株式会社　東京事業場内

    審査官  長谷　潮

(56)参考文献  国際公開第０３／０８３４９１（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２００１－５０２７９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１０５６３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－０６２２２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５８－０４７２６０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　　３５／００－３７／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

